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第２回定例会議事日程（第３号） 

 

第１ 一般質問 

  中里純人君 

   １．市来一般廃棄物利用エネルギーセンターについて 

    （１）これまでの経緯と裁判の結果について伺う。 

    （２）施設の解体について伺う。 

    （３）今後の考え方について市長の見解を伺う。 

   ２．大気環境の保全対策について 

    （１）本市の大気環境の状況について伺う。 

    （２）微小粒子物質（ＰＭ2.5）や光化学オキシダントの影響と注意喚起について伺う。 

   ３．島平地域の歩道整備について 

    （１）市道島平野元線の旧新川石油から照島海の駅間の整備計画について伺う。 

    （２）県道島平酔之尾線の須賀橋から島平郵便局付近は見通しの悪いカーブのため歩行

者が危険である。歩道をカラー舗装化出来ないか伺う。 

  竹之内 勉君 

   １．串木野高校生徒増対策について 

    （１）出願者低迷の要因と自治体としてできる対策は何か。 

    （２）普通科以外の科の設置についてどう考えるか。 

   ２．外国航路勤務の日本人船員の住民税軽減措置について 

     政府税制調査会において「自治省内かん」が無効確認されたことを受け、本市でも軽

減措置を検討すべきではないか。 

  東 育代君 

   １．子育て基本条例制定にむけた取り組みについて 

    （１）子どもの健全育成に関わる本市の取り組みと現状について伺う。 

    （２）学校・家庭・地域・事業所と市との関わりについて伺う。 

    （３）子育て基本条例の制定について伺う。 

   ２．男女共同参画社会の取り組みについて 

    （１）男女共同参画の視点を導入した本市の取り組みと現状について伺う。 

    （２）市民の意識を高めるための取り組みについて伺う。 

  宇都耕平君 

   １．市来駅周辺整備事業計画について 

    （１）ＪＲとの話し合いの進捗状況について伺う。 

    （２）公民館移設について駅前公民館との話し合いはどのような状況か。 

    （３）民有地活用の考えはないか。 

   ２．本市の人口増対策について 

    （１）本市の環境の良さについて積極的にアピールをする必要があるのではないか。 

    （２）義務教育終了までの医療費無料化はできないか。 
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    （３）雇用対策の更なる充実を図るべきではないか。 

  福田清宏君 

   １．沿岸漁業の振興について 

    （１）漁港外港北側護岸・五反田川河口部波除堤設置について伺う。 

    （２）五反田川河口一帯の深浅測量について伺う。 

    （３）串木野新港西側防波堤建設と新港内の塩分濃度の変化等について伺う。 

   ２．道路改修・建設と交通安全対策について 

    （１）市道大原・港線から串木野高等学校正門へ通じる市道御倉町６号線の入口付近は、

車両の交通量が多く、幅員も狭く歩道もなく、出入や離合に危険性があるが、改善

する計画はないか伺う。 

    （２）都心・平江線を延伸し五反田川に架ける橋の建設計画について伺う。 

   ３．浸水・排水対策について 

    （１）春日町・汐見町一帯の浸水・排水対策の現況について伺う。 

    （２）塩田川水門の動力ポンプの能力と稼働について伺う。 

    （３）雨水の調整池として、塩田川上流の拡幅計画はないか伺う。 

  東 勝巳君 

   １．川内原発１・２号機の再稼働反対について 

   ２．こどもの医療費を中学校卒業まで無料化できないか。 

   ３．税金の滞納と補助金の支給について 

   ４．鍼灸、マッサージ助成の改善について 

   ５．ダイオキシン対策について 

   ６．公共施設の洋式トイレの総点検と改善について 

   ７．日出町北側の防災対策について 

   ８．エネルギーセンター裁判の結果について 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第３号（６月１４日）（金曜） 

 

 出席議員  １８名 

     １番  平 石 耕 二 君      １０番  西別府   治 君 

     ２番  西中間 義 德 君      １１番  楮 山 四 夫 君 

     ３番  宇 都 隆 雄 君      １２番  竹之内   勉 君 

     ４番  中 村 敏 彦 君      １３番  寺 師 和 男 君 

     ５番  南 竹 篤 己 君      １４番  原 口 政 敏 君 

     ６番  中 里 純 人 君      １５番  宇 都 耕 平 君 

     ７番  枇 榔 秋 信 君      １６番  福 田 清 宏 君 

     ８番  濵 田   尚 君      １７番  東   勝 巳 君 

     ９番  東   育 代 君      １８番  下迫田 良 信 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員   なし 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  木 下 琢 治 君   主       査  石 元 謙 吾 君 

補       佐  平 川 秀 孝 君   主       査  岩 下 敬 史 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  田 畑 誠 一 君   上 下 水 道 課 長  濱 涯 三喜義 君 

副 市 長  石 田 信 一 君   市 来 支 所 長  吉 田 裕 史 君 

教 育 長  山 下 卓 朗 君   教 委 総 務 課 長  臼 井 喜 宣 君 

総 務 課 長  前 屋 謙 三 君   学 校 教 育 課 長  有 馬 勝 弘 君 

政 策 課 長  田 中 和 幸 君   生 活 環 境 課 長  住 廣 和 信 君 

財 政 課 長  中 屋 謙 治 君   税 務 課 長  下迫田 久 男 君 

福 祉 課 長  東   浩 二 君   農 政 課 長  満 薗 健士郎 君 

土 木 課 長  平 石 英 明 君   消 防 長  深 山 龍 朗 君 

都 市 計 画 課 長  久見瀬 博 行 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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平成25年６月14日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（下迫田良信君） これから本日の会議を開

きます。 

────────────── 

   △一般質問 

○議長（下迫田良信君） 日程第１、一般質問を行

います。 

 これより、通告順により順次質問を許します。 

 まず、中里純人議員の発言を許します。 

   ［６番中里純人君登壇］ 

○６番（中里純人君） 私は、さきに通告いたしま

した３件について質問いたします。 

 まず、市来一般廃棄物利用エネルギーセンターに

ついてであります。 

 広報いちき串木野５月20日号に、市来一般廃棄物

利用エネルギーセンターの裁判結果と控訴断念につ

いてと、２ページにわたって裁判の経緯と今後の考

え方が報告されました。 

 私ども議員にも５月２日の全員協議会で同様の報

告がありました。内容は、裁判に敗訴し、判決文の

内容を覆すことができないので控訴しない、施設は

市で解体するというものでした。広報紙の最後には、

この施設が町民のために建設されたものであり、判

決の結果は遺憾であるが、これでエネルギーセンタ

ー問題について収拾を図りたいので、市民の皆様に

御理解いただきたいと記載してあります。 

 旧市来町時代から今日までのエネルギーセンター

の経緯については、広報紙記載のとおりで理解はし

ますが、市民の皆さんに対して十分理解していただ

いたかと言えば、いまだ理解していただいたとは言

えない現状があります。 

 また、この問題は、合併前の旧市来町時代の施策

の執行の是非が問われているわけで、私が平成21年

第３回定例会での一般質問で取り上げ、質疑を交わ

した際に市長は、「私としては前町長にも責任があ

り、また、結果としてこれをチェックできなかった

点で当時の市来町議会にも責任があると言わざるを

得ない」と答弁されましたが、その見解については

一定の理解はしますが、行政の継続性からしたとき、

今、行政を預かる執行部が第一義的にはその対応を

含めて責任があることから、幾つかの点について伺

うものです。 

 広報紙上では一定の経過について記載されていま

すが、この市議会本会議場において一定の経過につ

いて明らかにし、会議録に残しておくという観点か

ら、経過についていま一度、明らかにされたいので

あります。 

 以上で、ここでの質問を終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 中里純人議員の御質問にお

答えをいたします。 

 いちき一般廃棄物利用エネルギーセンターにつき

ましては、旧市来町がごみ処理から発電まで行う夢

の施設として平成16年３月に、一応完成したもので

ありますが、完成当初から発電に適したガスが発生

せず、再々改修等を施しましたが、その後も施設に

不具合が生じたため、第三者機関の調査結果も踏ま

え、改善不能と判断し、平成20年12月に稼働を停止

いたしました。その間、会計検査院の実地検査が３

回行われ、本件補助事業で整備した施設は、一般ご

みと肉骨粉を混合して処理することにより、燃料ガ

スを生成して、これを主燃料として発電するという

補助の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金

が不当と認められるという厳しい指摘を受け、補助

金の返還をすることになりました。 

 このような状況から、市は、システムの開発者で

ある吉川邦夫東京工業大学教授、設計などを行った

株式会社エコミュート・ソリューションズ、工事を

受注した株式会社三井三池製作所の３者を相手とし

て損害賠償の提訴を平成21年12月16日に提起しまし

た。裁判は、８回の口頭弁論と４回の証人尋問が行

われ、平成25年２月20日に結審し、４月24日の判決

の言い渡しが行われました。判決は、原告の請求は

いずれも棄却するという市にとって厳しいものであ

り、平成14年度の建設当初の契約書に、実証を目的

とし、実用化を目指すとの文言が記載されているこ

となどを挙げ、市来町は施設の不確実性については
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認識を共有していたと指摘しております。 

 市は、裁判において、一つ、性能発注であること、

二つ、実証ではなく実用施設を対象とする補助金を

受けて建設していることからも、実用施設と認識さ

れていたこと、三つ、東京工業大学の吉川教授の実

用施設という言葉を信じて建設したものであり、業

者側も実用施設と承知していたと市の訴えの正当性

を主張しましたが、判決では、市来町は実用化の例

がないことを認識しながら、施設の問題点について

何の調査もしていないと退けられました。 

 私は、判決文の内容を検討し、弁護士にも相談し

ましたが、裁判で市の主張を立証する点において、

平成14年度建設当初の契約書に書かれている文言を

覆せるような証拠が新たに出てくる可能性が極めて

低いことや、裁判長期化による弊害を考慮し、控訴

は断念せざるを得ないと判断をいたしました。 

 判決は厳しいものであり、結果として市の主張が

認められなかったことはまことに残念なことであり、

市民の皆様に大変申しわけなく思っております。 

 先ほどの答弁で、訴訟を平成21年12月16日と申し

上げました。２月16日と訂正させていただきます。 

○６番（中里純人君） 市民の皆さんの間では、当

時の市長並びに議会にも一定の責任があるのではな

いかという声がありますが、この問題を終結されよ

うとしている今日、このような声に対してどのよう

な見解をお持ちか伺います。 

○市長（田畑誠一君） 当時の町長や町議会に責任

があるのではないかと言われる方がおいでであると

いうお尋ねであります。 

 当時の関係者の責任については、裁判において建

設当初の契約書に、実証を目的とし、実用化を目指

すとした文言が言っていることなどを挙げ、市来町

は施設の不確実性については認識を共有していたと

指摘されたこと、また、旧市来町において、不適切

な事務処理もあったことから、関係者に一定の道義

的、政治的責任はあると思っております。しかしな

がら、当時は、町民の皆様のためを思って当該施設

をつくられたわけでありますし、また、議会も同意

をされておられます。 

 したがって、私としては当時の関係者に、結果と

して市に大きな損失を与えることになったことに対

し猛省を求めたいと思いますが、損害賠償など責任

を問うことは困難と考えております。また、合併に

より、いちき串木野市が生まれ、旧町と旧市の融和

を図っていくことが新市にとって極めて大切なこと

でありますことから、この意味からも当時の関係者

の法的責任まで追及することは適切でないと考えて

おります。未来志向で市の発展、市民の福祉向上を

図ることが最も重要なことと考えております。 

○６番（中里純人君） 次に、解体については市税

で賄うことになるとのことですが、どれくらいの金

額になるのか、あわせて解体の時期や今後の活用に

ついても現時点での考え方について明らかにされた

いのであります。 

○市長（田畑誠一君） 施設の解体については、現

在、発電施設、管理棟などは撤去が進んでおります。

本体につきましては、５回、公売を試みましたが応

札がありませんでしたので、そのままとなっており

ます。施設は、ダイオキシンの関係などがあり、簡

単には解体できませんので、平成26年度以降、市で

の解体を検討しております。費用につきましては、

約１億円程度かかるのではないかと考えております

し、何らかの形で国の補助等がないものか、研究を

してまいりたいと思っております。 

 なお、跡地の利用につきましては、今後、活用方

法を検討してまいります。 

○６番（中里純人君） 事業費並びにこれまでの経

緯についての資料はいただきましたが、改めて伺い

ます。 

 経費としてどのような費目で幾らかかったのか、

事業費を含めた総額は幾らになるのか、解体費用は

約１億円とのことですが、解体費用を含め、返済額

等、今後、幾らの費用がかかるのか伺います。 

○生活環境課長（住廣和信君） 費用についての御

質問でありますが、平成24年度までにかかった費用

が約14億4,000万円ほどかかっております。中身と

しましては、施設の修繕、それから薬品、そういっ

た消耗品等を含めます部分が１億4,000万円程度、

それから、運転をしておりました日本管財への委託

料、それから、余剰水が出ましたので、その処理を
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いたしました委託料、それから、日本管財センター

のほうへ調査等をいたしました委託料、そういった

委託料が約２億8,000万円ほどかかっております。 

 あと、工事本体が施設の工事、それから改善工事

を行っておりますが、これが９億8,000万円ほど。

あとは、東京工業大学と共同研究をいたしておりま

すけれども、その残金が約1,000万円ほど、その他

1,400万円で約14億4,000万円ほど経費としてはかか

っているというふうになります。 

 今後の返済につきましては、先ほど市長の説明の

中にもありましたけれども、起債、それから補助金、

市町村振興資金、そういったものがあるわけですが、

全部で７億8,782万円ほどあったわけですけれども、

そのうち６億3,803万円ほど返済が完了しておりま

して、あと、補助金と市町村振興資金が１回分、１

億4,949万円が残っておりまして、補助金につきま

しては平成30年度までに、市町村振興資金につきま

しては平成25年度で返済が終わる予定になっており

ます。 

 以上です。 

○６番（中里純人君） 答弁がありました。補助金

等を含め１億4,940万円、解体費用が約１億円とい

うことですので、あと２億5,000万円ぐらいかかる

ということでございます。 

 次に、市民の皆さんへ広報紙上で経過と今後の市

の対応については明らかにされたわけですが、今後、

あらゆる機会を用いて市民の皆様に対して理解をし

ていただく努力をすべきと考えますが、伺います。 

○市長（田畑誠一君） 市民の皆様には、先ほどお

述べになりましたとおり、広報いちき串木野を通し

まして、５月20日号でしたか、最初の建設に至る経

緯から、それから会計検査院の指摘、そしてまた裁

判所の判決の結果、それから、今後の解体について

とか、あるいは、今後返済すべき金額は約１億

4,900万円とか、それから、今後についてはこれで

よかろうと思って、町民のためを思って建設をされ

たわけですから、これで終止符を打って前向き思考

でいきたいと、前に進みたいということを市民の皆

さん方に一部始終、２ページにわたって報告をさせ

ていただきました。ただ、今お述べになられました

とおり、いろいろ、まだよく経緯等をおわかりでな

い、今後のことにも不安をお持ちの方もおいでだと

思いますので、今後、７月からは市政報告会も行い

ますので、そういったこと等を通じて、折に触れて

報告をさせていただきたいと思っております。そし

て、基本的にはできるだけ前向きにこの話を終止符

を打っていきたいという形の御理解を求めていきた

いというふうに考えております。 

 なお、市のホームページにも詳しく記載をしてお

りますので、こういった面もごらんいただけたら大

変ありがたいというふうに思っています。 

○６番（中里純人君） この問題の最後に市長に伺

いますが、合併以前のこととはいえ、現在の行政の

最高責任者は市長であります。税金を無駄に使用す

ることは行政としてやってはならないことであるに

もかかわらず、今回はそのような事態になったわけ

です。私を含めて行政をチェックする側のチェック

する議会の側の責任も問われており、じくじたる思

いであります。 

 市長は、今までの経緯並びに市民の皆様の税金か

ら補助金を返済しなければならなくなったことなど、

一連のこの問題に対して、どのような見解をお持ち

か、率直な見解を伺うものです。 

○市長（田畑誠一君） 先ほどから説明を申し上げ

ておりますように、多額の事業費を費やして建設に

かかりました。しかしながら、世界初ということで、

こういう結果で終わってしまって、市民の皆さんに

多大な迷惑をおかけをしたことに対しては、後を引

き継いだ者として大変申しわけなく思っております。

行政の責めは、市民の皆さんの血税を有効に使って、

市民の皆さんの満足度を高める、市民の皆さんの未

来に夢を持たせる、そういう使命が第一義であるは

ずであります。そういった中で、このような事態に

なりましたことは、市民の皆さんに大変申しわけな

く思っております。今後は、このような事態が二度

と生じないように議会の皆様の御協力をいただきな

がら、複数の専門家から意見を聞くなどして、適切

な情報収集のもとに事業選択を行って事務処理に不

備が生じないように適切な行政執行に努めてまいり

たいというふうに考えております。 
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○６番（中里純人君） 今後、解体費用約１億円、

補助金等の返済額約１億4,900万円を2018年度まで

は返済を続けねばなりません。市長は、この問題を

終わりたいとのお考えでしょうが、私は、まだ終息

にはほど遠い状況と思います。新市を引き継いだ者

として、行政も私ども議会も問題の終息まで責任を

持ち、先ほど市長も述べられましたように、今後、

二度とこのような事態が起こらないように努めねば

なりません。 

 以上でこの質問を終わります。 

 次に、大気環境の保全対策についてであります。 

 毎年、春になりますと、中国大陸より黄砂が飛来

して、見通しの悪い日が続きますが、今年は黄砂と

ともに微小粒子状物質、いわゆるＰＭ2.5も飛来し

て、テレビや新聞報道等で話題となっています。本

市の大気質、騒音、振動、悪臭など、大気環境の状

況はどうか。本市の値はそれぞれどうなのか伺いま

す。 

○市長（田畑誠一君） 大気環境の保全についてで

あります。 

 鹿児島県の大気状況は県が９カ所、鹿児島市が８

カ所設置をしております。大気汚染常時監視測定局

でそういった形で監視をしております。市の状況と

しましては、そのうち、羽島局で微小粒子状物質

（ＰＭ2.5）や光化学オキシダントを含む10項目の

監視を実施しており、そのデータを見る限りにおい

ては、特に問題のある数値は見受けられないところ

であります。また、騒音、振動、悪臭に関しては、

現在のところ大きな苦情はなく、大気環境に問題は

ないと思われます。 

○６番（中里純人君） 平成23年に策定されました

環境基本計画に記載されています平成21年度の九州

新幹線の騒音調査結果では、測定地点に指定されて

いる冠岳の環境基準値が70デシベルを超えていまし

たが、その後の状況はどうなのか伺います。 

○生活環境課長（住廣和信君） 九州新幹線の騒音

調査につきましてでありますが、これは、県のほう

で測定しておりまして、データを見せていただいて

おりますが、今おっしゃるとおり、多少超えている

部分があるようですけれども、これにつきましては、

一応、県のほうからの報告はいただいてるところで

す。 

 以上です。 

○６番（中里純人君） 平成21年度は以上のような

ことですが、22年、23年度はいかがかと伺っている

わけです。 

○生活環境課長（住廣和信君） 済みません、22、

23年度のデータが、今、手元にありませんので、今、

調べてまいりますので、しばらくお待ちください。 

○６番（中里純人君） 環境基本計画によりますと、

光化学オキシダントは、国の環境基準値である0.06

ｐｐｍの超過が確認されている。具体的取り組みと

して、基準値超過の際の緊急時処置の発令など、適

切な処置を行うための監視、発令体制を整えると記

載してあります。オキシダントは、光化学スモッグ

の原因となり、粘膜への刺激、呼吸器への影響を及

ぼすほか、農作物など植物への影響も観察されてい

ます。私は、本市での光化学オキシダントについて

調べてみました。 

 ５月21日の13時から５月25日の19時までの105時

間のうち、50時間が基準値を超えています。次にＰ

Ｍ2.5ですが、髪の毛の太さ30分の１程度と非常に

小さいため、肺の奥深くに入りやすく、ぜんそくや

気管支炎、肺がんになる危険性が高くなると懸念さ

れています。私は、環境省大気汚染物質広域監視シ

ステム、通称そらまめくんを時々チェックしていま

すが、羽島の測定局では、国の暫定指針値１立方メ

ートル当たり70マイクログラムを超えるときがたび

たび見受けられます。地元紙にも掲載されましたと

おり、５月22日から３日間は数値が特に高く、１日

の平均値が本市の羽島測定局では、５月22日は76あ

ったようです。鹿児島市役所で83、鴨池では84あっ

たにもかかわらず、県の注意情報は出なかったよう

です。先ほどの１回目の答弁で、データを見る限り

問題はないというふうな答弁でありましたが、私の

見る限りでは問題があると思います。本市のＰＭ

2.5や光化学オキシダントについて数値を含めてど

のような状況か、いま一度伺います。 

○市長（田畑誠一君） 微小粒子状物質や光化学オ

キシダントの注意情報等についてでありますが、光
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化学オキシダントにつきましては、大気中濃度が

0.12ｐｐｍとなったときに県から注意報が発令され

ますので、市は防災無線等で屋外にいる方への屋内

への移動を呼びかけます。また、0.4ｐｐｍになり

ますと、警報に切りかわり、直ちに屋内への移動を

呼びかけることになります。微小粒子状物質（ＰＭ

2.5）につきましては、注意情報を発表する暫定指

針値が１日平均70マイクログラム／ｍ３を超過した

場合となっており、この暫定指針値を超えると予測

する１時間値が、県内のいずれかの測定局の午前５

時、６時、７時の１時間値の平均値が85マイクログ

ラム／ｍ３を超過した場合に午前８時に発表される

こととなっております。発表されますと、市は防災

無線等で外出を控えることや屋外での運動を減らす

ことなど、放送を行うこととしております。現在の

ところ、市の独自の基準を設定することは考えてい

ないところであります。 

○６番（中里純人君） 私が今質問したのは、本市

の大気質の現状認識について、私は問題があるとい

う見解ですけれども、数値を含めた具体的に問題が

ないと言われる状況を伺ったわけです。いま一度、

答弁願います。 

○生活環境課長（住廣和信君） まず、光化学オキ

シダントにつきましてですが、光化学オキシダント

が人体に影響があるということで、県のほうが注意

情報等を出すわけですけれども、先ほど市長が言い

ましたように大気中の濃度が0.12ｐｐｍとなった場

合に注意報、0.4ｐｐｍを超えますと警報に切りか

わるということで、羽島局のほうを私どもも県の大

気環境状況というホームページのほうから確認をし

ているわけですけれども、この数値を超えていると

ころは今のところないということで、県のほうから

も注意情報がなされていないというふうにしている

ところであります。 

 それとあと、微小粒子状物質につきましては、先

ほどおっしゃられました５月22日、非常に新聞にも

出ましたけれども、大きな値が出たわけですが、こ

のときの基準といいますのが、先ほど市長が言いま

したように日平均の70マイクログラム／ｍ３、これ

を暫定指針としまして、この値になるといいますの

が、朝、午前５時、６時、７時、この１時間値の平

均値が85マイクログラム／ｍ３ということで、当日

の朝の数値が羽島局で５時が86マイクログラム、６

時が86マイクログラムで、７時が81マイクログラム

ということで、ここの平均値が84.3マイクログラム

ということで国が暫定指針値を超えるとしておりま

す85マイクログラム／ｍ３を超えていないというこ

とから、県のほうでも注意情報を出されなかったと

いうことで、市としましても、確かに86を、２時間

の平均値では85を超えた数値が出ていますけれども、

３時間平均値でするとこの暫定数値を超えていない

ということから、注意報が出されなかったというこ

とで、市としましても、一応県の情報を使っており

ますので、そういうことでうちのほうでも注意情報

は流さなかったというところであります。 

 それと、もう１点ですが、先ほど保留しました九

州新幹線における平成22年度の冠岳におきますデー

タとしましては、平成22年度が72デシベル、平成23

年度が70デシベルということで、環境基準は、ここ

は70デシベルですので、平成23年度においては改善

されているのではないかと考えております。 

 以上です。 

○６番（中里純人君） 県の注意情報を参考に発表

するというふうなことでございますが、昨日、環境

省から発表がありましたけど、答弁でありましたよ

うに、早朝の数値が85マイクログラムを超えた場合

に１日の平均濃度を70マイクログラムと予想して注

意を呼びかけるということとされているわけですが、

その後、午後になって観測値が上がって１日の平均

濃度が上がっているような事態がありまして、大阪、

宮崎、鹿児島、長崎の４府県で注意の呼びかけがで

きなかったということで、環境省としては今後、見

直しを検討したいということであります。 

 先ほど、紹介しましたそらまめくんは、パソコン

が扱えないと見られないわけです。福岡市では、遠

くがかすんでいるときに見通すことができる距離、

10キロメートルや５キロメートルで黄砂注意報を出

しています。見通しが10キロ未満の煙霧状態で市民

の皆様に情報提供ができるような本市独自の体制を

整えることが必要と思いますが、いかがでしょうか。 
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○生活環境課長（住廣和信君） 市の独自の基準と

いうことでありますが、現在におきましては、使っ

ておりますデータが、県の大気環境測定のデータを

使っておりますことと、県のほうからの指示と注意

報の発令というような部分がありますので、先ほど、

市長が言いましたけれども、今のところでは市の独

自の基準というものは考えていないところでありま

す。 

 以上です。 

○６番（中里純人君） 市民の皆様の不安に何とか

応えるような体制ができたらと思っておりますが、

５月に開かれました日中韓の協議では、越境大気汚

染対策で協議することで合意しました。昨日のニュ

ースでは、日中両政府で、中国の都市部の環境汚染

対策を進めるため、日本の優れた環境技術の導入に

よる環境都市づくりのための協議が始まったとのこ

とです。この問題が一日も早く汚染対策が図られま

すよう願うものです。 

 次の質問に移ります。 

 次に、島平地域の歩道整備についてであります。

都市計画マスタープランの見直しのために昨年７月

から８月にかけて実施されましたまちづくりに関す

るアンケートによりますと、重要度が高いのは、地

震、津波などの自然災害に対する安全性が第１位で、

医療施設や保健センターの充実に次いで、歩道の設

置など、歩行者に対する安全性が51.3％と、３位に

なっています。まちづくりを進めていく上での市民

が望む具体的施策の中で、交通網や交通施設の項目

では、歩道の整備や街灯の設置など、歩行者への安

全対策が１位となっています。今回は、歩行者の安

全対策を含めた歩道整備について、以下、数点伺い

ます。 

 都市計画道路に指定されています市道島平野元線

の吉見薬局から旧新川石油間は、年次的に整備され

てきましたが、旧新川石油から照島海の駅間は、歩

道の幅員が狭い上、消火栓や標識が歩道上に立って

いるので、車椅子はもとより、お年寄りの手押し車

も歩行に支障があり、いつ事故があってもおかしく

ない状況です。さらには、道路拡幅を見込んで建て

られた新築住宅は、道路から控えて建ててあります。

しかしながら一向に整備がなされておらず、近隣の

皆さん方からの苦情は非常に多くなっていますが、

当局とされては、この現状をどのように認識し、整

備の計画はどのようになっているのか、明確な見解

を伺うものです。 

○市長（田畑誠一君） 市道島平野元線の整備につ

いてであります。旧新川石油から照島海の駅の区間

の約350メートルにつきましては、幅員11メートル

の都市計画決定がされた路線であります。この路線

整備については、沿線に家屋が多く張りつき、拡幅

が困難なことから、都市計画事業以外での道路整備

手法が求められております。現状幅員の８メートル、

車道が６メートル、歩道が２メートルのまま、整備

計画を考えますと、歩車道部分の段差をなくし、白

線による区分をする方法も考えられますが、今現在、

いちき串木野警察署のほうで検討が進められており

ます。ゾーン30の設定、すなわち最高速度を30キロ

に設定する区間を定め、弱者の安全を確保する計画

があるとお聞きしておりますので、今後、地域の皆

さん、警察、行政が一体となってどのような方法を

とればいいのか、検討してまいりたいと思っており

ます。 

○６番（中里純人君） 都市計画道路39路線のうち、

14路線が20年以上手つかず状態です。旧新川石油か

ら照島海の駅間は、区画整理事業とともに一体的に

建設をすると記載をされていますが、昭和21年から

しますと、もう67年間も未着手の状況です。家が張

りついていて区画整理は難しいというふうな答弁で

ございますが、できないとすれば現状で歩道の改良

ができないのか。今おっしゃいましたように平成23

年よりゾーン30の推進がなされています。ここは市

道ですので、道路管理者の施策として整備できるよ

うです。歩道と住宅が同じ高さですので、歩道をな

くすことはできませんので、道路を歩道と同じ高さ

にして路側帯を拡幅して設置し、中央線を抹消して

整備していただきたいと思います。警察が主体とな

ってやっているようですので、関係機関、協議して

事業を進めていただくようにお願いしたいものです。 

 次に、県道島平酔之尾線の拡幅と歩道設置につい

てですが、これについては、平成18年６月議会で一
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般質問しました。答弁では、幅員が４メートルから

５メートルと非常に狭く、家屋が密集していて困難

であるとのことでした。近年、照島海の駅や海の駅

食堂がオープンして以来、交通量が増加しています。

須賀橋から海の駅間の見通しが悪いカーブでは、路

線バスと離合する車が、歩行者通行帯にはみ出すこ

とも見受けられます。歩行者の安全対策として、金

子病院前の通学道路のようなカラー舗装化はできな

いのか伺います。 

○市長（田畑誠一君） 昨年の春でしたか、全国的

に通学途中の子供たちの列に車が飛び込んでたくさ

んの、何回もそういう痛ましい事件がございました。

そういったことを受けて、全国的に特に通学路のあ

り方について検討をし、改善できるときはしようと、

即広げられないところは、今お述べになられました

とおり今の状況で何かいい方法はないかということ

で、本市も調査をして提案を提出いたしました。そ

の結果として、金子病院から照島小学校の入り口付

近までカラー舗装を実施いたしました。私も何回も

通っておりますが、注意の喚起を引くという点で、

非常によかったんじゃないかなと、歩道を歩く人も、

何よりも車を運転する人にとっても、注意を喚起す

るという意味で非常に実効性のあるものだと考えて

おります。 

 したがいまして、昨年に実施しました通学路安全

点検の段階で要望のありました区間を、今年度の初

めに、県のほうで、さっき申し上げましたとおり施

工していただいたけでありますが、今回、要望のあ

りました区間につきましても、施工した結果が非常

によろしいですので、強く県に対して要望してまい

りたいと考えております。 

○６番（中里純人君） 県に要望するとのことです

が、一日も早く整備を願うものです。今回は、島平

地域に特化して伺いましたが、昨年の大原地区での

市民と語る会では、御婦人より、歩道が傷んでいて

ハイヒールで歩けないとの御意見もありました。先

ほど、アンケート結果で述べましたとおり、市民の

皆様は歩道整備についての要望が非常に多いもので

す。計画的な整備が望まれます。 

 以上で、全ての質問を終わります。 

○議長（下迫田良信君） 次に、竹之内勉議員の発

言を許します。 

   ［12番竹之内 勉君登壇］ 

○12番（竹之内 勉君） おはようございます。 

 私は、さきに通告いたしました件について質問を

してまいります。 

 まず、串木野高校の生徒増対策についてでござい

ます。これまで、串木野高校の生徒増対策は県の高

校統廃合計画に呼応する形で、協議会等の取り組み

などで定員を超す年もございました。しかし、ここ

数年、定員割れで今年は倍率0.71倍と、県の平均

1.02倍を大きく下回りました。今年の議会の市民と

語る会でも、入学式に行って非常に寂しかった、何

とかならないのかとの発言もございました。地元自

治体としてできることも限られておるかもしれませ

んが、この志願者の低迷の要因をどのように捉えて

いるか、まず、市長の所見をお伺いいたします。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 竹之内勉議員の御質問にお

答えいたします。 

 まず、出願者低迷の要因についてであります。近

年の串木野高校への出願者は、年々減少傾向にあり

ます。これは、生徒数の減少に加え、平成23年度か

ら鹿児島学区と日置学区が統合され、鹿児島学区と

なり、通学区域が広がったことで、市外普通科高校

へ進学する者が増えたこと、また、商業、工業、情

報処理など、専門学科を有する高校への進学が増え

たこと、これは時代の背景があると思いますが、さ

らに、特待制度を有した私立高校への進学が増えた

ことといったような進学の選択肢が広がってきてい

る、すなわち、生徒や保護者の進路希望が多様化し

ていることがその要因ではなかろうかと思います。 

 そういう状況の中で、県教育委員会としては、来

年５月、通学区域に関する規則を一部改正し、平成

26年度から当該年度の募集定員が120人を超えない

地方の普通科の小規模高等学校等には、学区外から

も志願できるようにいたしました。それには、串木

野高等学校も対象となっていることから、今後、生

徒増につながるのでは、つなげていけないと、また、

期待を込めているところであります。 
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○12番（竹之内 勉君） 学区外が新年度から串木

野高校も対象になる、そういう変更があると。学区

外志願ということで、本市でいうと小規模校の特認

校制度のようなものですね。これは、教育長の手腕

を大いに期待したいと思います。特認校制度という

捉え方ですね。小学校も高校も一緒だろうと思いま

す。 

 この学区でありますけれども、鹿児島学区になっ

てもう３年になりますかね。今回の平成25年度の試

験でも、普通高校の倍率、最終調整前の倍率ですが、

これが鹿児島学区で見たときに、一番高いところで

1.7倍、それを見て各志願者の人たちも最終調整に

入るわけでありますけれども、こんなに同じ普通科

でも希望するところが差があると。そこは何なのか

ということになっていくんでしょうけれども、学区

内で普通科のある学校は12校ございます。そのうち、

定員割れは２校なんですが、定員を超えた10の学校、

この10校の定員オーバーの人数を積もっていくと、

10校で660人を超える人たちが定員オーバーという

ことで、それぞれの志願の高校からこぼれていく状

況があるんですが、今度は、これの二次募集の状況

を見たときに、その二次募集をする学校へはほとん

ど行っていない状況が見られます。ということは、

先ほど市長の答弁にもありました特待の制度、私学

のほうへ大半の方が流れていっているというのも、

また一つ、これが元凶なのかなというのを推測され

るわけです。これらのいわゆる普通科希望の生徒さ

んたちが、普通科ですから、当然、上の大学を目指

していくわけですから、自分が入った高校から大学

への道が見えないことには普通科を希望する子供た

ちはその学校を選ばないということになっていこう

かと思います。ですから、普通科である串木野高校

からも大学へ進もうと思わせるような実績もですが、

ＰＲも当然、仕掛けをしていかなければいけないん

だろうと思います。串木野高校を選んでもらわない

といけないわけで、そういうことを考えたときに、

市として、それじゃあどのような取り組みをしてい

けばいいのかというところを市長のお考えを聞かせ

ていただきたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 対策の目標といったら、一

言で言ったら、私は、魅力ある高等学校であること

に尽きると思います。それは、言葉を言いかえます

と、今、竹之内議員がおっしゃったように、普通高

校ですから、大学進学への道筋というのはしっかり

確立できるという。もう極端に言ったら、もうその

一言に私は尽きると思うんですが、それでは、市か

らはそのためにどうするかということでありますけ

れども、まず一つ目には、串木野高等学校振興対策

協議会の機能をもっと強化すべきだと思います。実

は、この協議会は、御案内のとおり、平成16年度に

串木野高等学校の存続と地域振興を実現するために

市、市議会、教育委員会、串木野高等学校同窓会、

ＰＴＡ等の代表で結成をして、市長が会長でありま

す。同協議会は、例えば、同協議会の力において串

木野高校をかつて２クラスに削減されたとき、わず

か１年で３クラスに復元しました。この協議会で運

動をした成果の一つでありますが、また、公的に言

いますと、広い県下全部で言いますと、平成22年12

月に県教育委員会が示した公立高校の振興方針、県

立高校の再編整備方針等に対しまして、同方針は串

木野高等学校存続に大きな問題点があるとして要望

書を提出するなどして、事実上、県の考え方を少し

変えてもらったと。もっと言ったら、あの方針を撤

回と言っていいでしょうかね、そういう高校再編協

議会の成果だと思っております。 

 二つ目には、何といいましても、魅力ある高等学

校を、さっき言いました、つくることであります。

これはやはり、現在の高校では、科の課外授業、部

活動、ボランティア活動など、魅力度アップに向け

て取り組んでおられ、評価もされておりますが、そ

れを支援する形での取り組みが必要と考えます。 

 三つ目には、小中高連携を強化することだと思い

ます。これまでも、高校体験入学、高校による出前

授業の開催、中高連絡会による情報交換など行って

おりますが、さらに強化してまいりたいと思います。 

 四つ目は、広報活動の充実、強化であります。こ

れまでも、串木野高校では独自の学校だよりの発行

や、いきいき串高、これも先ほど言った協議会で提

言をしたことでありますけれども、そのいきいき串

高の発行や中学校での説明会の実施など、積極的な
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広報活動に力を入れておられます。また、串木野高

校が各種行事、イベントなどに参加し、冠岳のリヤ

カー隊とか、足の不自由な方をリヤカーで運ぶ、こ

れは野球部の生徒たちが、そういったことも重ねて

おりますが、このように地域に貢献している姿や様

子を市民の皆さんに訴えるとともに広く市内外に紹

介するため、これ以上に広報紙等で取り上げてまい

りたいと思います。 

 以上、述べましたような取り組みを市民の声を十

分に反映しながら、串木野高等学校振興対策協議会

で具体的に検討してまいります。 

 また、存続のためには普通科以外の学科の設置に

ついても研究すべきじゃないのかなということも考

えているところであります。 

○12番（竹之内 勉君） ただいま答弁いただきま

したが、この串高の振興対策協議会、これは本当に

市長、３クラスが２クラスになったときの状況も私、

記憶をしておりますが、この活動が非常に大きな力

になったと評価をしてございますが、継続してやっ

ぱりしていかんと、今のような状況になることだと、

そのあらわれが現在の志願者低迷の状況であろうか

と思います。 

 普通科以外の学科ということも含めて議論をして

まいりたいと思いますけれども、今回の質問に当た

って、私、串高の現生徒さんにお願いをして、何名

かの方、聞き取りをしてもらったんですが、テーマ

は二つだけ。「あなたが串高を選んだ理由」、それ

と「あなたは串高をどうしたら受験者が増えると思

うか」、この２点で聞いたんですが、まず、串高に

来た理由、手元に10項目ぐらいあるんですが、やっ

ぱり一番多いのが、普通科から大学へ行くためと、

あわせて、無理して上の学校よりも串高で一生懸命

頑張って上位に行っていいポジションで大学に挑み

たいと。これがほとんどだったようです。そしてま

た、おもしろいといいますか、本人がそういう活動

が好きだったのか、ボランティア活動がしたかった

からこの学校を選びましたという回答もいただいて

おります。後で市長にコピーをお渡ししたいと思い

ますけれども、いろんな気持ちで子供たちがこの学

校を選んでいるということであります。 

 そして、子供の視点から、どうしたら受験者が増

えるかということで、まず１番目がホームページの

更新、リニューアルと。中学校３年のころ、やはり

高校受験ということで高校のホームページをずっと

見ていたそうです、この回答してくれた子供さんが

ですね。しかし、更新がなされずに、非常に情報と

して乏しくて学校の様子をつかめなかったと。こう

いうところを改善したらどうかという案。それと、

広報活動の活性化。アピールが足りないんじゃない

ですかと、生徒さんもそういうふうに思っていらっ

しゃいます。それと、３番目に出身中学校に、私た

ち今、串高で頑張っていますというようなことの情

報のバックするようなことをやったらどうかと。現

在、串高の卒業生の方が進路先、進学先で今頑張っ

てますというようなのが串高の掲示板に出されるん

だそうです。それに非常に在校生のみんな、興味を

持って見ていると。これも振り返ると出身中学校に

もそういうことをやってもいいんじゃないですかと

いう視点です。次が、４番目に、検定がとれるよう

にする。魅力の一つとして、そういう試験、目指し

ている部分もあるよというのもつくったらどうか。

それとボランティア活動、これをもっともっと進化

させて、ボランティアなのに自主的ということが尊

重されないといけないんだが、年に１回ぐらいボラ

ンティアの行事というのもつくってもいいんじゃな

いかと。いわゆる特色のあるイベントをやっていっ

たらどうかということです。それと、先ほど市長が

言われました部活動の活性化。あと、その他の意見

ということで、本当は商業関係の高等学校へ行きた

かったんだけれども、事情があって串高に来たと。

しかし、串高に入ってみたら商業コースもあったと。

選択コースがあるんですね、串高は、商業コースと

いうのが２年、３年に。それを知らなかったと。そ

ういう志願者もたくさんいるんじゃないかというこ

とで、これもまたＰＲにつながろうかと思うんです

が、串高でも簿記とかワープロ検定をとれますよと

いうことをＰＲしたらどうかということです。あと、

この学科のことですけれども、やはりほかの学校に

ない、これは高校生が書いてるんですよ、韓国語だ

とか中国語、あるいは社会常識、マナー講座等々、
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そういう学科がみんな興味を引くんじゃないでしょ

うかというような、限られた人数の聞き取りですけ

れども、それでも、こんなたくさん出てきました。

学科にしましても、これはできるかできないかもあ

るんでしょうけれども、外国語であれば、韓国語か

中国語、あるいは、今現在、選択コースで商業コー

スというのがあるということですから、商業科とい

うのも、これは具体的にできるんじゃないかなとい

う、現在あるものを科に持っていくということから

すると、可能性があるんじゃないかなというように

思ったりもいたします。いろんなことが考えられる

んですが、そういう小規模校ですので、そういう小

規模校の特色といいますか、そのような学科の設置

等々も含めて、他市にもいろいろと制度がやってい

るところがあろうかと思うんですけれども、市とし

て実際に、具体的にどうやってこの支援策などを考

えておられるか、そこを最後にお聞きしたいと思い

ます。 

○市長（田畑誠一君） これは、もう県全体ですけ

ど、どんどんどんどん少子化が進んでいく中で、鹿

児島県、この教育委員会とされても、公立と私立の

あり方ということを非常に苦慮しておられると思い

ます。かつて、第一次ベビーブームとか、そういう

時代には、本来ならば県の責任で校舎もつくって学

校も増やしてということが基本なんでしょうけど、

そういった時代に１クラス70人ぐらいにして、十何

クラスを受け持ったりした私立高校が、そういった

危機は救ったと私は思っております。そういうこと

は、やはり昔、これまでの貢献度というのも考慮し

ながら県教委も公立と私立の人数の割り振り方、苦

慮しておられると思っております。 

 私は、高校再編、ちょうど昨日、テレビで県に要

望を上げるのをテレビで放映しておりましたけれど

も、私も実は副会長という立場ですのでいつも行く

んですが、昨日はこういうことで行かなかったんで

すけれども、私がいつも訴えておることは、高等学

校の存在というのはまちの元気だということを私は

いつも訴えております。もちろん、高校時代に社会

人としての備え、それは学問的なことであり、また、

道徳的なことであり、お互い友情を育むことであり、

また、スポーツで心も体も鍛えることであり、いろ

んなことを青春の真っただ中、躍動する大事な情熱

の期間だと思います。だから、誤解されちゃいけま

せんけれども、そういった意味で幅広い教育ですけ

れども、人間形成のための教育を、一言で言います

と語弊があるかもしれませんが、要するに、単に教

育だけではなくてまちに元気をもたらす、まちの未

来の笑顔なんだと。だから、それぞれの学校にそれ

ぞれの地域に高等学校をやっぱり置くべきだと。存

在があるべきだということを、私は高校再編で機会

あるごとに訴えをしております。そのために、子供

が減ってきたら、全体の最大のクラスをもっと減ら

して、現在、８クラスですけれども、もっと減らす

なりして割り振ったら、当面、各地方も存続もでき

るんじゃないかと。地方から元気を奪わないでくだ

さいよ、未来の希望の光を失わないようにしてくだ

さいよということを私はいつも訴えております。そ

ういうことで、串木野高等学校、市来農芸高校もそ

うでありますが、県立として存続させるべきだと思

っております。 

 また、串木野高校につきましては、御案内のとお

り、今の議員さん方でも、たしか６名、ＯＢの方が

おいでだと思います。６月２日には関東串木野高等

学校会が開催をされました。毎年、私も行っており

ますが、議会を代表して議長も行かれました。80名

ほど集まって、大変熱気にあふれて、校長先生も行

かれて、また、同窓会会長も行かれて、存続につい

てを熱っぽく、それぞれ具体的に話をしておられま

したし、ＯＢの方々が誇りにしておられる。こない

だのときにも串木野高等学校から東京大学へ進まれ

て、日比谷高等学校の校長をなさいました久野先生

もお越しになっておられました。みんな、話が主管

の間で出ることは、高校の存続をぜひお願いしたい

と。私たちは串木野高等学校を誇りにしてるんだと、

実際、そのとおりですが、そういうことでございま

した。したがいまして、それこそ名門串木野高等学

校を何としても、このいちき串木野の将来のために、

未来のために、元気のためにやはり存続を議会の皆

さんと一緒になってしていかなければならないと思

っております。 
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 そこで、今、竹之内議員のほうから在校生に聞か

れてのアンケートを聞いて、本当に感銘を受けまし

た。子供たちは真剣に取り組んで、この学校に希望

を持って、期待を寄せて入っているんだなあと。あ

るいはまた、商業科があるとか、もっとボランティ

アをしたいとか、本当にきめ細かい配慮をしながら

頑張っているんだなということを学ばせていただき

ました。したがいまして、何としても高校の存続と

いうことを何回も申し上げますが、皆さんとともに

考えていきたいというふうに思います。 

 それでは、入りやすい、一言で言ったら財政的と

いいますか、そういった支援だと思いますが、自治

体においては、例えば、市外からの通学生を想定し

て、通学費の援助とか、それから、資格検定試験の

受験の補助とか、あるいは、広報活動費に対して補

助をするとか、各自治体、それぞれで工夫を凝らし

ております。例えば、学校イメージアップのために

部活動の活性化に資するための補助金を交付すると

か、それから、小中高連携教育研究会を設立して活

動しているとか、通学費の補助はもちろんでありま

すが、それから、魅力ある高校づくり補助金交付と

いうことで、１校当たり100万円補助している市も

ございます。あるいは、遠方から送迎する保護者に

対してガソリン代を補助しているとか、それから、

もちろん、通学距離に応じた通学費の補助とか、い

ろいろ高校存続のために、まちの元気を失わないた

めに各自治体が工夫を凝らしております。こういっ

たことを参考にさせていただきながら、何かできな

いものか、高校存続のための努力をしてまいりたい

というふうに考えております。 

○12番（竹之内 勉君） 市長も、私、資料をいた

だきましたけれども、「どうする高校再編」、市長

もここの副会長さんということで、存続について非

常に努力されていることもよく承知をしてございま

す。また、ただいま御意見ありましたように、要は、

学校が魅力ある学校になっていかんといかんという、

この１点でしょうから、それに対しての行政として

できることを学校長はじめ、協議会の中でも御協議

いただきたいと思います。 

 さっきも言いましたけれども、やっぱりずっと継

続してこういう活動をしていくと。ついつい力を抜

いてしまうと、もう、すぐ積み上げたものが崩れて

いくというふうな状況もあるようでございますので、

継続した活動支援をお願いしたいと思います。それ

がまた実績になっていくと思いますので、継続は力

なりではございませんけれども、そういう形でのこ

れからの取り組みを期待をしたいと思います。それ

では、次の質問に移りたい思います。 

 次は、外国航路勤務の日本人船員の住民税軽減措

置ということで、これについてでございます。 

 平たく言いますと、我がまちで言いますと、いわ

ゆるマグロ漁船員の住民税の軽減はできませんかと

いうことであります。保有船籍数日本一を誇る我が

まちのマグロ漁業は、まさに日本のマグロ食文化を

支えるという重要な役割を、また先導的立場で担っ

ております。ですが、片方で勤務形態が、長期間海

外、船上で過ごすという非常に特殊な環境にありま

す。日本に居住していない期間が非常に長期にわた

ります。そうしたことから、地方自治体による地域

の住民サービスの受益というのが、制約をされてい

るのが現状であります。 

 本市でも、過去、昭和60年代後半だったと思いま

すけれども、国内でも船員に対して住民税の減税、

あるいは払い戻し等の実施や検討がされた時期がご

ざいました。そういう中で、内かん、いわゆる自治

省の課長通達というのが出て、その中身というのは、

市長、御存じとは思いますけれども、いわゆる単に

１年以上海外に出漁していることのみをもって個人

住民税を非課税としたり、また、一たん納付された

住民税を還付したりすることのないようよろしく御

指導くださるようお願いいたしますという内容の課

長通達が出たわけですね。それから二十数年来、そ

れまで実施していた自治体もこの減免制度は、もう

今、日本全国廃止をしているのが現状であります。

しかしながら、一昨年、この内かんの課長通達が無

効であるよということが確認をされたところであり

ます。また、市町村による自主的な減免の取り組み

を期待すると時の国交大臣も答弁をされております。

本市のマグロ漁業を推進する中で、乗組員の確保、

育成の観点からも、市長、よく御存じだと思います。
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もう非常に今、乗組員が不足している状況もござい

ます。そういう観点からも、減税の導入を行ったら

どうかと思いますが、市長の所見を伺うところであ

ります。 

○市長（田畑誠一君） 遠洋へ出る外国航路のマグ

ロ船、これはもう、長い方は１年半から２年近く帰

らないという、大変な苦労があられると思いますし、

出られた方も御苦労だし、留守を守っておられる方

も家族を含めて大変であられると思っております。

この船員の外国航路の遠洋マグロ船を含めての住民

税の軽減措置でありますけれども、船員への税制に

係る優遇措置というのは、やはり第一義的には、私

は国のほうで検討すべきことだと考えております。 

 本市独自の減免制度の導入は、個人市民税の持つ

地域社会の会費という基本的性格や、他の職種の方

との公平性などを考慮すると、現状では難しいと考

えますが、他の都市でも同様の提案がなされている

状況もありますので、引き続き、国や他都市との動

向等を注視しながら、冒頭に申し上げましたような

ことを考え合わせて前向きに検討してまいりたいと

考えております。 

○12番（竹之内 勉君） 前向きに検討してみたい

ということで、今、住民税の、国が本来ならばとい

う御答弁もございましたけれども、住民税を納めて

いる乗組員にとりましては、住民税の意味もよくわ

かります、社会の会費ということの意味も。しかし、

先ほども言いましたけれども、そういう義務、会費

はもうちゃんと納めているんだけれども、その義務

があって、権利があります。受益という権利を行使

できないのが実際なんですよね、サービスを受けら

れないと。あわせて、ほかの職種との整合性という

こともよくわかりますけれども、家族と離れて、ふ

るさとを離れて１年も１年半も、長い人は２年です

よ、航海。ほかにそんな職種ないですよね。ですか

ら、大臣も地方自治首長の判断でやっていいですよ

と、ぜひ取り組んでくださいよという答弁が出たも

のだと思っております。今、こういう業界のほうで、

全国150を超える自治体に要望を上げておるという

ような話も聞いております。昨日、原口議員の燃油

対策のお話じゃありませんけれども、やはり、全国

大会で市長が地元の遠洋、沿岸、そういうことを旨

に置いての全国大会での提言、提案だったろうと思

っております。そういう形で船主の方へもこういう

形で応援する、配慮する。今度は、船員個人に対し

ても応援、配慮する、全国一の保有船籍を誇るいち

き串木野市であったらいいなという思いが非常にし

ております。これはもう首長判断ですので、今回は

前向きな検討をするという御答弁をいただきました

ので、ぜひ、そういうことも勘案して住民税、計算

式がありますけれども、パーセンテージの市の部分

をやるのか、均等割の市の部分をいじるのか、いろ

いろな手法はあろうかと思いますけれども、行政も

そこまでやるよという姿を、ぜひ見せていただきた

いと思います。実施の方向になることを期待して、

全ての質問を終わります。 

○議長（下迫田良信君） 次に、東育代議員の発言

を許します。 

   ［９番東 育代君登壇］ 

○９番（東 育代君） こんにちは。私は、さきに

通告いたしました２件のことについて質問し、市長

の見解をお聞きいたします。 

 １番目に、子育て基本条例制定に向けた取り組み

についての質問でございます。平成21年１月30日、

厚生労働省の人口動態特殊報告市町村別合計特殊出

生率が示されましたが、全国平均で1.39、県の平均

は1.62、鹿児島市は1.29、いちき串木野市、1.40と

あります。県内市町村の中では、本市はワースト２

位、43市町村中では42位と、衝撃的な位置づけでご

ざいます。鹿児島県の市町村高齢化率では、県平均

が26.5、鹿児島市21.2、いちき串木野市29.1となっ

ております。高齢者が増えるのが問題ではなくて、

少子化が問題であると言われております。本市の場

合、まさしく危機的状況にあります。出生率は、国

の平均にほぼ近い状態ですが、今、我が国の人口減

少問題がよく言われます。今後、50年で労働力は３

分の１が消失すると言われております。いちき串木

野市でも年間300人程度が減少しております。10年

後、3,000人、100年後、３万人減少となると、本市

の存続は大変深刻な問題であります。どこの自治体

でも、子供は未来からの預かりもの、子供が心身と
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もに健やかに成長できる家庭づくり、子供を見守り、

子育てを支え合うことができる地域づくり、安心し

て子供を産み育てることができる社会づくりと基本

目標は掲げて、安心して子育てができる環境の整備

など、人口減少対策とあわせて少子化対策に積極的

に取り組んでいます。子育て環境の整備によって、

人が集まり、そこに人が居を構えていくことにつな

がるのではないかと思っております。人が集まると、

商業施設等も必要となり、雇用が生まれ、経済が動

きます。子供は社会の希望、未来をつくる力であり、

安心して子供を育てることのできる社会の実現は、

社会全体で取り組まなければならない最重要課題の

一つである、核家族化、地域の人間関係の希薄化、

情報化など、近年の子育てをめぐる環境の現状を踏

まえると、家庭、学校、地域、事業所など、社会全

体で子育てを支えるとともにそれぞれの立場で子供

の将来の自立に向けて積極的に子育て、人づくりに

かかわっていくことが求められている。社会全体に

よる協働の子育て、人づくりを進め、自立する子供

の育成を目指して条例を制定すると、姶良市は、子

育て基本条例が県内で初めて制定されました。子育

てにかかわる学校、家庭、地域、事業所、市の役割

と責任を明確にしたようでございます。条例が後押

ししてくれることで、取り組みしやすくなったと、

担当者のお話をお聞きしてまいりました。今、姶良

市では、若者や子供たちが増え続けています。住宅

建設が進み、新しい団地が生まれているようです。

商業施設や企業も次々とできております。新しい雇

用が発生し、定住人口が増えている状況のようでご

ざいます。既存の小学校で対応し切れなくなり、新

しい小学校の建設も進んでいると伺いました。そこ

で、子供の健全育成にかかわる本市の取り組みと現

状についてお聞きします。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 東育代議員の御質問にお答

えいたします。 

 本市の将来を担う青少年が心身ともに健康で人間

性豊かに成長してくれることは、市民共通の願いで

あります。そのため、本市は、第一次総合計画を策

定、その中の子供の健全育成に関しては、次世代育

成支援行動計画及び教育振興基本計画を策定し、さ

まざまな取り組みを推進しております。次世代育成

支援行動計画においては、子育て相談員による相談、

支援活動の充実や子育てサークル活動への支援、未

来の宝子育て支援金など、各種助成制度の実施、保

育所等の施設の整備などを行い、核家族化や夫婦共

働き世帯の増加など、家族形態の変化に対応した子

育て支援体制の充実を図っております。 

 また、教育振興基本計画においては、知育、徳育、

体育を調和的に推進する学力アップ、思いやりアッ

プ、体力、気力アップのいちき串木野市教育スリー

アップ作戦を展開し、心豊かでたくましい児童生徒

の育成を目指しております。この次世代育成支援行

動計画及び教育振興基本計画の推進につきましては、

学校や家庭、地域や企業、関係機関などと連携を図

りながら、地域社会全体で推進していくことが必要

であります。今後も子育て支援や青少年の健全育成

に係る各種協議会においては、お互いに連携を図り

ながら、協議内容や課題、実践事項などを共有し、

社会全体で推進していくように努めていきたいと考

えております。 

○９番（東 育代君） 今、現状について御答弁を

いただきました。第一次総合計画の中で、子供の健

全育成に関しては、次世代育成行動計画の取り組み

や教育基本計画に基づいて、学校や家庭、地域や企

業などと連携を図りながら、地域社会全体で推進し

ていくとの答弁をいただきました。また、さまざま

な事業や支援については、各担当課と連携を深めな

がらの協議がなされているということでございます

が、庁内において、各担当課との進捗状況等につい

ての協議というのは行われているのかお聞きします。 

○教育長（山下卓朗君） 先ほどの市長の答弁にも

ございましたように、子育て支援や青少年の健全育

成につきましては、各種協議会を開催し、現状や課

題等を出し合い、具体的な取り組みを協議していた

だいております。例えば、先般の青少年健全育成市

民会議におきまして、重点目標の一つとして、市民

総ぐるみのあいさつ運動の取り組みが協議され、具

体的な実践事項が決議されたところであります。こ
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の実践事項につきましては、各中学校区の教育振興

協議会と連携を図りながら、地域の実態に応じて推

進してまいります。さらに、その実践化に向けて、

関係課を中心に、庁舎全体でも課題等を共有しなが

ら取り組むこととしております。 

 以上です。 

○９番（東 育代君） 今、答弁をいただきました

が、社会全体で協働して子育てが基本であるという

ことでございます。 

 ちょっと次の項目まで入っていきますが、家庭の

教育力の低下や地域社会の連帯感の希薄化などが指

摘されております。子供の健全育成について、社会

全体での取り組みということでうたわれているわけ

ですが、学校、家庭、地域、事業所と、市とのかか

わりについて、本市の現状について再度伺います。 

○市長（田畑誠一君） 子供たちを取り巻く環境は、

核家族化、少子高齢化などによって地域社会の連帯

感の希薄化や家庭の教育力の低下など、複雑、多様

化しており、子供の健全育成については、社会全体

で取り組む必要があります。本市では、子供たちの

健全育成に向け、市長を会長に、家庭、学校、地域、

各種団体などの代表者で組織する青少年健全育成市

民会議を設置しております。その中で、家庭、学校、

地域、行政の役割を認識し、その責任を果たすため、

協議を行い、実践化を図っているところであります。

先般、実施しましたこの市民会議で、学校、家庭、

地域、企業などによる、「大人が変われば子供も変

わる」みんながアドバイザー運動や市民総ぐるみの

あいさつ運動など、四つの重点項目が決議をされた

ところであります。また、本市は、平成20年度から

家庭教育支援事業や学校支援事業を実施し、学校、

家庭、地域、さらに事業所との連携を図り、社会全

体で子育てを支援する体制づくりに努めているとこ

ろであります。 

○９番（東 育代君） 今、御答弁をいただきまし

た。青少年健全育成市民会議の中で、学校、家庭、

地域、企業の役割を認識して実践化を図っていきた

いと。さらに、現在、取り組まれております家庭教

育支援事業や、学校支援事業等で、子育て支援体制

づくりに努めているという答弁をいただきましたが、

そのような中で出てくる課題について、いかがでし

ょうか、お聞きします。 

○教育長（山下卓朗君） 青少年育成市民会議にお

きましては、家庭や地域、学校などにおける共通実

践事項を掲げて推進をしておりますが、各家庭や地

域での主体的な実践が十分に行われているとは言え

ないのが現状であります。 

 また、家庭教育支援事業におきましては、子育て

の悩みを持つ保護者や、留守家庭の保護者等への相

談体制の充実がやはり課題であります。 

 さらに、学校支援事業におきましては、学校や家

庭、地域が学校支援の目的や必要性を十分に理解し、

さらに積極的に活用していただくことが課題である

と、このように考えております。 

○９番（東 育代君） ただいま答弁をいただきま

した。主体的な実践が行われていないとか、それか

ら、積極的な活動が課題であるというような課題が

提示をされたわけですが、この青少年健全育成市民

会議、あるいは家庭教育支援事業、学校支援事業の

課題解決に向けた取り組みについてどのようにお考

えかお伺いします。 

○教育長（山下卓朗君） 市民会議は、先ほど申し

ました各事業の目的を達成するためには、やはり地

域ぐるみで推進をしていくことが必要であると思い

ます。 

 そのために各中学校区ごとに組織された地域教育

振興協議会や各地区のまちづくり協議会等との連携

を十分に図りながら、地域全体で子育て支援や青少

年健全育成を推進してまいりたいと思います。さら

に、それぞれの取り組みや成果につきましては、情

報誌やホームページ、防災無線などの活用により、

これまで以上に広報活動を充実させ、事業の周知を

図っていきたいと思っております。 

○９番（東 育代君） 課題解決に向けて、広報活

動を充実させていきたいという御答弁をいただきま

したが、やはり、それぞれの事業を進める中で、学

校の立場、あるいは保護者の声とか、それから、地

域社会から出されている声、また、事業者からの声

と、立場が違うと意見も違ってくるわけでございま

すが、このような出された意見を精査する機能体制



 
- 74 - 

というのができているのか伺います。 

○教育長（山下卓朗君） 先ほどもちょっと触れま

したけれども、まずは、それぞれの関係課で連携を

深めながら推進をしていくことが大事であると、こ

のように思いますが、それぞれの課内で対応できな

いような課題の場合には、関係課を広げ、市全体、

または、関係団体との検討をしていく会議を持って

いると、このようなことであります。さらに、内容

によりましては、調整会議等を開催するなど、横断

的な連携を図り、協議しているところであります。

現在、定例課長会議や、毎週の課内会議を通して、

庁舎全体で情報の共有化に努めており、関係課との

連携も深まり、職員一人ひとりの意識の向上にもつ

ながっております。今後も、庁舎内の連携を十分に

図り、子育て支援や青少年の健全に取り組んでまい

ります。 

○９番（東 育代君） それぞれの立場の課題等と

いうのが出されると思いますが、やはり、庁舎内で

の連携、それから、今言われました調整会議等々と

言われましたけれども、やはり出された課題につい

ては共通理解の上でさらに臨んでいただきたいと願

っているところでございます。 

 次の質問に移ります。姶良市では、条例制定とい

う後ろ盾があることによって、各種事業などへの参

加要請などの呼びかけがしやすくなったとお聞きし

ました。本市でも、市民総ぐるみでの人づくり、子

育てが必要ではないかと思っております。子育て基

本条例制定について市長の見解をお伺いします。 

○市長（田畑誠一君） 現在、本市は、いちき串木

野市第一次総合計画の後期基本計画を推進しており

ます。本市の将来の都市像、「ひとが輝き 文化の

薫る 世界に拓かれたまち」の実現を目指しており

ます。今後も、この後期基本計画に基づき、子育て

支援に関する施策を計画的に推進していくこととし

ております。子育て基本条例の制定については、市

民の皆さんの御意見をお聞かせいただく機会を持つ

とともに、これまでの本市の取り組みの成果や課題、

また、条例を制定している他の市町の成果等を検証

した上で検討させていただきたいと考えております。 

○９番（東 育代君） 本市の将来都市像、「ひと

が輝き 文化の薫る 世界に拓かれたまち」の実現

を目指して計画的に推進すると御答弁をいただきま

した。また、他市の成果を検証した上で検討をして

いくと答弁をいただきましたが、例えば、毎月第３

土曜日、青少年健全育成の日と設定があります。昨

日も同僚議員が海の日の取り組みについて推進して

ほしい旨の質問があったわけですが、地域行事につ

いても同じようなことが言えると思います。地域の

立場、保護者の立場と意見の一致が困難です。再度

伺います。いかがでしょうか。 

○教育長（山下卓朗君） 先ほども市長答弁にござ

いましたように、条例を制定するということにつき

ましては、今、県下で19市を例にとりますと、はっ

きりと制定しているところは姶良市、それと、今回

の条例で出すのではないかと考えられているのが１

市、それから、これと同じものかどうか知りません

けれども、今後、考えていこうというところが二、

三市あります。それで、本市におきましても、ほか

の市町の成果を検証した上でということであります

が、姶良市の例を紹介しましていうと、議員、既に

御承知と思いますけれども、この条例の中には家庭

はどのような責務があるのか、学校は、企業は、そ

して地域は、それをまとめた形でそのような各機関

団体や円滑に推進していくには市としてどうあれば

いいのかということを抽象的な言葉でまとめている

わけで、その条例ができるまでの審議会ということ

が大きな役割を果たしている、このように思います。

その審議会のメンバーは、委員も御指摘のとおり、

保護者であったり、学校関係者であったり、有識者

であったり、ＰＴＡだったり、それから、公民館、

地域の代表であったり、学識経験者であったりと、

そのような審議会を何回も何回も重ねる中で、実際

に我々の周囲にいる子供たちの課題は何なのか、家

庭、学校の課題は何なのかということを踏まえた審

議会の答申を受けた形でこの条例ができるというこ

とでありますので、その審議会の中身に当たるもの

が、本市では既にできている次世代の問題、それか

ら、教育基本計画の問題とダブってきておりますの

で、市長の先ほどの答弁は、これまでの条例を制定

したところを検討したり、本市が進めている諸施策
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を総括をしながら考えていくという答弁につながっ

てくるんだと、このように私は考えております。 

○９番（東 育代君） 条例の制定が全てであると

は思っておりませんが、冒頭も申しましたけれども、

合計特殊出生率、いちき串木野市の鹿児島県内の位

置づけで、43ある市町村の中で42番目という位置づ

けでございます。本当に、本市は県の平均にも及ば

ないわけでございます。さらに、５年前の出生率を

比較したときに、鹿児島市が一番出生率が低いんで

すが、５年前、1.37から1.29、0.08ポイントの減、

それから、本市の場合は、1.505から1.40と、0.105

ポイントと、本当に下げ幅というのが非常に大きい

わけなんです。先日の新聞では、平成24年度の全国

平均は、前回よりも若干上向きと。県の平均も、前

回は1.62であったが、1.64と若干上昇とありました

が、県の平均に達していない本市の現状が急速に増

加に転じるとは思っておりません。高齢化率を見て

みましても、直近では30％を超えたとお聞きしてい

るところでございます。このような状況を見てみま

すと、本市の展望というのに非常に危機感を感じる

わけですが、この減少率等々を含めた中で、再度、

市長の見解をお聞きしたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） これはもう、国を挙げてで

ありますけれども、私は、現在の一番の課題は少子

化対策、人口減にあると思っております。そういっ

た意味で、本市も未来の宝子育て支援金とか、定住

促進のいろんな優遇措置とか、いろんなことをして

一定の成果は上がっておるわけでありますが、今お

述べになりましたとおり、原点となるこの出生率が

非常に低いということは、これは本当に深刻な問題

だなあと思っております。安心できる子育てを社会

全体でやはり支えていくには、先ほど来申し上げて

おりますように、家庭、学校、地域、企業、そして

行政などが連携して、お互い補完をし合いながら推

進していくことが大事であります。本市では、これ

までも子育てしやすい環境をつくるため、先ほど申

し上げましたとおり、さまざまな事業を行い、支援

体制の整備をしているところであります。しかしな

がら、この合計特殊出生率が非常に低いということ

は、大変、この現状は真摯に受けとめなければいけ

ない、今後の本市の最重要課題の一つと言っても決

して過言ではないというふうに考えております。し

たがいまして、姶良市の条例等、私も今、見させて

いただいておりますが、細かく家庭の役割と責任と

か、学校の役割と責任、あるいは地域社会、この役

割と責任、こういった非常にきめ細かい、いろんな

広い視野から条例を制定しておられるようでありま

す。したがいまして、この少子化対策として、特殊

出生率が向上するような対策として、今までやって

いることをしっかり検証しながら条例制定というこ

とも視野に入れながら検討すべきだなというふうに

考えております。 

○９番（東 育代君） 現在、取り組んでいる事業

の成果や課題の検証が必要であるというふうに御答

弁をいただきました。子育て世代の人たちの声を収

集して、さらに本市の現状を掘り下げて検証するこ

とも大切なことではないかと思っているところでご

ざいます。 

 昨日も、同僚議員の人口増は困難と、人口に努め

るべきではないかという質問があったわけなんです

が、これを今朝議員からいただいたんですが、兵庫

県の加西市では、人口増対策課を設置ということで、

このガバナンスの６月号というのを今朝いただいた

んですが、この中にも「自然増減の面では出生者数

の減少が人口減の主な要因と、10年の合計特殊出生

率は1.23名、県内41市町村のうち、37番目の低さで

あることから、将来にはさらなる出生者の減少が懸

念される。子供を産み育てやすい施策の充実が緊急

に求められている」ということで、人口増対策課と

いうのを設けたという資料をいただいたんですけれ

ども、やはり、人口減少対策についての庁内でのプ

ロジェクトチーム等を設置していただくことも必要

ではないかと思っております。 

 定住促進対策や子育て支援金、あるいは企業誘致

等々、各課で全庁的に取り組みを進められていると

いうことですが、やはり、そこには、この事業に対

する後ろ盾になるものが条例制定であることを願っ

ての質問を重ねているところでございます。子育て

基本条例の制定が人口減少対策の一助になることを

願っているところでございます。 
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 答弁があればお聞きして、次の質問に行きます。 

○市長（田畑誠一君） 本市は、平成22年度に次世

代育成支援後期計画を策定しました。これまで、関

係課を中心に各課及び関係機関などと連携をし、市

全体で各世代ごとの施策を計画的に、継続的に推進

をしております。今後も庁内での連絡会や調整会議

など、横断的な連携を図りながら施策の効率的な推

進に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（下迫田良信君） 東育代議員質問の途中で

すが、ここで、昼食のため休憩をいたします。 

             休憩 午前11時53分 

             ───────── 

             再開 午後１時09分 

○議長（下迫田良信君） 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 引き続き、東育代議員、質問を行ってください。 

○９番（東 育代君） ２番目の質問に移ります。 

 男女共同参画社会の取り組みについて伺います。 

 一人ひとりの多様な生き方を尊重し、全ての人が

職場、地域、家庭などあらゆる場面で活躍できる社

会の実現を目指して、平成19年度にいちき串木野市

男女共同参画基本計画が策定されました。性別によ

る固定的な役割分担意識や根強い慣習等をなくし、

女性も男性も個人として尊重され、その能力を十分

に発揮し、積極的に社会参加できる社会の構築を目

指して、基本計画に沿った取り組みがなされてきた

ものと思っております。平成25年３月には、さらに

この取り組みを推進するために、新たな計画期間を

平成25年度から29年度までの５年間としての期間が

設定されたことに大変な期待を持っております。そ

こで、平成19年度にいちき串木野市男女共同参画基

本計画を策定されましたが、男女共同参画の視点を

導入した本市の取り組みと現状について伺います。 

○市長（田畑誠一君） 男女共同参画の視点を導入

した本市の取り組みの現状についてお尋ねでありま

す。 

 本市では、男女は互いにその人権を尊重しつつ、

責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性

と能力を十分に発揮することができる男女共同参画

社会の実現を目指すことを基本理念に掲げまして、

平成19年度にいちき串木野市男女共同参画基本計画

を策定いたしました。その具体的な取り組みとして

は、男女共同参画社会を理解していただく市民向け

の講座の開催、女性に対する暴力をなくす運動、期

間には、市内３カ所にパープルリボンを設置するな

ど、啓発活動に努めました。また、男女共同参画の

視点に立った学校教育の推進として、市内の小中学

校に男女共同参画の出前講座等を実施してまいりま

した。 

 なお、平成24年５月に男女共同参画社会に対する

住民意識も調査をしたところであります。その調査

結果を見ますと、男女の地位の平等感の項目の家庭

生活では、「非常に平等になっている」、「かなり

平等になっている」が、平成19年度では36.7％、５

年後の24年度では42％と、5.3ポイント増となって

おり、改善が見られるようでありますが、いまだに

職場や集落、公民館などの地域社会では、不平等感

が強く見られる現状にもあるようであります。 

○９番（東 育代君） ただいま答弁をいただきま

したが、まず初めに、市民向けの講座の開催やパー

プルリボンを設置しての啓発、また、小中学校での

児童生徒に対しての出前講座等を実施されたようで

すが、講座に参加された方々の意識の調査やその成

果についてどのように評価されているのか伺うもの

です。 

○市長（田畑誠一君） 市民向けの講座に参加され

た方々からですけれども、男女共同参画を学ぶこと

で、人が幸せに生きるために互いを支え合うこと、

認め合うことの大切さなど、いろいろな気づく点が

ありましたなどの感想もいただいております。パー

プルリボンの設置は、いちき串木野市国際ソロプチ

ミストとの共同で行い、ＤＶ防止の啓発につながっ

ていると考えております。また、小中学校での講座

は、人権やデートＤＶ防止などをテーマとし、平成

23年度からスタートしております。毎年、10校程度

で実施しておりますが、継続的な開催を希望する学

校もあり、高い評価をいただいているものと考えて

おります。 

○９番（東 育代君） 参加された方々の声の中で

は、やはり男女共同参画社会に対する気づきがあっ
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たということで、やはり、この気づきがあったとい

うことが最初の始まりであると思っております。 

 答弁の中で、住民意識調査の結果によると、家庭

生活における男女の地位の平等感の改善は見られた

ということでございますが、職場や集落、地域、社

会による不平等感については、どのように認識され

るのか伺うものです。 

○市長（田畑誠一君） 住民の意識調査から見ます

と、今言われましたとおり、社会や職場でどうなの

かというお話でありますが、最近では、夫婦どちら

も仕事をしておいでの比率が年々高まっておる状況

であります。これと歩調を合わせて、家庭での男女

共同参画への意識の改善は高まったものと思ってお

ります。しかしながら、今御指摘ありましたとおり、

職場や地域社会での意識改善がいま一つ十分ではな

いということで、今後、やはり職場や地域社会への

浸透に重点を置いた取り組みを行う必要があるので

はと考えております。 

○９番（東 育代君） 今、御答弁いただきました

が、やはり、家庭生活では、お互いにお仕事を持ち

ながら支え合ってというところでは、意識も高まっ

てきたということでございます。職場や地域社会へ

の浸透に重点を置いた取り組みということでござい

ますが、やはり、ここのところが一番大切なことで

はないかと思っておりますので、ぜひ期待をしたい

と思います。 

 住民意識調査の結果を受けて、平成25年から29年

度までの５年間の計画策定は、市民と一体となって

の取り組みが望まれます。家庭生活の中の平等意識

の改善に対して、職場や集落、公民館などの地域社

会での不平等感が強いとの結果があったとの答弁が

ありました。今、市が進めている新たなコミュニテ

ィづくりの推進に伴い、市内の全地区でまちづくり

協議会を設置されましたが、既存の組織や団体では、

活動や存続が危ぶまれているところも出てきており

ます。住民意識調査で示されたように本市における

集落、公民館などの地域社会での不平等感が根強い

結果だと思っております。男女共同参画の視点を導

入した取り組みが急務ではないかと思っております。

そこで、市民の意識を高めるための取り組みについ

て伺います。 

○市長（田畑誠一君） 今、御指摘ございましたと

おり、今後、やはり市民の意識を高めるということ

が最重点課題だと思っております。今回、策定をし

た新基本計画は、住民意識調査の結果や男女共同参

画推進懇話会の意見などを踏まえて、前期と同様の

基本理念のもとに教育、学習の推進、男女の人権の

尊重を旨とした制度、慣行の見直しなど、８項目の

重点項目を設定いたしました。その内容は、男女共

同参画に関する認識を深め、定着させるための広報、

啓発活動の推進や事務所等の職場内の性別による固

定的な役割分担意識の見直しのための講座を改正す

るなどを記載しております。ほぼ前期計画を踏襲し

たものであります。男女共同参画社会への理解は、

少しずつ進展しておりますが、一朝一夕に達成する

のは困難でありますので、粘り強く基本計画に掲げ

た事業の推進を図り、男性と女性が職場で、学校で、

地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮でき

る男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでいか

なければならないと考えております。 

○９番（東 育代君） 前期計画を踏襲したものの

ようですが、住民意識調査や男女共同参画推進懇話

会の意見を踏まえて、男女共同参画の視点を通した

施策を総合的かつ効果的に推進するために、新しく

５カ年の基本計画の策定がなされたようなんですけ

れども、この今までの計画と特に違っているところ

は、どういうところかということについてお伺いし

ます。 

○市長（田畑誠一君） 新しい基本計画も今までの

基本計画と、理念としてはほぼ同様であります。た

だ、24年度までの基本計画では、各部、目ごとに個

別の事業を283掲げておりましたが、新しい基本計

画では、施策を総合的に推進するため、関連する事

業の集約化を図り、99の事業を記載しております。

男女共同参画社会の推進には、認識を深め、定着さ

せることが何より大切ですので、各種講座の開催な

ど、広報活動に努めてまいりたいと考えております。 

○９番（東 育代君） 事業の集約化を図ったとい

うことと、また、認識を深め、定着することが大事

ということで、講座の開催等ということでございま
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した。男女共同参画に関する広報活動の推進や事業

に対して、前向きな取り組みと講座等についての開

催ということの答弁でございましたが、この広報啓

発の推進について、また、講座開催について中長期

的な見通しの中での基本計画策定であろうと思って

おります。教育学習の推進では、広報啓発活動の推

進が重要であることから、これまでの手法にとどま

らない市民的広がりを持った各種施策に取り組みま

すと基本計画の中に明記してありますが、これまで

の手法にとどまらない市民的な広がりを持った施策

の一つとして、市民を対象に講座や、またワークシ

ョップなどを県の事業を入れながら開催できないか

ということについてお伺いします。 

○市長（田畑誠一君） 現在は、市内の小中学生や

保護者、教職員に向けての講座を開催しております

が、今後は、やはり、この普及啓発活動を進めてい

くために、今御提言がありましたが、これまでの取

り組みに加えて、やっぱり市民向けの講座の開催、

それから、学習機会の提供というのが必要だなと感

じております。また、体験型講座であるワークショ

ップは、参加者にとって理解が深まるなど、メリッ

トがある半面、初めての方には参加しづらいデメリ

ットも考えられますので、今後、その辺を検討して

いくべきだと思います。 

○９番（東 育代君） 男女共同参画の意識改革に

ついては、一足飛びに意識の変化が期待できるとは

思ってはいないわけですが、講座を受講して理解を

深めた人が中心になってワークショップの開催がで

きるとすると、市民の意識の輪もまたさらに広がっ

ていくのではないかと期待をしているところでござ

います。また、いろんな事業の年次ごとの成果につ

いて庁内のほかの課との意見のすり合わせや現状の

把握など、協議がなされることが重要であると思っ

ていますが、現状はどうか伺います。 

○市長（田畑誠一君） まず、今御指摘がございま

したとおり、男女共同参画社会の実現に向けては、

一番大事なことは、やはり、お述べになられたよう

に、庁内の連携、そういったものが非常に大事だと

思っております。そういった形をとりながら市全体

で取り組む必要があると思います。このため、全庁

的な組織である男女共同参画推進会議で連絡、調整

をしながら、現状の把握、協議を行っていきたいと

思います。基本計画の進捗状況については、これま

で、毎年の状況を男女共同参画推進会議で協議し、

その後、男女共同参画推進懇話会から御審議、御意

見をいただいております。また、25年度以降につい

ても、これまで同様に全庁体制で取り組んでまいり

たいというふうに考えております。 

○９番（東 育代君） 男女共同参画の視点の導入

について全庁体制で取り組むという答弁に期待をし

たいと思います。 

 まちづくり協議会の設置の折に、代表者の考え方

の格差に一部ではございますが、不調和の中での強

引なやり方に戸惑いを感じたところでございます。

男女共同参画の視点に立ち、男女の人権の尊重を旨

とした社会制度や慣行の見直しを進めることが最重

要課題であると強く思っております。近い将来、男

女共同参画という言葉が存在しなくなるかもしれま

せんが、固定的な役割、性別役割分担意識のはざま

の中で、男性も女性も生きにくい社会であってはな

らないと思っております。市の役割として、市民と

一体となっての取り組みが望まれます。男女共同参

画社会の実現に向けて、年次的に具体的な施策を示

し、目標達成に向けて一つ一つの課題の整理をしな

がら、次のステップに臨むことがより効果的ではな

いでしょうか。 

 全ては、人の心の中にあります。これは、国民総

幸福度に基づいた国づくりを進めているブータン国

王の言葉でございます。国民総幸福度に基づく国づ

くりを進めるブータンということで、自分が自分で

あることに感謝すれば人の心は満たされるのですと、

こう語っていらっしゃいます。自分らしい生き方を

選択できる社会であってほしいと願っての質問でご

ざいました。 

 以上で、一般質問の全てを終わります。 

○議長（下迫田良信君） 次に、宇都耕平議員の発

言を許します。 

   ［15番宇都耕平君登壇］ 

○15番（宇都耕平君） 私は、通告に従い、一般質

問を行います。 
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 大分、眠くなられたと思いますけれども、しっか

り聞いとってください。 

 市長、この質問は、私はもう、今３回目でござい

ます。市来駅周辺整備について３回目の質問を行い

ますというのが、私はやはり旧市来町出身でござい

まして、この駅には思い入れがあり、駅は心のふる

さとと思います。いろいろな歌にも歌われておりま

す。その市来駅周辺の整備事業計画についてＪＲと

の話し合いの進捗状況はどのようになっているのか

伺います。 

 串木野駅周辺整備、そして神村学園前駅周辺整備

同様、本市の三つ目の駅、市来駅整備事業が進めら

れています。いちき串木野市が本腰を入れて周辺整

備に取り組めば、ＪＲにしても、また、国道３号線

から市来駅までの県道についても、県としてもいち

き串木野市が本気で取り組んでいるとなれば、それ

なりの対応をすると思いますが、いちき串木野市の

本気度を示してもらいたいと考えますが、市長の見

解を伺います。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 宇都耕平議員の御質問にお

答えをいたします。 

 市来駅前の整備についてであります。 

 まず、その中で、ＪＲとの協議の状況はどうなの

かというお尋ねであります。市来駅前については、

昨年度、駅前広場の機能を再検討し、計画を策定し

たところであり、関係機関に対しては、検討の過程

において説明、協議を行い、施設の配置や施工につ

いておおむね了承を得ている状況にあります。この

うち、ＪＲ所有地の部分については、現状において

も駅北側の市道と市営駐車場、南側市営駐車場を利

用する際には、県道市来停車場線からＪＲ所有地を

通行している状況であります。ＪＲからは、この市

有地への接続部など、一部について購入の相談を受

けている状況であり、今後、詳細設計を行う中で、

ＪＲの土地利用を含めて、県港湾委員会など関係機

関と協議を引き続き進めてまいりたいと考えており

ます。 

 また、この駅のバリアフリー化につきましては、

市来駅の跨線橋については、昨年度実施した駅前広

場に係るアンケートにおいても高齢者などの考慮を

した駅のバリアフリー化についての御意見もござい

ました。串木野駅へのエレベーター設置は、ＪＲが

国及び市の補助を受けて実施するものでありますが、

国の補助に係る乗降数の基準で、現在のところ、市

来駅は対象になっておらない状況であります。 

 したがいまして、バリアフリー化の実施が、現時

点は困難な状況にあります。ちなみに、申し上げま

すと、１日の乗降客が、以前はたしか5,000人以上

だったのでありますが、最近のこのバリアフリー化

で基準が緩和をされまして、今現在、3,000人以上

だが2,000人をめどにするというふうに緩和をされ

てはきております。ちなみに、今現在、市来駅の利

用の乗降客は900人というのが実情であるようであ

ります。このため、駅舎南側から踏み切り方式とし

て市が配置する駅係員による介助の実施など、安全

対策も含めて本年２月にＪＲ本社へ提案し、要望を

行ったところであります。 

 ＪＲとしては、安全性に係る国との協議が必要な

ことから、実現性を検討し、協議したいということ

でありますので、今後とも強く要望をしてまいりた

いと考えております。 

 さっき申し上げましたとおり、福岡の本社のほう

に出向いて要望に行ってまいりました。 

○15番（宇都耕平君） それなりに事業化されて三

つ目の市来駅が少しでも進んでいくという感じを市

長の答弁でわかりました。まして、本社の福岡のほ

うまで行って。ぜひ、そのバリアフリー化はひとつ、

形としては規模は小さいかもしれませんけれども、

我々のころは駅の線路を越えてちゃんと行きよった

経緯もあるわけです。それは、安全性が一番問われ

ることはわかっておるんですけれども、ぜひ、その

件はまた要望を重ねていってもらい、私が先ほど言

いましたように本気度を示していただければ、それ

なりの人間というのは対応ができると思いますので、

その件はよろしくお願いしたいと思います。 

 続いて、今度は駅前の公民館の件についてでござ

います。 

 その前に、６月11日だったですかね、ここに日置
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市が伊集院駅の反対側を２億2,829万円かけて整備

すると。あそこは、もう都市計画があって、もう商

業地になっておるわけですよね。その中で伊集院高

校あり、いろんな形があって、トンネルの下をくぐ

ってみんな通勤、通学されている状態で、そこに約

２億3,000万円をかけ、それで動くという計画が新

聞に大きく出ました。そこまでは、私も市来駅にや

ってくれというのじゃなくして、できれば、これか

らいろいろと質問する中で、市の力をかりて地元駅

前も前は50戸数あったのが、もう100を超えようと

しております。ましてやそこは、私は２番目の質問

で、私は人口増対策の質問をするんですけれども、

どんどん家も建っておりますので、利便性は非常に

あると思うんですよ。そこで、住民の公民館の方々

もそういう意欲を持っておられますから、ぜひ考え

ていただきたいということで２番目の質問に移りま

す。 

 公民館移設については、駅前公民館とどのような

話をされたのか、政策課が、恐らく前面に出てやっ

ておられると思うんですけれども、駅前自治公民館

の館の移転について、公民館の総意として広場の東

側奥への移転には反対という決議書が提示されたと

思いますが、理由といたしましては、防犯上、また

は館員の高齢化等などが挙げられて、やはり一番手

前にあったほうがいいということは、皆さんの総意

でございます。その後、どのような話し合いがされ

たものか、公民館との話し合いがいつされて、どの

ような結果になったかをお示し願いたい思います。 

○市長（田畑誠一君） 今、宇都耕平議員がおっし

ゃいましたとおり、私も駅はまちの顔だと思ってお

ります。シンボルだ、中心だと思っております。そ

ういった面で、かつて、歌や映画にも駅前交番とか

映画化もされた、そんな記憶がございますが、とに

かく駅はまちのシンボルだと思っておるところであ

ります。その駅前の公民館が人口増、増えていると

いうことは、大変喜ばしいことだと思っております。

したがいまして、その駅前公民館の皆さん方と協議

を重ねているわけでありますが、これまでの状況を

お話しいたしますと、駅前整備には利用者や地域の

視点と御理解が大事であることから、アンケートを

も踏まえながら、地域の方々に参加いただき、委員

会で検討し、１月には周辺の３公民館を対象に、ま

た、３月には地元である駅前公民館で計画の説明を

行いました。今回の計画では、市営駐車場に空きが

あるなど、土地が有効に活用されていない状況を踏

まえて、市やＪＲ所有地内で必要な施設を有効に配

置しながら、円滑な交通スペースを確保することを

目的としております。このため、月極駐車場を北側

に集約するなど、土地を有効に活用することにより、

私有地である南側敷地に新たに広場を設けるととも

に、その広場内に現在市有地に建設されている駅前

公民館の移転スペースを確保したところであります。 

 駅前公民館からは、説明会の後の４月に移転先に

ついて高齢者の方々にとって遠くなることや、防犯

上の懸念があることから、現在の駐輪場付近、ある

いは隣接する民有地の市による購入により、駅前に

近いところで確保すべきであることなどの要望をい

ただきました。 

 市として再度検討を行いましたが、現在の駐輪場

付近への移転は、ロータリーの縮小など、交通に支

障が生じることから困難であり、付属する備品、倉

庫や将来的な増設等を考慮すると、一定のスペース

を確保することが望ましいと考えております。 

 また、今回は市有地内でスペースが確保できるこ

とや、みずから敷地の確保、建設がなされている他

の公民館との均衡を図る観点から、民有地を市にお

いて新たに購入することは困難であるとして説明を

させていただいたところであります。５月には、駅

前公民館の役員会においてこの旨を説明を行うとと

もに、現行の計画では防犯上の懸念があることから、

広場内の駅舎側を提案したところであり、この結果、

広場内を移転先とすることとして御理解をいただい

たところであります。 

 このほかにも、提出された要望書や役員会におい

ては、藤棚の活用や広場の管理などの御意見もいた

だいております。今後の詳細設計、建物移転補償の

算定に当たっては、引き続き、地元への説明に努め、

御理解をいただきながら、市来駅前整備の進捗に努

めてまいりたいと考えております。 

○15番（宇都耕平君） ５月に駅前公民館の役員会
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と話し合いを持たれたと。その役員会というのはど

のようなものであったものか、その役員会側の総意

であるものかですね。ほかの駅前の皆さんのお考え

はどのような形、それを役員というのは代表だと思

われますけれども、内容としてはどのような方々が

役員として名を連ねて市側との話し合いをされたの

か、そこを詳しく、ひとつ説明していただきたいと

思います。 

○政策課長（田中和幸君） ５月18日に駅前公民館

で市来駅に関する整備方針につきまして、説明をさ

せていただきました。役員会のメンバーは、館長さ

ん、副館長さん、私も正確には役職は把握しており

ませんが、男女およそ20名ぐらいの方が来ていらっ

しゃったというふうに、それぞれの部長さんとか副

部長さんとか、そういう形だったんだろうとは思っ

ておりますが、20名ぐらいの方が来ておられたとい

うふうに思っております。その中で、先ほど、市長

の答弁にもございましたけれども、現在の市の計画

で、要望的には、コミュニティスペースの奥側にあ

る公民館を、そこでいいのかとか、いろいろと勾配

の問題がどうだとかいうようなお話もございまして、

市としてはその辺のお話を伺いました。その中で、

新たな土地の取得等についてもお話がございました

が、逆に公民館の方々から、公民館としてもそこま

での投資を考えてない部分もあるし、曳家で移転し

たいというようなことも、私どもがお話をどういう

言ったわけではなくて、中でそのようなお話し合い

もされまして、結果的に駅舎側に近いそこでいいん

じゃないかというような声で、私としては、そこで

全員の方が賛同されたものと思っております。 

 なお、一般の公民館員さんへの御説明ということ

につきましては、私は、済みませんけれども承知し

ておりません。その後の公民館さんの手続だろうと

いうふうに思っております。 

 以上でございます。 

○15番（宇都耕平君） その役員が、男女20名と。

ぴしゃっとした、駅前のそういう設立の形で動いて

いるものか、その中で、今、賛否両論それはあると

思うんですよね、高齢化になり、自分も負担が高く

なるのではないかと、いろいろな意見があると思う

んですけれども、それを市側も総意として、まあ消

極的な意見ですよね、言うたところが。この際、そ

れぞれの皆さんの意見を集約するような話で総会み

たいな形で、お宅も何回でもいいと思います、話し

合いちゅうのは本当に必要だと思います。それで、

相互理解して一番ベターなところを出すというのが

市長もいろんなことに関してもおっしゃるようなこ

とで持っていっていただきたいと思うんですけれど

も、そこらが、アンケートも参考にすると。その委

員会というのを尊重しながら進めていくと。ぜひ、

もう１回話し合いをされて、アンケート等をとって、

この際ですので事業化してもらって、本当に市来の

人たちも喜んでおります。ぜひ、すばらしい市来駅

の周辺ができ上がることを私は願っているものです

から、くどいようですけれども、３回も４回も質問

するわけです。その件は、しっかりとどういう役員

会であったかの形は、市のほうはわかっておられな

いと思うんですよね。今、いろんな話を聞きますと、

いろんな方々が20名ぐらいとおっしゃっていますけ

れども、どういう選別で選ばれたかわかりませんけ

れども、ぴしゃっとしたもう１回の話し合いを持っ

ていただきたいと思います。ぜひ、お願いいたしま

す。 

 それで、私は先ほど、ちょこっと市長のほうから

も出ましたけれども、民有地活用を、私は今回また、

３番目の質問で掲げておるわけです。あそこを、Ｊ

Ｒの土地を少し購入するという市長の話でございま

した。であれば、今、公民館が建っている後ろ側が

民有地ですよね。そこを、人の土地を目の前にして

購入してくださいとか、駅前を購入するというのは

失礼な言い方ですけれども、この際、こういう計画

がありますということであれば、民有地の方も理解

を示されると思うんですよ。そういう形で、駅前公

民館は、先ほども何回も言いますけれども、市長も

おっしゃったようにまちの顔として、また市来農高

生も、朝夕、多く利用しているわけです。かつて無

人駅となったときも、トイレ、待合室、そこらの清

掃、自転車の整理など、旧国鉄時代のＯＢの方々が

私財を出して、あの築山、そして池というのもまだ

残っておりますよね。それで、そこらの手入れと、
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ここに「汽笛」というもう古い形です。ナンバー１、

駅前子供会、今回で、ここ2012年で32号、今年、33

号、本当、もうその人たちの子供さんが、もう孫が、

子供がおると思うんですよ、33年になる、本当にこ

ういうのを見れば、ここに書いてあります。こうい

う思い入れがある市来駅です。まして、駅前公民館

の子供たちが「汽笛」という形でそれぞれ本を出し

て今までも歴史をつづっておるわけです。そういう

中で、このごろ、あそこに家を建てられて帰った方

もおられますけれども、わからない部分もあるし、

そこを皆さんも、まして、今までずっとやった駅前

の人たちもこうだったんだよとつづっていただけれ

ば、理解されて、そんならそこを購入して、ひとつ、

今の公民館なら50戸数の建物であるということで、

今はもう100ということであれば、ちょっと手狭で

もあるし、ひとつ頑としたのをつくって、そこでま

たこれから盛り上げていこうと。そしてまた、今度

は周辺を巻き込んで広場も広くして、一つの集いの

場所にしたいという考えもないではないかと私は考

えるんですけれども、市長、そこらはどのような見

解でしょうか。伺います。 

○副市長（石田信一君） 私のほうから答弁させて

いただきますけれども、実は、昨年、市来駅前周辺

整備計画策定会というのがございまして、そのメン

バーがまちづくり協議会長さんをはじめ、それぞれ

の地区の方々、駅前の公民館長さんとか市来農芸高

校の教頭先生、あるいは高齢者クラブの会長さん、

町の関係職員、私もおりましたけれども、11名で昨

年の10月５日に１回目の検討委員会を開きました。

その中から進めてまいりまして、そういった中で、

３回ほど、駅の周辺につきましても検討会を進めま

して、先ほど、市長のほうからの答弁もありました

ように、アンケート調査も行いました。そういった

のを踏まえて進めてきた経緯ございます。その中で、

先ほどありましたように３月の公民館の計画、ある

いは現計画について５月にそういう役員の方々から

の説明会の開催依頼を受けまして、職員が出向いて

説明をしたと。そして、るる、その都度、地域の

方々、あるいは川北地区の公民館でも説明会開催い

たしまして、皆様方の意向については、集約できた

のかなと思いまして、その中で基本計画を策定し、

まさに今、実施計画が進められようとしている段階

でございます。そういった中での前提は、先ほど市

長が申し上げましたように、この計画の根本はあく

までも現在のＪＲ用地、それから市有地、そういっ

たものを有効活用しようというのが前提でございま

す。そういった中で、何か地域の方々についても

様々な問題点について提起をいただきながら円滑な

交通スペース、例えば、雨が降りますと地域の方々

が、ロータリーも狭いものですから、県道まで車が

つながるということもあって、危ないということも

ございます。私も現地を見まして、一応、河川もご

ざいますので、河川の隣には、田んぼの碑もござい

ます。そういった中で、ああいったものを踏まえな

がら、一番有益な方法を検討してまいったのが現状

でございます。 

 その中で、民地の活用ということでございますけ

れども、これにつきましては、考えないことはなか

ったわけでございますが、今後の区画整理の問題

等々を考えまして、そこに至るまでの計画ではなく、

現有地を活用するということが根本でございます。

そういった中での活用策を今回、模索したわけでご

ざいますので、そういう経緯があったということは

御理解をいただきたいと思っております。 

 ただ、その地区の、あるいは駅前公民館の総意か

という御意見でございますけれども、これについて

は、３回の検討委員会、あるいは川北地区への説明

会、あるいは役員の方々への説明会、こういったも

のを質問、議員がお説のように、私どもとしてはな

るべく懇切丁寧に意見を拾っていきたいと思ってお

りますので、急いでいるわけではございません。皆

さん方の意向を反映しながら、市来地域の地区の、

あるいは市来駅のよりよい計画をつくっていくとい

うのが目的でございますので、そういった意味で、

人口増にもつながるような形で、交流人口増にもつ

ながる形を考えての計画でございますので、御理解

をいただきたいと思っております。 

○15番（宇都耕平君） 今それぞれ、副市長からも

説明がございましたが、最初300万円、そして今年

800万円ですね。そして最終的な予算として、計画



 
- 83 - 

としてはどのくらいの規模で市来駅前を整備すると

いう計画であるか示していただきたいと思うんです

よ。そして、それなりの駅前の人たちも形としては、

どうしてもあそこの前を迂回して、我々の館をつく

ったと、その事業の中に載せてもらって、移転費用

としても応分の形をとってもらい、新しくどうして

も100戸以上の人が入れる、まして、いろんな災害、

そういう時があったときには、それが避難所となり、

いろんな形で使えるような形になると、意欲も出て

くると思うんです。そういうのを促すためにも、ど

のくらいの予算規模で動くかを示していただきたい

と思います。 

○副市長（石田信一君） 今、実施設計をしており

ますけれども、今後、それに基づいて事業費が決ま

るわけでございますが、概算、数千万円はかかると

いうことで、5,000万円以上はかかると思っており

ます。 

 その中で、実は、御案内のように地区に自治公民

館の駅前公民館がございます。この公民館の当然、

今、合意を得ながらの移転も考えられますので、移

転補償を踏まえますと、若干の差異が出てまいりま

すので、それ以上の当然、億まではいかないのかな

と思っておりますけれども、そういった中での

5,000万円以上の経費は、当然出てくるというふう

に理解しているところでございます。 

○15番（宇都耕平君） 5,000万円を超えると、移

転費用まで入れると数千万円と、億にはいかないけ

れどもと。そういうことを、ぜひ、駅前の方にも言

ってもらえれば、よし、おいどもきばろうかいとい

う意欲がわいて協力もでき、そういう形でみんな一

丸となって進めると思いますので、まして、先ほど、

本当、子供さん、純粋な気持ちで書いているわけで

す。これを脈々と続けていただきたいと思っており

ますので、ぜひ、前向きに検討していただきたいと

思います。それでは、この件については終わります。 

 ２番目の質問に移ります。本市の人口増対策につ

いて、昨日からそれぞれの同僚議員が２人、関連の

ような交流人口対策、それと、定住人口と、どこの

自治体もこの人口増対策は一つの悩みの種でござい

まして、それなりにいちき串木野市の市長も今まで

もろもろの対策を打ってこられているのは私も評価

しております。そこで、私の考えを述べさせていた

だきます。 

 本市の環境のよさについて積極的にアピールをす

る必要があるのではないかと考えます。海あり、山

あり、自然豊かで国道３号線、高速自動車道のイン

ターも二つ、ＪＲ駅も三つあります。県都の鹿児島

市に30分で行けると。高校についても、学区撤廃で

鹿児島学区になり、先ほど、それぞれの形で串木野

が今度は減ってしまうあれもあるんですけれども、

環境は非常にいい形になっておるわけです。このよ

うな好条件を持っているいちき串木野市である中、

市としての対策は、これから、また一つ踏み込んだ、

どのような考えを持っておられますか伺いたいと思

います。 

○市長（田畑誠一君） 今、宇都耕平議員がお述べ

になられましたとおり、本市は、豊かな自然、歴史、

文化、温暖な気候、それと人の人情といいますか、

おもてなしの心といいますか、に恵まれたところで

あります。また、お述べになられましたとおり、今、

現代社会で一番大事なことは、高速、交通体系の整

備です。そういった意味で、インターチェンジも二

つあります、小さな行政面積ですけれども、また、

さっき触れられましたＪＲも三つの駅を有しており

ます。したがいまして、通勤、通学の利便性が高い、

また、住みやすいまちだと思っております。このよ

うな環境のよさを広く市外へＰＲして、定住へつな

げるため、本市ではホームページＵＩターンコーナ

ーを設け、随時更新を行うとともに、広報紙におい

ても年２回、定住促進の特集を掲載しているところ

であります。また、東京、大阪などで開催される鹿

児島ぐらし交流セミナーなどの定住イベント時に、

県を通じて優遇補助制度等のチラシを配布したり、

関東、関西の市民会開催時においても、パンフレッ

ト等の配布、県や移住・交流機構のホームページに

本市の特色や優遇補助制度等について積極的に情報

提供を行いながら、広く県外にもＰＲを図っており

ます。こうした取り組みにより、平成24年度末現在

で、50世帯192人が定住促進団地へ転居され、その

うち、市外からの転入が17世帯、51人ありました。



 
- 84 - 

また、定住促進住宅、旧雇用促進住宅でありますが、

58世帯186人が入居され、そのうち、市外からの転

入が32世帯、97人となっており、どちらも一定の成

果が見られているところであります。この雇用促進

につきましては、今お述べになられましたとおり、

人口増対策のために最初から８割はもう市外の方に

限定するという制度にしております。その結果が、

今申し上げましたとおり、市外から32世帯、97人の

入居をいただいているという状況であります。 

 また、定住には結びつかなかったものの、平成24

年度においては、移住希望をする県外の５名の方か

らも資料請求や問い合わせなどもありました。今後

も、市や県等のホームページの充実に努め、定住イ

ベントや関東、関西の市民会等を通じ、本市の環境

のよさを市外にＰＲし、より一層人口増対策に取り

組んでまいりたいと考えております。 

○15番（宇都耕平君） まず、先ほど、前からも私

はいろんな質問で言うんですけど、市長も今おっし

ゃったように宣伝、アピールをすると。それが一番、

努力して必要だと感じます。ここに手前みそではご

ざいますけれども、旧市来町が教育のまちを標榜し

ておりました。市長は、ここにスローガンとして、

「文化の薫る」というのは、市来町の今までの文化

伝承芸能、そういうのの歴史のある文言として、ス

ローガンとして掲げたものですと説明されておりま

す。その中で、教育のまちを標榜するというのは、

手前みそではありますけれども、旧市来農芸が、前

は、第二師範の学校の経緯があるわけですよね。そ

して、市来小学校は、その附属小学校ということで、

我々も、まあ、私は勉強はできなかったんですけれ

ども、それなりの誇りを持って市来小学校に通い、

そして高校まで行きました。それなりの形で、ある

わけです。そこに、人口増対策としては、やはり子

を持つ親としては教育に重点を置いて頑張ってくれ

ればということで、子を持つ親というのは考えるわ

けですよね。それで今回、今年度の予算で、市来中

学校の耐震と大規模改造の計画がありますよね。私

の考えですけれども、そういう教育のまちを標榜す

る旧市来町の一つの核といたしまして、小中一貫の

学校に、今回、ひとつ、またこれから考えていただ

いて、市来中学校の関連になるかわかりませんけれ

ども、あそこは低くてもう一番危ない場所ですので、

であれば、小中一貫教育の学校として、モデルケー

スでぜひ考えていただけないでしょうかと。そうす

れば、また、あの周辺の土地もそれぞれ、そこに張

りついて、まして、平佐原の住宅も新しくなり、あ

の辺はまだ、非常に土地も空いておるわけです。そ

れなりの形で人口が張りつくと思うんですよ。そう

いう目玉政策、前向きな政策は考えられないか、市

長の見解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 旧市来町が、城下町として、

そして学問のまちとして、教育のまちとして栄えて

きた、そしてまた、そのことは、市民ひとしくあが

める歴史の事実だと思っております。 

 そういう思いで合併をいたしましたときに、お述

べになりましたが、二つのまちを考えてどちらもお

もしろい文化もあれば、世界に拓かれた分野もある

わけですけれども、特にそういう市来町の重い歴史

を尊重しながら、「文化の薫る」というのは、実は

市来地域を指して申し上げました。そして、世界に

拓かれたまちというのは、これはまた、串木野のほ

うに立派な東シナ海につながる港があるわけですか

ら、ここから夢を広げようという思いで、そのよう

に本市の目指すべき目標を掲げさせていただいたと

ころでありました。 

 今、お話しの小中一貫教育のモデル、要するに、

教育のまちとして人を呼ぼうというお考えだと思い

ます。この点につきましては、教育制度そのもの、

私、今ここでにわかに具体的なことは申し上げられ

ませんけど、今後、今の御意見を参考にさせていた

だいて、研究をさせてもらいたいというふうに思い

ます。 

○15番（宇都耕平君） 本当に、今そういう気持ち

で私も訴えたかったのが事実でございます。ぜひ、

そういう考えでですね。というのが、テレビを見と

って、多機能型施設ということで、コストカットと

いうことで、学校と公民館、いろんな形で経費節減

の形で、そういうのを学校ばかりつくれば、いろん

な総合的に、別にすれば57億円かかりよったとが35

億円で済んだというような、これは桁が大きいです
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けれども、そういう動きもこれから必要だ、財政健

全化で一番必要だと思うんですよね。そういうのを

踏まえて、ぜひ、夢のある計画をひとつ展開してい

ただきたいと思うんです。そうすれば、また、いち

き串木野市はいろんな魅力ある政策を打っているね

と、どこもみんなそれなりにやっていると思うんで

すよ。というのが、きょうの新聞には、また出てお

りましたけれども、宮崎の高原町が、定住促進へお

試し滞在ということで、最大５日、５泊の分の費用

を助成して、まず、そこに来てもらって、そこの高

原町のよさを知ってもらってから来てもらうと。い

ろんな、それぞれの自治体も知恵を絞ってやってい

るのは、まして、いちき串木野市も職員、市長をは

じめ、皆さん考えて、我々も一丸となって議会も提

言、提案していきたいと思っておりますから、そう

いう形でいろんな手だてをしなければ、先ほど、も

う二千何年ですか、前の同僚議員は、いちき串木野

市は消滅するようなあれだったですね、３万人が亡

くなるというような、ここで、2040年には二万六百

何人という統計の、あれは南日本新聞にも出ており

ましたけれども、どうしても減少を食いとめる施策

も大事ではないかと、いろんな同僚議員の意見もあ

りました。やはり、そういう消極的なあれじゃなく

して、やはり何かやって出らんといけないと思いま

すので、ぜひ、知恵を絞っていただきたいと思いま

す。 

 ２番目に移ります。義務教育終了までの医療費無

料化ということで、17市があるんですけれども、そ

れをやっている市が何市かありますかね、そこを伺

います。 

○市長（田畑誠一君） まず、現在、19市中、中学

校まで無償化している市といいますと、19市中７市

あります。小学校まで無料化というのが１市ありま

す。それから、３年生まで無料化というのが１市で

すね。それから、９歳まで無料化というのが１市、

それから、小学校に入るまで無料化というのが本市

などを含めて６市あります。それから、３歳未満と

いうのが２市、それから、ゼロ歳児だけというのは

１市と。今、児童に対する医療費の無料化について

は、県下の実態はこういう状況であります。 

○15番（宇都耕平君） 義務教育、中学校までは７

市はあるということですよね。いちき串木野市は、

小学校前までですかね、６市の中に入っていると。

その６市が１市、上に上がれないでしょうかね。私

は、先ほど大胆な施策を打たなければ、これはもう

いけないと、それは財政とも関係もあると思うんで

すけれども、それなりのこれはもうソフト面ですよ

ね、ハード面は非常に、今回、市長は約52億円かど

こかと、予算のあれで公共事業を出したというよう

な発言をされたですよね。であれば、今回、ひとつ

ソフト面も充実すれば、やはり、女性というのはシ

ビアな部分を持っているわけですよ。我が子を一生

懸命育てて守っていきたいと。それに男は大体、つ

いてくるような感じがあるわけです。そういうふう

な面を考えると、ぜひ、このようなひとつ、目玉、

目玉と、もう７市もあるわけです。せめて、いろい

ろ財政課と相談をされて、ソフト面を考えてもう１

市に、７市が８市になるような政策を考えていただ

きたいと思うんですけど、もう１回、市長に伺いま

す。 

○市長（田畑誠一君） 教育に関する政策というの

は、もちろん、今お述べになられましたとおり、大

きくはハード面とソフト面だと思います。おっしゃ

るとおりであります。したがいまして、ハード面に

つきましては、例えば、昨年までで耐震補強工事、

たしか７億2,500万円だったと記憶をしております

が、ほとんど行っておりますし、今年に入りまして、

川上小学校の大規模改修耐震工事も既に発注をした

ところであります。そこで、また両輪と言えばいい

ですか、ソフト面の充実を図るべきだということで

ありますが、人のせいにするんじゃありませんけれ

ども、私は、これは少子化対策として大きく取り上

げて、もっと国が、例えばヨーロッパみたいに、す

ごいですね、ヨーロッパの制度は、今、言いません

けれども、フランスあたりは。安心して産み育てる

環境を国が少子化対策には。何でかというと、あと

を継ぐのは子供たちですよね。子供たちがいなけれ

ば年金も払えないんですね。だから、やはりここに

国が力点を置くべきだと思っております。そういっ

た意味で、ちょっと生意気ですけれども、私は、国
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の政策を促そうという思いで、平成18年の１月１日

から、未来の宝子育て支援金、既にもう７年前から

やっております。１番目の子供さん２万円、２番目

は３万円、３番目以降は10万円ですね。それから、

入学、さらに学校に入られる毎年誕生日に１万円と

か、学校に入るとき、また５万円とか、そういう政

策もしているわけでありますが、今、この乳幼児医

療無料化につきましては、平成22年４月から、私も

マニフェストで訴えましたので、約束どおり小学校

までは市で負担をするというふうに、今、取り組ん

でおります。ただ、今の御質問、御意見の、もっと

もっと義務教育期間まで無料化すべきだという御意

見でありますけど、先ほどから申し上げております

とおり、子育て支援というのは、今、医療費の無料

化はもちろん大きな柱ですけれども、全体でやはり

捉えるべきだと思っております。そういった意味で

は、他市では余りない、今言いました未来の宝子育

て支援金給付金とか、子育て団地の事業とか、定住

促進対策事業とか、さまざまな政策をほかの市には

ない分野でもしているつもりであります。ただ、そ

れ以上に越したことはありませんので、今おっしゃ

いましたことは、今後の検討課題としていきたいと

思っております。 

○15番（宇都耕平君） 検討課題は、どこかの人が

やらないというような返事だということですけれど

も、先ほどは前向きに頑張ってやるといういろんな

あれを引き出しましたけれども、とにかく医療費の

件は、国の政策としてせないかんと。というのは、

結局は元になる財源ですよね、それがやっぱりヨー

ロッパ、あっちは社会保障がメインですので、消費

税はうんと上がるわけですよね。人間、人情的に税

金が上がったらみんな敬遠しますよ。それと国政レ

ベルの選挙になると、ああいう形で、低くある形で

国会議員というのはなかなか利口ですので、それな

りの状況を見ながら、今回も参議院選を目玉にして、

いろんなことはまだ選挙が済んでからするような形

で動くわけです。そういうのは、私は本当、ひきょ

うだと考えているわけですけれども、やはり社会保

障、これは基盤ですよね。本当、そこを地元ででき

ることを手立てすると。それで、先ほど、私が言っ

たのは、市長にお願いしたいと。政策として考えて

いるのは、ハード面もそれぞれ充実、本当、いちき

串木野市は、他市町が、いちき串木野市はよかやな

と、この前、私はあるところの通夜に行ったときも

そういう話を聞きました。じゃっどと、こうこうし

て、今どんどん打っていると。それで、私が先ほど

言ったのは、ハード面をもう少し充実してもらえれ

ば、また人口増対策につながるのではないかという

ことで、この質問をやっているわけです。ぜひ、そ

ういう形でひとつ、消費税の問題は国のレベルでも

う少しちゃんと国民と向かい合ってはっきり物を言

えばできないことではないと思うわけですから、そ

ういうこともかねて、ぜひ、市長は機会があったら

そういうふうに国権に物を言ってください。 

 ３番目の雇用対策を一番、それも必要ですよね。

若者が地元に残って、まして、話は飛ぶようですけ

れども、結婚も、今、本当に何が不安なのか知らな

いけれども、結婚しないから子供も増えないわけで

すよね。そういう促進もそれなりの事業で出会い系

何とかと、いろいろいちき串木野市もやっておって、

カップルができて何年か、毎年成果も上げてそれぞ

れ施策はされておるわけですけれども、そういうほ

うの促進を促していただきたいと考えております。

その中で、雇用対策のさらなる充実を図るべきでは

ないかと。企業誘致は、もう本当の喫緊の課題で、

今回、工業団地も買われると。そこにはもう安くて

出せて対策を、また今考えておると。市長の考えで

すので、ぜひ、そういうふうに持っていっていただ

きたいと思います。 

 それと、女性が働きやすい環境づくりですよね、

何と言ったって。それで、保育園の受け入れの充実

を図ることを考えなければいけないと思います。今、

市来保育園、串木野の照島保育園も民間移管されま

して、それなりに移管されたところは両園ともユニ

ークな経営で、まして、入園児が、ゼロ歳児が市来

保育園にしても、ゼロ歳児というのはおしめもあれ

せんような形のあれが、表現は悪いですけど、18名

も入っていると。もう大変なことだと思うんですよ

ね。そういうふうになるということは、母親が子供

を預けて働ける場所を見つけて、少しでも経済的に
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頑張ろうという形ですので、そういう対策がいろん

な人口増につながると思うもんですから、ぜひ、女

性が働きやすい環境づくり、そして保育園、幼稚園

なりの環境をよくするということが一番大事だと考

えるんですけれども、移管されたけれども、対策と

しては、どのような考えを持っておられますかね。 

○市長（田畑誠一君） 先ほどから力説しておられ

ますが、まちの活性化というのは、まさに人口増対

策だと思います。そういった面で、先ほど来、いろ

んな角度から御提言をいただいておりますが、まず、

雇用対策の面につきましては、これまで、企業誘致

による雇用確保をはじめ、農業については平成20年

度から新規就農支援金制度を始めました。また、水

産業については、24年度から新規沿岸漁業就業者へ

の支援制度などを実施してきたところであります。

恐らく、これは全国でも、もちろん鹿児島県にはあ

りませんし、全国でも余りないと思います、漁業の

ほうは。そういった形で雇用確保の柱となる企業誘

致の助成制度につきましては、事業所設置補助、そ

れから、用地取得補助、事業所用水使用量補助の３

本立てで支援をしております。設備投資と用地取得

のおおむね30％、最大で8,000万円を助成する内容

であります。県内他市と比較しましても、そんなに

遜色はない制度ではないかと思っております。ちな

みに、この工業団地も中小機構にお願いをしており

ますが、実は東京のモノレールにもこの看板をかけ

てもらっております。そういったことで、一生懸命

していただいておるんですが、しかしながら、長期

にわたる国全体の景気低迷や設備投資の海外シフト

などで国内投資が冷え込んでおります。今、少し上

向きの状況であると言われておりますが、そういっ

た中で、本市への立地が進まない状況にあることか

ら、おっしゃるとおり、企業誘致による雇用対策の

さらなる充実が大事だと思います。 

 具体的には、今年度予定しております西薩中核工

業団地の未分譲地の取得にあわせて、現在、あと

16.8ヘクタール残っておりますが、最近、企業誘致

の話もありますけれども、その未分譲地の取得をあ

わせて、県内の他市の助成制度も参考にしながら、

新規立地に限らず、増設や空き工場などへの進出に

ついても一定の新規雇用を条件とした助成制度の拡

充や、土地のリース制度の創設による初期投資の軽

減を図って企業が進出しやすいような制度の見直し

を図っていきたいと考えております。 

○15番（宇都耕平君） それなりの手立てをずっと

打っていくと。アベノミクスではないですけれども、

そういう形でタバタミクスでもいいですよ、かなり

そういう形で、本当に、積極的に市長は今動いてお

られますから、ぜひ、そういう形をとっていただき

たいと思います。というのが、本当、今まで政策を

それぞれ打っておられます、もう枚挙にいとまがな

い形ですけれども。ぜひ、先ほど、私が政策的にも

申しましたが、ひとつ、目玉をもう一回出して、有

言実行で進めていただきたいと思っております。そ

うすれば、それなりの成果がまた上がってきて、い

ちき串木野市の未来が開けてくると思います。そう

いうことを要望いたしまして、私の全ての質問を終

わりたいと思います。 

○議長（下迫田良信君） 次に、福田清宏議員の発

言を許します。 

   ［16番福田清宏君登壇］ 

○16番（福田清宏君） 私は、さきに通告いたしま

した事項について順次、質問を行います。 

 一つ目は、沿岸漁業の振興についてであります。 

 五反田川河口岩壁に係船する小型船舶の平穏と安

全な出入港は、沿岸漁業の源であり、漁場の形成は、

これまた漁民の生活の根源であります。 

 今日、市の施策として漁場の形成のための魚礁の

設置や藻場の造成、稚魚の放流等々の事業が各漁業

協同組合と協議しながら実施されているところであ

ります。 

 本日は、まず、五反田川河口付近のことなど、３

点について質問いたします。 

 その一つは、漁港、外港、北側護岸、五反田川河

口部波除堤設置について伺います。 

 平成20年６月27日、県の職員、市の職員、そして

本浦連絡協議会長、沿岸組合長等々が五反田川左岸、

東海大橋のたもとで初めて協議を行いました。そし

て、平成22年２月23日と平成22年10月14日の２回に

わたり、鹿児島地域振興局建設部河川港湾課による
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五反田川河口部波除堤設置事業の説明会が開催され、

事業が実施されました。おかげさまで、長年の懸案

でありました波除堤が、埋立禁止区域を避けて平成

22年度に10メートル、平成23年度に15メートル、合

わせて25メートル設置され、五反田川左岸の堤防沿

いに走る波を砕く効果が出ております。しかしなが

ら、北西方向から来る波は、設置された波除堤とそ

の北側にある堤防との間を走り、波除堤と東海大橋

のほぼ中間点付近の漁港外港北側護岸に打ち寄せて、

そのまま遡上しております。県の説明会終了後に、

説明をされた職員の方とお話をさせていただきまし

たが、やはり、この中間点付近に追加して波除堤が

設置されれば、よりよい消波の効果が生まれるもの

と存じますが、いかがでしょうか。現況と増設につ

いてお伺いいたします。 

 その２及びその３につきましては、順を追って質

問をいたします。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。答弁をい

ただき、その後の質問は質問者席から行います。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 福田清宏議員の御質問にお

答えいたします。 

 越波対策として五反田川河口部の新たな波除堤の

設置についてであります。この波除堤の設置、現在、

25メートル設置されておりますが、これは詳しくお

述べになられましたとおり、関係者の皆様方の強い

要望で23年度でこの波除堤の完了がしております。

県としては事業効果を確認すると。台風とか、荒天

時の状況を確認した上で、新たな波除堤の必要性に

ついては検討したいとのことでありますので、市と

しましても地元漁業者の皆さん、漁協の皆さん方

等々の御意見を賜りながら、さらに積極的に要望し

てまいりたいと考えております。 

○16番（福田清宏君） 今御答弁いただきましたと

おり、確認作業がなされているかどうかというのは、

県もですが、我が市の水産港湾係においてもどうな

のかなという疑問を持っています。後でまた少し触

れますが、越波対策ではなくて、これは私、当初か

ら申し上げておりますが、越波対策ではなくて、消

波対策なんだということをずっと申し上げてきてお

ります。県の説明会のときにも、あるいは現場にお

いても申し上げたところですが、越波対策ではなく

て消波対策ということから、この波除堤が最終的に

は決定してきたと思っています。そうすることで、

後ろのほうの質問とも絡んでいくんですが、河口の

中の川口あるいは船着き場の静穏度を図っていくと

いう目的に合致していく姿なんです。だから、この

25メートルの波除堤は、もう大分、俗に言うあがい

風で、船がというときにためになっている、その効

果が出ているというふうに思います。そういう中で

ありますが、さらにその静穏度を高めるためにもう

一つ、ちょうど橋から川下を眺めたときに、漁港外

港の北側岸壁が波除堤を打ったところの中間あたり

で右のほうに曲がって、折れております。この折れ

ているあたりにその波がおしよせてくるという形が

見れるわけであります。この北西方向、川口に入っ

てきた波が新港の南防波堤に当たってはね返ってく

る波もありますし、北西の風が吹くとどうしてもこ

の波除堤とその北側に堤防があるんですが、この間

を斜めに入ってきて、その打ち寄せる場所がちょう

ど護岸の北側の折れたところに当たるわけです。も

う一つ、そこに波除堤があれば、より消波の効果が

上がるというふうに現場を見て思います。当然、こ

れ、場所的に中のほうには出せませんから、橋のた

もとから、今、打ちました25メートルの先端の部分

を結んだ線の内側でないとできませんから、今後、

打つとすればもう20メートルなのか15メートルなの

かという波除堤しかできないとは思っています。そ

ういうことでありますけれども、ぜひ、ひとつそう

いう意味で確認作業を急ぎながら、もう一つ、この

波除堤の設置を交渉していただければ、より安全に

消波の効果が上がってくるというふうに思うんです

が、いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 越波対策をすることはもち

ろん大事でありますけれども、それはまた、今お述

べになられましたとおり、消波対策、静穏度を保っ

て成果があらわれるといったようなものだと私も考

えております。県としましては、この波除堤を23年

度に設置して事業が完了したので、さっき申し上げ

ましたとおり、台風とか荒天時の状況を、今確認し
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たいという意向でありますけれども、地元の皆さん

方の具体的な、どこに当たってその波がまたどこへ

返ってくるんだとか、そういったこと等々をやはり

よくお聞きをして一緒になって次の消波対策につな

げる方向で、県のほうに漁協の皆さんも一緒になっ

て強く要望していきたいというふうに考えておりま

す。 

○16番（福田清宏君） 今、市長の御答弁のとおり

であります。雨の降る中に写真は撮ったんです。そ

れで、やっぱり写真を撮るのは大変ですね、普通の

カメラでは。それで、口頭で言ってもなかなか後に

残らないので、できれば水産係のところに防水用の

カメラがありますから、難儀だけど試験的に橋の上

からでいいですから、かっぱを着て頑張ってほしい

と、証拠写真を撮る意味で、ぜひ、そういうことも

お願いしたと思いますが、さっきから申しますよう

に波除堤の設置による消波の効果は、堤防の越波を

和らげて五反田川河口及び五反田川左岸の漁船係留

場所付近の静穏度を図ることにその効果が上がって

おります。波除堤と東海大橋のほぼ中間付近に、先

ほど申しましたように、もう一つ波除堤を打つこと

で、さらにその効果が上がるものと思いますので、

今、市長の答弁にありましたように、確認作業を急

ぎながら、あるいはなかなか写真を撮れるようなし

けが来ないんで、私のカメラには何枚かは入ってい

るんですが、そういうことをもとにしながら、いま

一度、また県のほうに働きかけをお願いしたいと思

います。そういうことを期待しながら、この項は終

わりたいと思います。 

 次に、その２番、五反田川河口一帯の深浅測量に

ついて伺います。 

 さきの鹿児島地域振興局建設部河川港湾課による

五反田川河口部波除堤設置事業の説明会が開催され

た折に、波除堤が設置されたら砂の堆積があると思

うが、浚渫の確約はできませんかと沿岸漁業の方か

らの質問がありました。これに対しまして、河川港

湾課は、波除堤を設置してどのような現象を生じる

のか点検を行い、その後に検討する旨の答弁がなさ

れたところであります。現在において、先ほどの答

弁では、確認作業を今後というふうに受け取りまし

たけれども、どのような現象が生じているのかとい

うことの点検を行わなければ先に進まないという答

弁でありますけれども、どうですかね、どんな現象

が生じているかという点検が行われた形跡がありま

すか、どうですか。お答えください。 

○市長（田畑誠一君） 今、お述べになられました

要望を踏まえて、市としても強く要請をしてまいり

ました。おかげで、県として波除堤の完成に伴いま

して、五反田川河口部の砂等の堆積状況把握のため

の深浅測量について、昨年度から今年度にかけて実

施をしてもらっています。その結果について今月末

に串木野市漁協において関係者に対し、報告をする

旨の連絡をいただいております。 

○16番（福田清宏君） 大変ありがたいことであり

ます。ぜひ、そういうことでやりとりのあったこと

を忘れずにやっていただいているということに感謝

したいと思いますが、この深浅測量の結果、もし浚

渫が必要となれば、県の浚渫予算の計上された過去

の例に鑑みれば、海底の電探、すなわち爆弾の探査、

これにかかわる事業費を市が負担しないと、浚渫に

予算がついてもそれが施工されないというのが過去

二、三回あったんです。こういうことを踏まえてい

くと、もし、浚渫について県の予算をつけるよとな

ったときに、市はその電探の予算をつけていくとい

うことが並行して可能かと。しかし、そうしてもら

わなければ、この浚渫は進まないというのが、もう

過去の経験のことですから。ぜひ、そういうふうに

お願いしたいと思うところですが、いかがなもので

しょうかね。お願いします。 

○市長（田畑誠一君） 浚渫が必要となったら、か

つて爆弾が発見されたりして、磁気探査を行わなけ

れば、そして確認をしなければ浚渫できないんです

よね。県がどういう意向なのか、ちょっと詳しくは

わからないんですが、浚渫に当たって必要な磁気探

査はどうも予算を伴わないようなことを聞いており

ますので、私は全く納得いかない。浚渫するために

それが必要なんですから。それは別だという言い分

は、ちょっと私は納得はしておりません。この問題

については、前、南竹議員も質問されて、私も今、

福田議員が言われるとおり、その場合、市の負担も



 
- 90 - 

用意する考えがあるということをお話ししておりま

す。ですから、今の思いで市が負担する用意も含め

て、沿岸漁業の皆さんのために浚渫しなきゃいけな

いんですから、それが磁気探査をせんと浚渫できな

いわけですから、それが、県がもし出さんと言うな

らば、浚渫のために市として市が負担をするという

用意も含めて、県がするのは当たり前じゃないかと

いうことをこれからも強く当たっていきたいという

ふうに思っております。 

○16番（福田清宏君） もう過去の例がそういうこ

とで、せっかく市長が一生懸命、県に働きかけて浚

渫の予算は計上されたけれども、電探の予算がつか

ずに、市がつくなら執行するよということがもう二、

三回ありましたので、やっぱり、そういうことがも

しあったときはということでお聞きしたところです。

今、言われるように、爆弾の探査は、海上保安部が

許可しているんですね、浚渫をね。それで、今回、

この波除堤は、消波ブロックを置くだけでしたので

電探は要らなかったということだと私は理解してい

ます。ですから、今、市長の御答弁を大事にしなが

ら、この推移を見守っていきたいと思いますので、

この項はこれで終わりたいと思います。 

 次に、三つ目ですが、串木野新港西側防波堤建設

と新港内の塩分濃度の変化等について伺います。 

 これはもう、私もよくわかりませんが、平成22年

度をもって串木野新港西側防波堤150メートルでし

たね、この延長が終了いたしました。このことで、

五反田川河口付近から串木野新港構内の塩分濃度等

に変化があったのでしょうか。よく私もはかっても

おりませんし、わかりませんが、串木野新港内に沿

岸漁業者が出漁をしてアオアジがよく釣れていたん

です。そしたら、今年は全然釣れない。この因果関

係があるのかどうかということの調査とまではいか

ないんでしょうが、そういうようなお話を聞かれて

おられるか、あるいはまた、そうであれば、今後の

課題としては何か道はないのかなという思いで、今

日こうして質問をしたようなことであります。非常

に私も聞きづらかったんですが、答えもなかなか難

しいのかなと思いながらの質問でありますけれども、

ひとつよろしくお願いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 串木野新港内の塩分濃度の

変化等についてのお尋ねですが、新港内の塩分濃度

については、これまで計測をしておりません。デー

タそのものがないのが現状です。塩分濃度の計測に

ついては、鹿児島県水産技術開発センターによりま

すと、海岸から距離をおく沖合は、比較的計測しや

すくデータも正確なのが出るんでしょう。データと

して残しやすいんですが、沿岸部においては、計測

の時期とか、推進、潮の干満、雨量などが大きく影

響しますので、計測した数値のみを判断材料とする

ことはちょっと難しいんじゃないかという面がある

ようであります。また、この例に挙げられましたア

オアジにつきましては、水産開発センターの漁獲量

の動向調査によりますと、阿久根、枕崎、山川、内

之浦によると、平成15年は何と3,150トン上がって

いたそうです。ところが、平成16年度から非常に低

調に推移するようになり、６年後の21年度は何とわ

ずか94トンだったそうです。3,000トンから100トン

ですから、30分の１となっております。22年と23年

は、やや持ち直して300トンから500トンとなったも

のの、24年は少しですけれども、また減少で247ト

ンとなっております。また、今年の１月から３月期

を見ますと、阿久根、枕崎、山川、内之浦漁協、漁

場としては野間池沖、串木野沖での水揚げですが、

この１月から３月までの４港の水揚げは58トンと、

これもまた前年同時期の約半分となっております。

アオアジの資源水準が低水準となっておるんでしょ

うか、この辺、因果関係はよくわかりませんが、今

後、やはり市としては県及び関係機関の協力を得な

がら、沿岸の環境生態系の保全等に取り組み、沿岸

漁業の振興に努めてまいりたいと考えております。 

○16番（福田清宏君） 去年、おととし、クーラー

いっぱいずつ釣れよったわけなんですね。新港の中

なんですけどね。今年は、もう行たても全然だめと

いう極端な話になったもんですから、そんな話の漁

業者の間の中でも言葉が交わされている向きがある

んですね。だから、やっぱり下げ潮のときの五反田

川の水が、西側の防波堤が延長されたことで遮られ

て、そしてその周辺に回ることで、塩分の濃度に変

化が生じたのかなという思いもあって、こういう質
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問をしております。そのことで、水産動植物の生態

系に、今言われたように変化が起こり得ることも考

えるんじゃなかろうかということも思ってのことで

あります。かねがね、市長も御承知のとおり、沿岸

漁業の資源は枯渇をして、そして釣獲率も低く、魚

価が低迷をし、さらに、漁場は遠くなって、加えて

今日の燃油の高騰は、生産性を考えると大変厳しい

状況にあります。今日、市の施策として漁場の形成

のための魚礁の設置、あるいは藻場の造成とか、稚

魚の放流等々の事業をより一層強力に推進をして、

水産動植物の資源を回復するための努力を今後もや

っぱり一層続けていかなきゃいかんのじゃないかな

というふうに思います。そして今、御答弁の中にあ

りましたように、沿岸漁業の振興を図っていかなけ

ればならないというふうに思いますが、いま一度、

市長の答弁をお願いします。 

○市長（田畑誠一君） 沿岸漁業の振興というのは

とても大事ですし、遠洋マグロ漁業もあわせて、水

産のまちとしてその振興を大いに図っていかなきゃ

いけないと思います。去る５月23日と記憶をしてお

りますが、国の儲かる漁業の鹿児島県第一線として

第78幸榮丸の、12年ぶりでしょうか、進水式があり

ました。私も胸躍る思いで、全国漁港漁場大会が前

の日にありましので、そこでは燃油対策を私は訴え

させてもらいました。そして、その足で進水式に行

って、本当にうれしい日でした。そういうことで、

沿岸漁業も同じであります。市内４漁協と江口漁協、

吹上町漁協の６漁協で拠点漁協を定めて、マダイ、

ヒラメの集約放流事業を実施するなど、つくり育て

る漁業の推進に努めております。また、藻場の造成

につきましては、平成21年度から環境、干潟等の機

能維持、回復を図るために、漁業者や地域住民等が

一体となって保全活動事業を実施しており、今年度

からは水産多面的機能発揮対策事業として引き続き

藻場造成事業を推進してまいります。また、この事

業は、御存じのとおり漁協の皆さんに中心になって

もらいまして、串木野小学校の児童、５年生も参加

をしていただいて漁業の理解を深めたいという思い

で子供たちの参加をいただいております。 

 このような中で、本市ではさらに振興を図る必要

があると考えて、豊かな海づくり、つくり育てる漁

業を推進するために議会の皆さん方からの強い要請

がございました。平成24年度から新たに沿岸漁業に

就業する者の支援をするため、新規沿岸漁業者支度

金の創設をいたしました。また、この４カ年計画で、

市単独で今までは全部、補助事業以外はしておりま

せんけれども、市単独で、これも議会の皆さん方か

らの強い要請がございましたが、人工魚礁設置事業

にも取り組みました。今年度からは、市単独事業と

して魚族資源の確保、増大を図るため、魚類種苗放

流事業と市内４漁協の共同圏内に藻場増殖のプレー

トを設置して、管理及び調査を行い、藻場の機能維

持、回復を図るための藻場環境推進事業を実施する

など、各漁協及び関係機関と連携し、水産資源の維

持、増大を図ってまいります。私もこのつくり育て

る、こういった理事という立場でありますので、大

げさなことを言いますと、沖に行ったら魚で船が座

ってしまうと、海岸の言葉で言ったらですね。それ

ぐらいやったらどうですかと。わずかなお金です、

これは、ハード面のあれから行きますとね。そうい

う意味で申し上げておりますし、したがいまして、

今後も御存じのように予算に稚魚の放流事業につき

ましても市単独の分も設けました。そういうことで、

今後とも漁村の女性起業家、グループの支援なども

含めた沿岸漁業活性化推進事業を実施しながら、各

漁協及び関係機関と一緒になって取り組み、漁村地

域の活性化、沿岸漁業の振興に努めてまいる所存で

あります。 

○16番（福田清宏君） まず、答弁にありましたマ

グロ船第78幸榮丸、この進水式を心からお祝い申し

上げたいと思います。もう何年ぶりの進水じゃなか

ろうかと思います。マグロ漁業の振興のために御尽

力いただいていることに敬意を表したい思います。

種々、いろいろと市長、御答弁いただきましたが、

この取り組みを片時も忘れることなく進めていただ

きたいということを望みまして、この項を終わりた

いと思います。 

 二つ目は、道路改修・建設と交通安全対策につい

てであります。 

 その一つは、市道大原港線から串木野高等学校正
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門へ通ずる市道御倉町６号線の出入り口付近は、車

両の交通量が多く、幅員も狭く、歩道もなく、出入

りや離合に危険性がありますが、改善する計画はあ

りませんか、お伺いをいたします。 

 このことにつきましては、平成20年９月11日の一

般質問に対する市長の答弁に従って、早速、交差点

内にある既存のガードレールの位置を一部変更する

工事が行われました。このことにより、少しは改善

されたものの、車両の出入りや離合の危険性は変わ

らず、あわせて、通学路に指定されております小学

生が通行する歩道もなく、交通安全対策の上からも

側溝にふたをして幅員の確保ができるようにさらな

る改善が必要と思われますが、その計画はございま

せんでしょうか。お伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 一部改善はしたのでありま

すが、この御倉町の６号線入り口の改善は、今申し

上げましたとおり、平成20年度に交差点内にある既

存のガードレールの位置を変えて対応をしてきまし

た。しかし、近年では、ウォーキングされる方々や

朝夕の車などの増加、あそこにアパートやらもあり

ますよね、あの付近に。それから、串木野高校に通

う生徒、そういった点やらを考えると、あの御倉町

６号線の入り口は、非常に狭いです。中は意外と入

ったらちょっと広いんですけれども、肝心の入り口

が、昨日の国道の交差点も話がありましたが、あの

ような状況で大変狭うございます。ただ、こういっ

た今の改善を要するところは、数も非常に多いこと

もまた確かです。したがいまして、今、御指摘をし

ておられます御倉町６号線の入り口も含めて優先順

位を考慮しながら対応してまいりたいと考えており

ます。 

○議長（下迫田良信君） ここで、しばらく休憩し

ます。 

             休憩 午後２時57分 

             ───────── 

             再開 午後３時15分 

○議長（下迫田良信君） 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

○16番（福田清宏君） 市長答弁のとおり、道路の

改修はたくさんあります。交通安全対策の上からも、

甲の上の位置に押し上げていただいてどうか工事を

進めていただきたい。そして、小さな子供からお年

寄りまで全ての市民の皆さん方が安心して路上を歩

けるように、交通事故等も発生することなく穏やか

に生活ができますようにとの願いを込めて、この項

を終わります。 

 その二つ目は、都心平江線を延伸し五反田川にか

ける橋の建設計画について伺います。 

 市道野元平江線が開通しました。この市道に向か

って都心平江線を延伸し、五反田川にかける橋の建

設計画は、どの段階まで進んでおりますかお伺いを

いたします。 

○市長（田畑誠一君） 都心平江線にかかる橋の建

設計画であります。 

 市道野元平江線が今年３月31日に東西の道路交通

網として開通をいたしました。この路線と市街地を

南北に結ぶ都心平江線は、地元の皆さんからの長年

の要望があり、また、まちづくりの課題となってい

る路線であることから、今年度橋梁と道路の調査事

業を委託をしたところであります。 

 今後は、この河川管理者との占有協議とか交差点

の計画に伴う公安委員会との協議のほか、多額の事

業費を要する首題取りつけ道路の用地取得に際し地

権者の御理解も必要になるなど、多くの課題がこれ

からあるんじゃなかろうかというふうに考えており

ます。 

○16番（福田清宏君） 計画が進むようであります。 

 平成17年の12月の一般質問に、都心平江線の延伸

上の架橋と平江線の建設及び県道への変更について

市長のお考えをお伺いいたしましたところ、市長は、

県道バイパス路線として、新市総合開発計画の中で、

交付金等を活用した事業整備を検討したい旨の回答

をされておられます。今御答弁いただいたのは、ま

さにそのことだろうと思います。もう橋をかける先

の道路ができましたので、ぜひともこのことを進め

ていただきたいと思うことであります。 

 で、今の市長の回答されました内容は、当初予算

に都市計画道路整備調査設計業務委託として、都市

計画道路都心平江線の路線調査を行う業務に400万

円が計上されておりますが、このことですかね。も
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う座ったままでですが、済みません。と思います。 

 で、あわせて一つお伺いしますが、この事業が進

むに当たりまして、麓地区土地区画整理事業に活用

いたしましたまちづくり交付金事業、これは今も生

きてるんでしょうかね。生きてれば、非常に使い勝

手のいい事業のようでありましたが、そのことにつ

いてお伺いをしたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 市道野元平江線についても、

このまちづくり交付金事業を活用いたしました。 

 まあ、いずれにいたしましても、今回まずこの橋

梁と道路の調査ということで、当初お願いをしてお

ります、400万円ほど。 

 これから今後の課題としては、河川管理者の占有

協議や交差点計画に伴う公安委員会との協議があり

ますが、今言われましたとおりこれは多額の事業費

を要しますので、今まちづくり交付金を例に出され

ましたが、できるだけそういった事業が該当するも

のはないか、これからやっぱり財政的にも研究して

いかなきゃならん課題だと思ってます。 

○16番（福田清宏君） 中心市街地と野平地区等を

結ぶ路線として、また、防災上の上からも大変必要

な道路だというふうに思ってます。都心平江線の延

伸上の架橋建設を１日も早く望むところであります。 

 この項を終わりたいと思います。 

 三つ目は、浸水、排水対策についてであります。 

 その一つは、春日町、汐見町一帯の浸水、排水対

策の現況についてお伺いをいたします。この質問、

久しぶりでありますので、まず現況を御回答いただ

いてというふうに思っております。 

○市長（田畑誠一君） 春日町、汐見町一帯の浸水、

排水対策の現況ですが、春日町と汐見町の一帯の浸

水状況でありますが、最近では、平成16年の９月の

台風21号により、時間33ミリの雨量と満潮が重なり

まして、春日町と汐見町の塩田川一帯が浸水をして

おります。 

 それ以降、約９年間大きな被害はございませんが、

不測の事態を解消するため、さまざまな方策をこれ

まで進めてまいりました。 

 従来、塩田川には袴田、日出町、大原町、旭町の

約160ヘクタールの広い範囲から雨水が流入してお

りましたが、地形の高低差などの状況で他方へ分水

ができなかった地区を除き、約半分、81ヘクタール

が分水化を終えております。 

 また、平成７年度から、春日町の雨水排水対策と

しまして、路面のかさ上げや側溝の敷設替えを県と

一体となって進めてまいりました。汐見町では、先

月約730メートルの側溝新設を含む道路改良工事を

発注したところであります。今後も、年次的に側溝

整備を進めていく予定としております。 

 さらに、低地の宅地浸水を改修するため、これま

でに55件の個人申請による土地のかさ上げ補助を行

うなど、春日町、汐見町の浸水、排水対策を行って

きているところであります。 

○16番（福田清宏君） 現況をお尋ねしました。 

 久しぶりと申しましたのも、平成12年の９月６日

に一般質問をしておりまして、大変、冨永市長の時

代です。そのときに、平成12年度都市下水路維持管

理費の委託料で、流川、塩田川あるいは塩田川支流

の流域を対象に、雨水の排水状況の綿密な調査を行

い、コンピューターによる雨水の強度別模擬実験を

行いながら排水不良箇所を抽出することとしており

ますという答弁がなされて、当時おります。この結

果をどう活用されたかっていうのが全然聞こえてき

ていないわけであって、今回取り上げましたのもそ

ういうことであります。 

 さきの答弁のとおり、この県道38号の串木野港線、

変電所付近の改良工事ももう終わっておりますけれ

ども、もろもろそういうことも踏まえながら、この

調査の結果はどう活かされたのかなと、あるいは、

またその後も、新市になってからも調査はされてい

ると思いますが、そういうもろもろの調査の結果が

どのように活かされて、今後まだどういうようなこ

の対策がとられていくのかなということについてお

伺いをしたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） この春日町塩田地区の浸水

対策ちゅうのはなかなか解決できませんで、そうい

ったことで、何かいい方法はないかということで、

実は平成24年度に調査の委託をいたしました。その

結果を申し上げますと、バイパス案、貯留池案、排

水機場案、それからかさ上げ案に、四つの案が出て
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きたわけであります。 

 ところが、一つ一つこの精査いたしますと、バイ

パス案につきましては、塩田川上流の右岸から五反

田川方向に新たな開口部を設けることになりますが、

満潮時になれば塩田川河口と同様の状況となります

ので、これも実施は困難であります。 

 それから、この貯留池案につきましては、市街地

に6,000平方メートルもの広大な面積の土地を必要

としますので、用地取得が困難であるとともに、安

全管理、衛生管理、維持管理の面からも、これも困

難であろうかと思います。 

 次に、排水機場を設置する方式でありますが、用

地補償費を含めて約30億円と試算いたしております

が、家が密集した場所に用地を取得することの困難

性や想定を超えた大雨と満潮が重なった場合には対

応できませんので、抜本的な解消にはならんのじゃ

ないかと思います。 

 次に、従来の方式であるかさ上げ方式であります

が、根本的な対策としましては、現状の地盤をかさ

上げすることが最も効果的と思います。そして、か

さ上げ状況に対して、あわせて道路の改良工事を随

時実施していく、そういう整備を行っていくことが

理想じゃないのかなと思います。 

 このようなことから、かさ上げ案が最も効果的で

あることから、現在の塩田ポンプ場を稼働させなが

らかさ上げを推奨していく方策が、現時点では最適

な方法と思われます。 

○16番（福田清宏君） いろいろ後にも少しお尋ね

の項もあるんですが、かさ上げ案ということで最終

的にということであれば、またそれに向かってもろ

もろの取り決めとかお話とかっていうのが、協議と

かっていうのが進まなきゃいけないだろうと思うん

です。やっぱし全然そういうのが聞こえてきてませ

んので、数年かけた事業になっていくとは思うんで

すが、どこかでかやはり第一歩を踏み出さないと、

あるいは、その事業計画詳細を実行に移さないと、

この浸水、排水対策に対する住民の不安はなかなか

解消されないというふうに思います。 

 だから、もう今、ハロー通りあたりはもう一つ北

側の通りが、県道が水が少々たまっておってもほと

んどもう水が見えないというような状況にもなって

ますし、その例年やってこられた効果というのは

徐々に徐々に上がってきているというふうには理解

してます。ですがやはり、そういう不安を解消する

ために、どこかでかやっぱし踏み出さなければなら

ないことがあるのではなかろうかなという思いがし

ておりまして、今回久しぶりにこの対策がどうなっ

ているのかな、今後どうなるのかなという思いもあ

って、質問をさせていただきました。 

 そういうことで、この項はもう終わりたいと思い

ますが、今答弁のとおりかさ上げ案が最も効果的と

いうことであれば、そういうことでまたもろもろの

ところで説明をし、協議をしていくということを重

ねていく必要があるのじゃなかろうかなというふう

に思うことであります。 

 この項はこれで終わります。 

 次に、もうこのかさ上げ案でということになって

くると、あとの二つもほとんど通告の意味もなさな

いのかなと思ったりもしますが、次には塩田川水門

の動力ポンプの能力と稼働についてお伺いをします。 

 最近その実働の稼働というのはなかなかないだろ

うとは思いますが、やはりこの常時稼働できる状態

でなければいけないというふうに思いますが、そう

したときに、日ごろの点検あるいは試運転の状況、

こういうものはどういう形で行われているのかとい

うことについてお伺いをいたします。 

○市長（田畑誠一君） 塩田川水門のこの動力ポン

プの、能力の稼働状況ということであります。 

 塩田雨水ポンプ場は、昭和47年に建設されたポン

プ場にかわりまして平成14年度に建設いたしました、

２代目となるゲート式雨水ポンプ場であります。排

水能力は１分間に約150トン、初代のポンプと比べ

ますと約7.5倍の能力で、当時としましては最大限

の容量を持ったポンプを設置しているところであり

ます。 

 ポンプはゲートと一体式になっており、ポンプの

口径80センチを超える110センチ以上の水位がない

と運転できませんが、ポンプの定期的な点検、整備

の実施によりまして、緊急時の場合の対応が適切に

できるように、ポンプ機能を最大限に活かしながら
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適切な運転管理を精いっぱいのところしているとこ

ろであります。 

○16番（福田清宏君） 例年の例に倣えば、月１回

の定期検査を委託をしているというのが常でありま

したけれども、現状はやはりそういう形なのか、あ

るいは、実際にポンプを稼働させて塩田川に水があ

る、今言われましたように110センチ以上の水があ

る段階でポンプを稼働させているのかどうか、試運

転として多分、エンジンだけを試運転として回して

るんじゃなくて実際そのポンプもやってるのかどう

か、その辺についてお尋ねします。 

○上下水道課長（濱涯三喜義君） ポンプの点検に

ついてでございますが、平成14年度に運転開始以来、

保守点検を専門業者に委託しまして、潤滑油の交換

などのメンテナンスと試運転を毎月定期的に行いな

がら、何どきでも運転可能な状態にしております。 

 また、運転状況については、近年は台風直撃や豪

雨によるポンプ排水を行っていない状況ではありま

すが、台風接近や大潮の満潮時に、浸水予防として

の運転を昨年度は３回実施しているところでありま

す。 

○16番（福田清宏君） 試運転は確かに燃料費が要

りますね。要りますが、少なくともまあこういう、

もう梅雨があけて台風の季節というこういう時期に

は、やはり万全を期すということでやっていかなき

ゃならんだろうと思っております。まあ年に３回と

いうことで、多いのかな少ないのかなと非常に迷い

ます。ですが、そのことで備えに憂いなしという段

階の管理ができておれば、それに越したことはない

と思うことであります。そういう意味で、今いかな

るときも緊急時に運転ができて排水が可能であると

いう、そういう整備にしておくということが肝心で

あります。そういうことを申し上げて、この項は終

わりたいと思います。 

 最後になりますが、三つ目は、雨水の調整池とし

て塩田川上流の拡幅計画はないかお伺いしますとい

うことで、質問を通告しております。 

 先ほど市長の答弁の中で、かさ上げ式の案が有力

ということで今後進めていくということであります

ので、まあおおよそ先の回答にそぐわない質問とい

うことになると思いますが、だけれども、ポンプの

能力がある程度あるとすれば、やはり雨水の調整池

として、塩田川上流の右岸側、緑地帯、あるいは、

あの道路はちょうど真ん中から南側の、塩田川のほ

うに公共下水道の設置がされてんですね。あれ、道

路の北側であれば非常にまた私も質問が組み立てや

すいんですけれども、まあしかし、そうしても今の

塩田川の容積の倍にはなるんじゃなかろうと思いま

す。そういうことからすれば、ポンプの能力を信じ

て、この上流のほうに倍する調整池ができ上がった

とすれば、またしばらくの時間はそこで耐え得ると。 

 先ほどの答弁の中の想定は、あくまでも五反田川

が満潮であって雨量が何ミリ以上という想定のもと

でのことだろうと思いますが、その前の段階でもや

はり冠水するということが起きる状況はあると思う

んです。そういうのを少しでも解消していくには、

まあこれも多額な金がかかるんでしょうね、塩田川

の上流と同じような形をもう１本その北側のほうに

隣接してつくることで、少しはその時間がもてるの

かなという思いもして、こういうふうに一応質問を

しております。 

 今の先のかさ上げ案からすると、もうこのことは

なくなってるというふうに思いますけれども、どう

でしょうかね。応急の措置としてはやはりこういっ

たようなことも考えて合わせていかないと、かさ上

げだけに頼っても果たしてどうなのかなという思い

もいたしますし、かさ上げとなると、応分の補助は

あったにしても元金が要る工事でありますから、そ

ういうことを思えば、少しはまたこういうことで対

応するということも市の努めとしてはあるのではな

かろうかなというふうに思いますが、いかがなもん

でしょうかお伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど申し上げましたとお

り、この対策として、調査の結果はかさ上げ案が結

局一番いいという結論が出てるわけであります。 

 ただ、かさ上げ案といいますと、これからやっぱ

り何といいましても個人の方々の負担も非常に大き

いですから、だから、できるものなら今おっしゃい

ましたこの調整池なんかもつくったらどうかという

ことも考えて、いろいろこれも試算をしてみました。
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ところが、この調整池を築造するとなりますと、約

３万トンの雨水貯留施設が必要であります。３万ト

ンといいますと、縦横78メーター、深さ５メートル

が必要であります。したがいまして、相当広大な面

積の施設となり、事業費も、今の現在の試算で約58

億円というふうに試算しております。 

 したがいまして、また、あるいは多方面から考え

た場合でも、調整池は市街地に大きな面積の土地を

必要としますが、これはまた用地取得も困難である

でしょうし、安全管理、衛生管理、維持管理の面か

ら考えますとやはり、これは一つの案としていい提

案ですけど、なかなかこれは困難だなというふうに

今踏んでおります。 

○16番（福田清宏君） かさ上げの案にしても一挙

には進まないでしょうしね。で、こんな大きなもの

を即つくったって、かさ上げが済みゃあ要らなくな

るんですね。 

 だから、私はそうじゃなくて、46災にしても、３

号線の五反田川の橋のたもとが切れたからああいう

ふうに汐見町が冠水していったわけであって、その

当時、旧配給所のあったところから救命ボートを浮

かべて、屋根の上に避難された方々を消防団員とし

て陸上のほうに運んだという経験を持っております

が、そういう大きな流れがあって初めてああいうよ

うな水浸しの状況は生まれるわけですね。 

 そして、私がこのことについて質問をいたしまし

たこの平成12年の９月６日というのは、変電所が車

の底がつかえるぐらい、タイヤの半分ぐらいまで冠

水したときのことを踏まえて質問をしてるわけであ

って、ところが、そのときは干潮でしてね。だから、

そのとき初めて満潮時に冠水が起こるということに

間違ってたという思いがして、ちょっと反省しまし

た。で、３回ぐらいぐるぐるぐるぐるあそこの辺巡

回したんですが、干潮時で塩田川も空なのに何で冠

水したのと。そしたら、旧変電所近くの排水溝に落

ち葉が詰まって冠水してたという状況であって。 

 今回の県道のこの整備で、排水溝がくぼ地になら

ずに道路面と同じ高さになりましたね。フラットに

なったところで、非常にそのことはもう今後ないだ

ろうというふうに理解をします。そのようなことで

の冠水でありました、そのときの冠水は。で、その

ときは塩田川、空なんですよ。 

 だから、やっぱそういうことと思えば、一過性の

大雨の対応としてはそういうことでもいいんじゃな

かろう。そういうことっていうのは、塩田川上流に

もう１本同じような貯水池をつくることでも、ある

程度の時間は対応できるんじゃないかという思いが

してます。だから、もう最高３万トンという貯水池

じゃなくて、常時そういうことをすることをしなが

らかさ上げのほうも進んでいくとなれば、そういう

ことでいいんじゃなかろうかと思うんですね。だか

ら、３万トンで58億円かかるとかっていう話になっ

てくると、もうやらないよっていう話になるんで、

それではしかし対策になるのかどうかということに

考えれば、果たしてどうなのかなという思いがして

なりません。 

 ですから、少々の金額でもないんでしょうけどね、

何かやはりそういう手だてがあるとすれば、その方

向も考え合わせていく必要があるのじゃなかろうか

なというふうに思うことであります。 

 もうさっきから答弁されておりますので、そのこ

とはもうこれでおきたいと思います。 

 この雨等々に鑑みて、この防災訓練とか水防訓練

とかっていうのが、市長が就任されて１回ぐらいあ

ったんでしたかね、あの照島の海岸でね。なぎさ公

園ですかね、あそこ。それ以後、塩田で１回ありま

したかね。そのくらいしか記憶にないんですが、や

はり我が町は、そういう意味では水防の訓練は常時

欠かせないという思いがするんですが、その実施に

ついて今後どのような考えなのか、まあ今までのよ

うに適当な間隔でやればいいやというようなことで

やっていかれるのか、その辺についてお考えがあれ

ばお伺いしたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 災害に対する対応策につい

て今までずっとお述べになられましたが、もう一つ

大事なことは、その災害に対する備えであります、

おっしゃるとおり。今現在、機会を、まあ定期的と

申しますか、訓練はしておりますけれども、やはり

時期を捉えてできるだけこの回数を重ねる形で訓練

は必要だと思っております。 
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 私が申すまでもなく、さきの東日本大震災の大津

波では、訓練をしたところ、かねてから地震、津波

に対する教育を怠らなかったところ、学校の子供た

ちは助かっとるわけであります、同じ津波を受けて。

ですからそういったことが本当大きな教訓として活

かしながら、適宜、できるだけ時期を失しないよう

な形で訓練は重ねていくべきだ、心すべきだと思っ

ております。 

○16番（福田清宏君） もう終わりになりますが、

震災以降、津波のことに余りにもこう集中しすぎて

る行政の姿、市民の姿があるんじゃなかろうかと思

います。 

 ですが、この平成23年３月11日発災の東日本の大

震災、この11日で２年３カ月の時が流れているよう

でありますが、新聞、テレビの報道は被災者の懸命

なる努力と遅々として進まぬ状況を伝えておりまし

て、１日も早い復興、復旧を念じてやまないところ

です。 

 で、今市長も御答弁いただきましたように、この

梅雨に入って、あるいは梅雨の宣言があって台風の

発生の時期となった今日、やはりその訓練をする、

そしてそれを体験する、経験するということが大事

だと思います。 

 そういうことからすると、この先達の知恵をいた

だきながら、昭和26年10月14日ですかね、本市の甚

大な被害をもたらしましたルース台風、それから、

今、さきに言いました46災、昭和46年の８月５日、

台風19号による豪雨災害等、過去に幾度となく経験

した水害や台風の経験があるんですね、本市は。そ

ういうことが、もうこの訓練がないために薄れてい

っているという嫌いがあるんじゃなかろうかなとい

うことを危惧しております。 

 そういうことからすれば、総合防災訓練と、今で

きることを、あるいは、近い将来にできることを実

施していかないと、いざというときに大変じゃない

のかな。やはり日ごろの訓練を重ねて万全の体制を

構築して、我が町の災害に備えなければならないと

いうふうに思うことであります。 

 市長回答されましたように、どうかそういう意味

でも訓練を実施する機会を、まあ消防もでしょうが、

防災課もでしょうが、いろんな機関と協議をしなが

ら、ぜひともそういう訓練の日を設けてほしい、こ

ういうふうに思います。災害は、忘れたころにやっ

てくる。教訓としなければならないと思っておりま

す。 

 以上をもって全ての質問を終わります。 

○議長（下迫田良信君） 次に、東勝巳議員の発言

を許します。 

   ［17番東 勝巳君登壇］ 

○17番（東 勝巳君） 私は日本共産党を代表して、

さきに通告した問題について、市長に質問をいたし

ます。 

 まず第一は、川内原発１、２号機の再稼働反対に

ついてであります。 

 安倍内閣は、財界と一体になって原発の再稼働へ

の暴走を始めています。しかし、どの世論調査でも、

再稼働反対が多数であります。国民の願いを無視し、

危険な原発の再稼働を強行することは、許されない

ことであります。政府は、国内では原発は絶対安全

ではないと国民に言いながら、海外では原発事故を

経験した日本こそ世界一安全な原発技術を提供でき

るなどと、二枚舌を使って原発輸出セールスに走っ

ているのは恥ずべきことであります。 

 原発事故から２年余り、この経験は、原発と人類

は両立できないことを示してます。原発の危険から

国民と地球環境を守るため、国民合意という点から

も、どの原発も再稼働する状況にありません。即時

原発ゼロを決断し、直ちに廃炉のプロセスに入るこ

とは、最も現実的な道であります。 

 私は、最近の日本のマスコミ、テレビ、新聞は、

変質して時の権力にすり寄った報道を流しているの

ではないか、原発でも、国民世論とは逆に再稼働推

進をあおっているのではないかと、そんな印象を感

じているこのごろであります。しかし、こうした行

動の流れの中でも、真実の事実が小さな囲み記事の

中に、報道の良心をかいま見る思いもまた一面であ

ります。 

 その一つ、６月９日の南日本新聞、三菱重工製装

置に不具合ができて米加州原発２基がいずれも廃炉

にすると発表した旨、報じました。お友達の国で、
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世界一安全な原発技術がどんな水準か出ばなをくじ

かれた状況です。電力会社エジソンは、出力を落と

して再稼働の説明をしましたが、住民の一部が反発

し、そのために廃炉することになっています。 

 いま一つは６月８日、これも南日本新聞の報道に

なりますが、安倍晋三首相の昭恵夫人が参議院会館

で講演を行い、私は原発反対だ、首相が外国に行っ

て原発を売り込んでいるのに心を痛めてると、原発

に使っているお金の一部を新しいエネルギーの開発

に使い、日本発のクリーンエネルギーを海外に売り

込んだらもっといいと述べたと報じています。昭恵

夫人の考えは、それが本心なら評価できるものであ

ります。総理は、一番身近な連れ合いからさえ支持

を得られない、まさに暴走を今してます。 

 市長はいつも、きのうの同僚議員の質問に対して

も、従来と変わらぬ答弁を繰り返していますが、川

内原発20キロ圏に全市が入るほど、あなたが言う原

発準立地地の市長として、安倍夫人水準の答弁もで

きないのかと。今なぜ原発ゼロに、再稼働はだめと

言えないのか、その理由について答弁を求めます。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 東勝巳議員の御質問にお答

えいたします。 

 原発の再稼働についてであります。 

 原発については、これまでお答えしてまいりまし

たとおり、私は将来的には脱原発の方向を目指すべ

きだと思います。すなわち、今後は、可能な限りそ

の原発の比率を減らしていくべきだと考えておりま

す。 

 ただし、再生可能エネルギーの本格的な拡大には

現時点で課題もあり、安定的な原子力発電を代替す

るには一定の期間を要するものと捉えており、その

認識の上では、もちろん安全性の確保が大前提なが

ら、当面の稼働もやむを得ないものではないかと考

えているところであります。 

 現在、原子力規制委員会における新基準の決定時

期や九州電力における申請等の動向が報道されてお

りますが、運転の再開に当たっては、私は、期限が

あるものではなく、安全性の確認など、手続は慎重

にあるべきだと思っております。 

 したがいまして、まずは、原子力規制委員会にお

いて新しい規制、基準に沿って安全性が厳格に審査

されることが必要であります。その上で、国におい

ては、最終的な判断の過程について整理し、国の責

任の上で、十分に本市を含む地元への説明がなされ

るとともに、判断の過程において、市民の意見、意

向を十分に反映させることが必要であると考えてお

ります。 

○17番（東 勝巳君） 私が聞いてるのは、まあ将

来は脱原発が必要だというお考えですけど、当面必

要なのはなぜかということを聞いてるんです。 

 ２年前に、この津波と地震で福島の原発が事故を

起こしてからもう２年になりますけれども、報道で

も明らかなように、いつこの福島原発の事故の原因、

収束はできるか、ほとんど見通しは立っておりませ

ん。今、汚染水が大きな問題になっていますが、こ

の汚染水は、事故当時の水素爆発、あのときに出た

放射能の量の10倍の量がこの貯水槽に今蓄えられて

いますけど、この汚染水を蓄える方針は今のところ

定かでありません。そして、原子炉の中は濃度が高

くて人は入れないと。ロボットを入れたけれども、

ロボットは階段で躓いて倒れてそのままです。です

から、福島原発の収束は、今後どうなるか全く見通

しが立たない状況です。 

 こういう日本で起こった事故の原因と収束もはっ

きりしない状況のもとで、再稼働したり増設をする

ことは許されないのじゃないかと思っていますけれ

ども、そのことも含めて、当分なぜ必要かというこ

とについて説明を求めます。 

○市長（田畑誠一君） 本来、エネルギー政策とい

うのは国の政策で進められるべきだと考えておりま

す。 

 そこで、現在の状況で再生可能なエネルギーを本

格的に拡大をしていくには、まだまだ相当時間があ

る。しかもそれは、安定的に供給をできるというこ

とは、まだそこに至るまでは相当の時間がかかると。

したがって、原子力安全規制委員会の今度新しい厳

しい基準が設定されてると思いますが、この、あく

までも安全性の確保というのを大前提にしながら、

当面は再稼働もやむを得ないんじゃないかと。 
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 ただし、もちろん目指すのは脱原発であります。

したがいまして、もう可能な限り再生可能なエネル

ギーが、本市にあっても工業団地でもメガソーラー

を始めました。稼働しました。また、風力発電も稼

働しております。こういった形で代替エネルギーが

どんどん進んできたら、それに応じて原発はどんど

ん廃炉していくと、廃炉に向かうべきだというふう

に私は考えております。 

○17番（東 勝巳君） 今話がありましたように、

代替エネルギーは全国的に今進んでいますが、この

２年間、日本全国でも九州管内でも電力は不足しな

かったんですよね。 

 ２月に総務委員会で九州管内のちょっと発電所、

行政視察行きました。宮崎の木城町にありますこの

小丸川発電というのは、2,400億円かけてつくって、

出力120万キロワット。原発は３号機が五、六千億

円と言われてますけど、2,400億円で120万キロワッ

トの出力があるんですよ。この平成24年度、去年の

１年間の資料がありますけど、ほとんどこの出力の

半分も使ってないんですよ。しかもこれは自然エネ

ルギーで、水が原料ですね。水で120万キロワット

発電をして、その水をまた上のダムへ揚げて、それ

を繰り返すすばらしい発電なんだけど、この発電所

もこの２年間稼働してないんですよ、その出力に比

べて。だから、電力は余ってるというふうに言って

いいと思うんです。そして、それから、大分の日田

市にも行ったんですが、あそこは小水力発電、それ

から、この家畜のふん尿とかね、いろいろそういう

生ごみとか、いわゆるバイオマスエネルギーを相当

広範囲にやっております、環境行政で。 

 それから、報道にありますように、川内の中越パ

ルプもバイオマスを始めると。たしかあれは４万戸

余りの電力を賄う出力があると聞いてますけど。も

う今、本市でもそうですけど、本市でも風力もメガ

ソーラーもやっていますが、全国的に再生可能エネ

ルギーは進んでいるんです。 

 それが進まない前も、原発事故後、電力は夏場も

足りたんですよ。だから、当面足りないというのは、

それは全然理由にならないんです。だから、原発を

再稼働せずに再生可能エネルギーをさらに進めてい

けば、現状を乗り切っていくことは私は十分可能だ

と思うんです。ですから、福島原発の事故もまだ原

因も収束もしてない状況のもとで、再稼働してはい

けないというふうに思います。 

 それからもう一つ、今日はちょっと質問が多いの

ではしょりますけど、規制委員会も言ってるんです

けど、この再稼働するかどうかは、規制委員会のお

墨つきを得るだけじゃなくて、防災体制、これが車

の両輪だと、セットだと。 

 で、仮に市長が言うように再稼働を認めるという

立場に立ったとしてもね、この福島の事故で明らか

なように、この防災体制が、防災計画がきちっと整

理されて、さきも答弁ありましたが、東日本でも訓

練をした子供たちは助かったということにもありま

すように、この原子力災害も防災訓練が重要なんで

すね。で、福島の場合には安全神話にとらわれて、

ヨウ素剤も配置したけど、使うすべを訓練してなか

った。だから、ＳＰＥＥＤＩの、つまりそのときに

風がどっち吹くかという測定をするＳＰＥＥＤＩも、

設置していたけれども安全神話にとらわれて訓練も

してないという。 

 対応ができなくて、今、最近の報道では、子供た

ちがさらに９名甲状腺がんが診断されて、今全部で

12名になり、疑いのある人は15名になってますが、

チェルノブイリでもわかりますように、この甲状腺

がんの潜伏期は大体５年をピークに発生するという

状況ですから、この福島県の10キロ、30キロ圏内の

お母さん方は、帰ってもいいと言っても子供のいる

方はほとんど帰らない。どうなるかわからないから

ですよ。 

 ですから、そういう状況のもとで再稼働をさせる

ということは、電力の需要の問題でも、それから安

全性、防災計画と防災訓練、これができない以上は

再稼働はだめと。そこは市長も私も一致できるんじ

ゃないかと思いますが、どうでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） エネルギーが原発に頼らな

い世界というのは、まさに理想であります。そうい

った意味で、代替エネルギーが進んで、今現在でも

福島第１原発事故を起こしたあの４基ですか、既に

廃炉に決定をして、その分代替エネルギーで賄うと
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いうことだと思っております。 

 私は、再稼働ありきとか、ストレートに再稼働に

賛同するちゅうわけではもちろんありません。この

福島のこの事故を受けて、国も国の責任として、ま

た国のエネルギー政策を進める上で、厳しい、今度

は今までにうんと増した規制委員会というものを独

立した形で設けて、その、まあ科学者といいますか、

皆様の知見をもって審査をしていかなきゃならない

わけでありますから、安全性を大前提で私も申し上

げているわけであります。 

 それから、電力は足りたんだというお話がありま

す。確かに、この２年間は電力は何とか足りたとい

うことでありましたけど、これは、大きな要因は、

国民挙げて家庭や企業の皆さん方が節電に努力をさ

れたと。 

 せんだっても東京行きましたが、モノレールに乗

っても明るくなったら電気は消えます。まあ、考え

てみりゃあ今までそれだけ無駄をしてたということ

になりますが、企業や家庭の皆さんの節電に対する

意識の高まり、それは定着したということと、気候

に結構恵まれたと。比較的気候が緩やかだったとい

うことで、そういったことに恵まれたということも、

何とか電力不足を補われた大きな要因だと思ってお

ります。とりわけ企業に、私どもは目に見えません

けれども、企業におかれましては、昼間はみんなが

電気を使ってますからわざわざ夜間に操業すると、

昼間は休むと、そういった形での調整をしながら電

力不足にならないように努力をしてこられたと、そ

ういう面もあります。果たしてそういう稼働状況が

ずっと続くのか。それはできないと思います。 

 だから、そういったことにも配慮しなきゃなりま

せんし、代替となった火力発電は、まあ燃料費の増

大はもちろんでありますけれども、実際はもうどこ

もこのトラブル続きで、それで何とか、何と言えば

いいでしょうか、我々田舎の言葉やったらだましだ

ましと言やあいいんですかね、何とか繕いながら火

力発電を運転をしてきたということ、それから、足

りない地域は比較的余裕のある地域から応援の融通

を受けたということ等が相まって、何とか電力不足

が補ってきたということに、私たちはまたそういう

面も見なけりゃいけない。そしてこれ、そういった

形で電力不足は補ってきたのだから、問題なく解消

されたというふうに捉えてはいけないと私は考えて

おります。 

 したがいまして、原発のない世界は最も理想とす

るところでありますけれども、代替可能なエネルギ

ーが大いに普及すると言いますかね、大きな力とな

るまでは、一定の再稼働というのは、安全性が確認

されたならば、確保されたならばやむを得ない面が

あるんじゃなかろうかと思っております。 

 ただし、何回も申し上げておりますように、１基

でも早く、１基でも多く廃炉にしていくことはもち

ろん大事であります。 

○17番（東 勝巳君） まあ、気候の関係とかね、

節電も、それもあったでしょう。だけど、さっき言

ったように、九電の管内でも、小丸川水力発電は結

局使わなかった、余裕があったんですよ。足りない

んではなくて余裕があって、ほとんど100％稼働し

てないんですね。 

 それから、答弁がないんですけど、規制委員会が

仮にオーケーを出したとしても、この防災計画と防

災訓練が完了しなければ再稼働をしてはいけないと

いう点では、市長も同じ思いじゃないですか。 

○市長（田畑誠一君） 先ほどからお述べなってお

りますように、まずはその住民の防災対策ちゅうの

が大事なことは、もちろん同じ思いであります。 

 昨年、国がＵＰＺを30キロメートルとしたことを

受けまして、本市においても、県計画に基づいて、

市地域防災計画を本年５月に策定をいたしました。

また、要援護者避難支援プランも策定済みとなって

おります。避難計画については、県等の協議を踏ま

え、市全域を50キロ以遠への避難とした暫定計画を

継承する形で調整をすることとしております。昨年

も実際、50キロ以遠、南九州市までですか、私も行

きましたが、地元の金山の方やら土川やらみんな避

難で一緒に行ったところであります。 

 今後は、病院、福祉施設等の避難及び渋滞対策な

どの課題への対応も、防災訓練などの実施により、

実効性が高まるような努力をしていかなきゃいけな

いというふうに考えております。 
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○17番（東 勝巳君） その防災計画ですけれども、

普通の防災計画、例えば、地震とか津波とかね、そ

れから風水害、こういう災害は、どんな大きくても

１日か２日すれば帰ってきて復興に参加できるんで

すよね。原発は、今２年たっても帰れないという状

況ありますように、同じ防災、災害でもまさに異質

のものなんですよ。南さつま市に避難をしても、普

通の災害なら明くる日あるいは明後日は帰って災害

復旧できますけど、そこに何年も避難をしなくては

ならないわけですから、そういう体制ができてるの

かとかが一つですね。 

 それから、福島の経験で、ヨウ素剤はあったけれ

ども訓練をしてなくて全然使えなかったと、そして

甲状腺がんの子供がもう既に12名も発生してると。

それから、ヨウ素剤についても、数日前の規制委員

会の発表ですかね、３歳以下の子供のヨウ素剤は日

本にはないと言ってんですよ。ヨウ素剤をどんなふ

うに使うかということも、ヨウ素剤の確保も、ほと

んど見通しがない状況で再稼働したら、その責任が

問われることになりませんか。 

 だから、再稼働を認める立場に立っても、確固と

した防災対策、ＳＰＥＥＤＩの問題でも、ヨウ素剤

の問題でも、道路の問題でも。自家用車で逃げるん

ですからね。それから、滞在先の長期の滞在の問題

についても、それから、それを担保する訓練につい

ても、確固としたものをつくらない以上は、再稼働

はだめと言うべきじゃないですか。 

○市長（田畑誠一君） ヨウ素剤の話をされました。 

 ６月５日に原子力規制委員会が、原発から５キロ

圏内は事前配布、５キロ圏外は自治体が備蓄し、事

故後に学校や公民館等での配布を基本とする方針を

定めました。ヨウ素剤の服用のタイミングについて

は、原子力規制委員会が判断し、自治体が住民に伝

えるとされております。本市においては、この方針

に基づき、検討、調整を図りながら、ヨウ素剤の取

り扱いをしてまいりたいと考えております。 

 また、乳幼児に向け事前配布できる製品が国内に

ないことや、アレルギーや副作用等も懸念されるこ

とから、乳幼児や保護者等は早い段階での避難を始

めることを基本とした事前避難対策についても取り

組んでまいりたいと考えております。 

○17番（東 勝巳君） だから、ヨウ素剤にしても、

国内にないものもあるし、実際にどういうふうに活

用するかというね、点は、福島の経験から学んで慎

重に検討して、そういう訓練もして、原発でもし事

故が、原発も安全じゃないと言ってるわけだから、

もし万一の場合には十分対応できる、そういうヨウ

素剤の配備とか、道路の整備とか、滞在期間中の状

況とか。ＳＰＥＥＤＩにしてもどこに流れてるか。

飯舘村は、45キロ離れていたけど人が住めないとこ

になったんですね、そこに放射能の流れが行ったと

いうことなので。 

 だから、そういうこの福島の経験を活かした確固

とした防災体制と防災訓練を行って、何があっても

大丈夫と、そういうことが担保されないときに再稼

働はオーケーと言うことは無責任じゃありませんか。

そのことを聞いてるんです。 

○市長（田畑誠一君） 原子力の防災訓練につきま

しては、昨年８月、県、本市、薩摩川内市、阿久根

市のほか、陸上、海上自衛隊、海上保安部など、多

数の関係機関が参加し、緊急時通信連絡、災害対策

本部などを設置し、運営、広報、避難誘導、緊急被

曝医療措置、緊急時モニタリング等の訓練実施をし

たところであります。 

 本市では、羽島地区、旭地区の広域避難、スクリ

ーニング、除染等のほか、災害時要援護者の避難、

ＳＰＥＥＤＩによる放射性物質拡散予測の情報伝達

訓練などを実施したところであります。 

 本年度も、昨年度に引き続き、県、関係周辺市町

等による原子力防災訓練が計画されており、実施時

期として10月以降で調整をしようとしているところ

であります。 

○17番（東 勝巳君） 防災訓練はほんの一部の人

が参加しただけじゃないの。我々も20キロ圏に入っ

てるけど、何の話も聞いてないしね。 

 いざというときに必ずこの防災計画に基づいて避

難ができると、そういうことが確信できない以上は、

再稼働を認める立場に立ったとしても、今そういう

体制をきちっとして、訓練もして、万一事故があっ

ても大丈夫という担保のもとに再稼働を認めるとい
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うことにしなければ、住民のやっぱり命を守る姿勢

として無責任じゃないかと思うんですけど、現状で、

再稼働をオーケーを出して、事故があったときに対

応できるとお考えですか。 

○市長（田畑誠一君） 再稼働につきましては、先

ほどから申し上げておりますとおり、現代の国のエ

ネルギー政策上、代替エネルギーでは賄えない部分

があると、その部分について原発の再稼働というこ

とを、その分についてやむを得ないということを申

し上げているわけでありまして、その再稼働をスト

レートに何も認めてるわけではないんです。 

 その大前提は、何といいましても、今回の事故を

受けて原子力規制委員会における新基準がとても厳

しいものになっているはずであります。その基準を

クリアして、そして、最終段階で調整ができたら住

民の皆さんの意見を聞けと、理解をした上で再稼働

されるべきだというのを申し上げているわけであり

ます。 

 私はそのためには、期限を切るもんではないと、

保証をされん限りは期限はずっと続くんだと。急い

でやれということを言ってるんではありません。期

限を切らずに、限定せずに、厳正な調査をしてから

再稼働に踏み切るべきだということを申し上げてる

ところであります。 

○17番（東 勝巳君） 時間の無駄でした。 

 電力が足りてる足りていないという議論は、もう

お互いに並行線になりますからやめますけど、私は、

小丸川の問題を捉えても余ってると、これまで余っ

てたと、そういう余裕はあるというふうに思ってい

るんですけど、今僕が言ってるのは、再稼働を許し

て事故が発生したときに、市民の安全が、防災訓練

も含めて確固として確保、心配要らないという体制

ができないうちは再稼働はだめと、そういうふうに

立場に立つのが市長の立場じゃないかなと思うんで

すけど、それも、そういう見地にはなかなか立てな

いということですか。 

 それから、再稼働した場合、これは今までもあっ

たんですけど、使用済み核燃料が出て、結局これは

全国でもう数年で使用済み核燃料の置く場所がない

と。六ヶ所村の再生可能エネルギーは1993年からも

う20年ずっと２兆円を超す金をつぎ込んでるけど、

まだここは機能しないと。プルサーマルを使った、

この夢の原子炉と言われたもんじゅも、結局これは

もう、こうも長いことやったけど使い物にならない

と。 

 そういう原発の事故以前に、原発を動かしていく

と結局、先々は使用済み核燃料も始末ができないと、

まさにそのトイレなきマンションと言われているん

だけど、こうやはり先行きも見えないような原発を

進めていってはならないと私は思いますが。 

 防災訓練の問題でも、まあここで何と言われても

ね、市民の皆さんは、事故が起こったら大丈夫と思

うてる人はいないと思いますよ。だから、そういう

体制を整えない以上は、これは再稼働にはオーケー

を言わないというふうな答弁は難しいですか。 

○市長（田畑誠一君） 訓練につきましては、先ほ

ど申し上げましたとおり、昨年もいたしました。も

ちろん十分ではないわけでありますが、今年も引き

続き10月以降をめどに訓練を計画をしているところ

であります。 

 言うまでもなく、この災害に、万一に備えての訓

練というのは、先ほどからお述べになっておられま

すように非常に大事であります。ただ、その前に、

とにかく、まず原発の運転再開自体を安全性の確保

を十分に踏まえた上で、福島事故の問題点を踏まえ、

安全基準が相当高められていると思っております。

また、規制委員会は独立した機関として設置がなさ

れ、科学的見地から新しい知見を反映させるのが責

務であります。まずは、規制委員会において、期間

にとらわれることなく安全性について厳格な議論、

審査がなされることが第一だと考えております。 

○17番（東 勝巳君） 時間がありませんから、ち

ょっと先へ進みます。 

 まあ、原発の問題は引き続き議論をするとして、

２番目の子供の医療費を中学校卒業まで無料にでき

ないかという質問なんですけど、同僚議員の質問に

先ほども答弁がありましたが、少子高齢化社会の進

行が大きなこの社会問題になっておりまして、今、

少子化対策の一つとして、全国で子供医療費の助成

制度の拡充が進んでます。 
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 子育て真っ最中の若い世代は、非正規雇用の比率

が高く、所得も少ないのが現状と、生活が厳しい状

況です。子供たちの命と健康を守るためにも、また、

安心・安全な子育て環境のためにも、この子供の医

療費の助成制度を充実させることは必要なことです。 

 全国で一番進んでいるのは群馬県。中学校卒業ま

で病院の窓口負担が全くない。鹿児島県は、後から

補助をくれる償還払いですが、群馬県は窓口ゼロと

なっています。その結果、子供たちの重症化を防い

でいる効果が上がっているというふうに報道されて

います。 

 鹿児島県では、先ほど答弁にありました、15自治

体が中学校卒業まで無料です。市で言いますと７市

ですけど、しかし、19市のうち、鹿児島市は今年か

ら小学校卒業まで無料になります。それから鹿屋、

姶良も現在小学校卒業まで無料。指宿が小学校３年

までかな。そうしますとね、もう11市がいちき串木

野市の水準よりも高い医療費助成を進めているんで

す。 

 もう一つは、市長が先ほど言ったようにね、これ

は地方の問題じゃなくて国政が取り組むべき課題だ

と、私もそう思います。しかし、過去の例で言いま

すと、京都、大阪、東京など、革新自治体がずっと

広がった時期がありました。そのときに、地方から

老人医療の無料化を進めて、結局国がもう全国の老

人医療の無料化をせざるを得なくなった、そういう

歴史があります。で、子供の医療費についても、将

来的には国が腰を上げるべきなんだけど、やはり地

方でそういう努力をすることが国政の変化に影響を

与えると。そういう点で、本市でもぜひ医療費の改

善をしてほしいと思って。 

 で、鹿児島県の場合は、全部償還払いです。だか

ら、群馬は窓口負担ゼロですけど、就学年までとい

うのは県下でも非常におくれた内容ですけどそれを

小学校卒業までするとか、ほかの市はしないけど償

還払いをやめて。きのうも何か市長が発言、補助金

は使い勝手のいいものがいいとおっしゃった。償還

払いというのは、後で一、二カ月かけて手続をして

返ってくるということなので、窓口で無料化をする

と、そういう先進地にしてはどうですか。年齢改善

もできない、償還払いも改善できないということで

すか。 

○市長（田畑誠一君） 中学校卒業までこの医療費

の無料化についてであります。 

 先ほど宇都耕平議員の御質問にお答えをいたしま

したとおり、私は、これは少子化対策として、子育

て支援として、国の責任において取り組むべき施策

だと考えております。したがいまして、これまでも

市長会等で強く要望はしてまいりました。 

 少子化対策、子育て支援としては、本市において

重要な課題であることから、本市独自の未来の宝子

育て支援金給付事業、これはもう平成18年１月１日

からしておりますが、それから、子育て団地事業、

定住促進対策事業など、さまざまな政策に取り組ん

でおります。乳幼児医療費制度につきましては、前

回の選挙のマニフェストに基づきまして、平成22年

４月から小学校就学前の児童の医療費を市で助成す

ることといたしました。 

 仮に義務教育終了まで無料化することになります

と、新たに4,300万円の財源が必要となります。医

療費助成の拡大につきましては、子育て支援全体の

政策の中で考えていきたいというふうに思います。

したがって、本市の財政状況や県内の動向ももちろ

ん踏まえながら、今後検討をしてまいります。 

○17番（東 勝巳君） つまり、就学前までを小学

校卒業までするとか中学校卒業までするとか、それ

もできないと。それから、償還払いを窓口負担ゼロ

にする、それもできないと。そういうふうに今の答

弁を聞いてよろしいですか。 

○市長（田畑誠一君） これは、少子化対策、子育

て支援の一環であります。大切な部分でありますが、

先ほど来申し上げておりますように、少子化対策、

子育て支援というのは、全体的な立場で捉えること

も大事だと思います。他市がしてない第１子２万円

と第２子３万円、第３子以降10万円とか、こういう

制度を本市はしてるわけであります。 

 だからといって、この無料化がやる必要はない、

そんな意味じゃあ全くありません。そういったこと

をしながら、今後財政の状況も考えながら、できる

だけそういった形で子育てしやすいような環境をつ
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くることが大事ですから、これまでのことを踏まえ

ながら今後検討していきたいと申し上げてるところ

であります。 

○17番（東 勝巳君） まあ、現状のままで当分は

行きたいという答弁だというふうに聞いておきます。 

 ちょっと先ほどの質問と角度を変えていたんです

けど、民主党政権が１カ月２万6,000円の子ども手

当を公約して、まあ公約違反で民主党はもうちょっ

と影が薄くなっていますけど、これの財源措置とし

て年少扶養控除の廃止があったんですよね。で、税

務課長は来ていないけど、僕が聞いた範囲では、鹿

児島市は９億円ぐらいですけど、本市の場合は

9,000万円ぐらい年少扶養控除が増収あると。で、

これは国のほうでは、子供関係のものに使ってよろ

しいという指導があるやに聞いていますが、どうい

うふうになってますか。年少扶養控除の増収額とそ

の使い道。 

○税務課長（下迫田久男君） ただいまの年少扶養

控除の影響額といたしましては、市県民税合わせて

9,000万円です。そういう御理解いただきたいと思

います。 

○財政課長（中屋謙治君） この扶養控除の使途に

つきましては、ちょっと詳しい情報を持ち合わせて

おりませんので、またわかった段階で答弁させてい

ただきたいと思います。 

○17番（東 勝巳君） 私は窓口で税務課長に聞い

たらね、まあそれはそうなんだけど、この地方税が

増収になったら基準財政収入額が増えるわけですか

ら、まあ鹿児島県は全市町村が交付団体ですから、

その75％は交付税で減額されるから、あと25％は自

由に使えるというふうに言われていますけど、そう

じゃないみたいですよね。 

 これは、じゃあ鹿児島市の議事録見たんですけど

ね、こういう、これまで年少扶養控除の本市での増

収分が９億3,000万円となったことが明らかになっ

たと。年少扶養控除廃止の地方増収分の扱いについ

て、国の考え方及びそれに基づく、本市というのは

鹿児島市でね、本市の考えをお示しくださいという

質問をして、それに対する答えがありますけど、年

少扶養控除の廃止に伴う地方財政の増収分について

は、国から児童手当における地方負担の増加や地方

の自由度の拡大に合わせた子育て関係事業の一般財

源化の実施等に充てると指示されておりという答弁

ですけど、違うですね、そういう基準財政収入額で

カットされるというふうには言ってないですよ。そ

の辺がどうですか。 

○財政課長（中屋謙治君） ただいまの件につきま

して、先ほども申し上げましたように、ちょっと詳

しい情報を持ち合わせておりません。精査をする中

でわかった段階で答弁をさしていただきたいと思い

ます。 

○17番（東 勝巳君） まあ、私が今読んだのと同

じであれば、市長が今4,000万円と言ったけど、

9,000万円増収になってんだから、その半分使えば

十分賄えるんじゃないかというふうに思うんですけ

ど。それはもっと調べないとわからないということ

のようですけど、財政、それが、今私が言ったのが

正確であれば、財源は十分あるというふうに思いま

すから、検討してください。 

 それから、次は税金の滞納と補助金の支給ですが。

これはいろいろ、例えば、最近私もして、例えば住

宅リフォームとか、まあ補助金はたくさんあります

よね。農政関係で前に農家から、補助金もらいに行

ったら滞納があるからもらえなかったと言って非常

に苦情を聞いたことがあるんですけど、もう補助金

がほとんど、滞納をしてる人には対象にならないと

いうことになっているのか、ちょっとお伺いしたい。 

 それから、滞納とは何なのか、国保税も滞納なの

か。その税金の滞納というのは何のことを言ってる

のか。それから、１年滞納とか何カ月期限を過ぎて

とかありますね。そういう点はどうなのか、その辺

も含めて答弁をお願いします。 

○市長（田畑誠一君） 税金の滞納と補助金の支給

であります。 

 補助金等の交付制限につきましては、税負担の公

平性確保の観点から、乳幼児医療助成費などの扶助

費、遠距離通学費補助金など教育的配慮が必要なも

の、各種健診助成金など個人の生活に著しく影響の

ある補助金等を除き、平成19年10月から実施をして

おります。つまり、言葉を変えますと、個人の生活
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にかかわることはしてはいけない、それからまた、

教育的な補助金については配慮をしたいという、こ

ういうことは、こういう面は除いております。 

 今お述べになった御質問の分につきましては、市

税滞納者に対する交付金の制限をしてるということ

であります。これは、対象としましては、定住促進

対策補助金、それから、未来の子育て支援金とか合

併処理浄化槽設置整備事業補助金とか農業用ハウス

設置補助金等に加えて、今年度新しく創設しました

竹林改良促進支援事業補助金、それから、ずっと言

ってこられました住宅リフォーム事業補助金など、

合計21の単独補助金等が対象になります。 

○17番（東 勝巳君） 過去にはね、これはなかっ

たと僕は記憶しているんだけれども、滞納といって

もね、国保税でよく言われますよね、悪質滞納者に

ついては保険証をやらないとかありますけどね、滞

納といっても、やはり失業とか病気とかいろんな事

情で滞納する人いますよね。 

 だから、そういう人と納めることができないのに

払わないという人を全く一色たんにしてね、この滞

納があるから補助金はやらないというのは、地方自

治体としてはまずいなと。やっぱり補助金は、そう

いう特別な悪質な人でなければ滞納があってもやっ

て、そして、税金のほうも説得をするというのが私

は民主的な税務行政だと思うんだけど、そういう圧

力で押さえ込んで、税金もとる、補助金も出さない

というやり方はベターじゃないのじゃないかと思う

んですけど、やっぱりそういうやり方が有効なんで

すか。 

○財政課長（中屋謙治君） ただいまのこの税金の

滞納の関係ですが、国保の関係あるいは介護の関係、

こういった特別会計の滞納については除いておりま

す。そういうことで、考え方としては、先ほど市長

も答弁しましたように税負担の公平性という、こう

いう観点からこのような取り扱いをしておるところ

でございます。 

 終わります。 

○17番（東 勝巳君） あんまり時間がないから限

って言いますけど、私は先日ね、竹林改良で１円補

助金が出るということで持って行きました。 

 軽トラックは積載量300キロなんだけど、ちょっ

とオーバーで400ぐらい持って行ったけど、400キロ

持って行って2,800円なんですよね。2,800円で、ま

あもらったんだけど、補助金をもらうためには、補

助金が2,800円だったら400キロだから、400円なん

ですよ。400円もらうために役所に手続をして、そ

の上に滞納があるからだめと言われたら、もうそん

な400円もらうためにそんな面倒したくないという

ような気も。市長が言う、補助金は使い勝手なこと

言うけど、それは使い勝手がいいということにはな

らない。 

 それから、何か１万円未満が何とかというのがあ

りますけど、竹林改良はそう一遍に、もう自分でや

って、もう400キロ持って行くの大変なんですよ。

だから、半年とか長々それでやったけど、本当年間

でやっぱりそれは１万円を超すことになるかもしれ

んのですけど、ほいで１万円以下だったらまた返さ

ないかんのかなと、滞納のある人はね、思いますけ

ど。 

 こん前、古川さんとこ行ったら、今度は市のほう

が１円補助をするとしたら、おやしたんどっていう

ことでした。ほいで、補助が出るようになったんだ

から、そんとこで、医療費じゃないけど窓口で１円

プラスして８円でお金をもらうと、その竹林改良す

る人もやっぱりうれしいし、それから、業者も利用

量が増えるとそれがまた利益になるから、業者も１

円増えたからもっと気張れとかね、そういう波及効

果があると思うんだけど、400円とか500円の補助を

もらうためにね、わざわざガソリンを使って、ガソ

リンも高いです、今。役所に来て手続をして、そう

いう補助のあり方が本当に里山改善に役立つのかな

と私思うんですけど、やっぱりそこまではみんなも

う、私もそんな気がしたんですよ。ただ400円もら

うために、もう面倒な手続はしたくない。 

 だから、もっとそういう点を考えてほしいし、そ

れから、住宅リフォームもですけど、竹林も、例え

ば竹林だったら竹山を持ってる人に説明会をしまし

たか。リフォームは左官さんとか大工さんとかそう

いう人集めて説明してるんですか。ちょっとそれを

教えてください。 
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○市長（田畑誠一君） その住宅リフォームのこと

は担当課に説明いたさせますが、この竹林補助につ

きましては、議会の皆さん方からの要望もあって、

今年から新しく始めた制度であります。額自体は低

いですけれども、これで里山、竹林の整備が整えら

れたら、さらにまた、そのことがきのう質問があっ

た有害鳥獣駆除の防除といいますか、にもつながる

という思いで今年からスタートをさせていただきま

した。 

 何といいましても、この市の税金がやはり財源で

すので、公平性の観点ということに意を用いなけれ

ばいけません。したがいまして、そのチップ工場で

直接交付をしていただくようにお願いをするのも一

つの方法だと思いますけれども、それでは当然、今

度はまた、チップ工場の皆さんであっても、それは

手間がかかることであります。やっぱりそれには事

務的な手数料というのも別途必要になるんじゃなか

ろうかなということも予測をされます。 

 したがいまして、面倒ですけど、複数回、何回も

持って行っていただいてまとめて申請するなど、そ

のほうがまたお金にもなりますので、どうか、もと

もと東議員さん言いだしっぺでありますので、その

辺はひとつ、御面倒ですがまとめてお出しいただき

たい。そのほうがまた収益にもなります。その辺御

理解いただきたいと思います。 

○農政課長（満薗健士郎君） 竹林の関係の皆さん

へのお知らせということでございますけれども、こ

の補助金につきましては、４月の冒頭でお知らせ版

で広報をいたしております。そして、また再度、７

月の広報でももう一遍広報することと計画をいたし

ているところでございます。 

○都市計画課長（久見瀬博行君） 住宅リフォーム

のお知らせについてでありますけど、これにつきま

しても、ホームページとお知らせ版で掲載をしてお

ります。 

 以上です。 

○17番（東 勝巳君） 私はね、竹林もいいことだ

って評価してるんですよ。市長が言うように、補助

金は使い勝手のいいようなやり方をせんといかんの

じゃないかというふうに思うんですけどね。 

 竹林家を集めて、これは１円だけど里山保全で、

イノシシの鳥獣害とかそういうのを防ぐと、そうい

う位置づけで、竹林を持ってる人とか指導していろ

いろ里山改善をやると、そういう構えがないんじゃ

ないかと。それからリフォームも、鹿児島市は前の

日から並んだちゅうんですよね、制度が始まったら。

それはやはり、そういう関係者に説明をして、それ

がみんな行き渡ってあれじゃろう。 

 何かもう竹林にしてもリフォームにしても、まあ

何というかな、官僚的というか、やっぱりその補助

金を活かして地域経済を活性化するというふうには

思っていないんじゃない。まあ前に言えば、ずんば

い来て予算のまた組まんなあんで、あんまりたくさ

ん来んほうがよかという思いがあるのかなと思った

りもするんだけど、そうじゃなくて、やっぱりそれ

を通じて地域経済を活性するとか、それを通じて里

山を改善するとかね、そんなふうなあれが伝わって

こないと。 

 それから、この竹林のやつでもね、領収書を持っ

て来ないかん。領収書は、業者に私たちが領収出す

んですよ。領収はないじゃない。領収は業者が持っ

てるわけで。業者からお金を７円もらうんだから、

その領収はこっちが出すんだから、その業者にやっ

た領収を持って来いちゅうの。そんなのがあるもん

ね、そんなのが。何かもうわけのわからん、もう１

円もらうのに本当面倒くさくて、もうやめてくれと

言いたいな。 

○農政課長（満薗健士郎君） 領収書ということで

はございませんで、出荷伝票の写しということにな

っております。 

○17番（東 勝巳君） 領収書になっちょっが。 

○農政課長（満薗健士郎君） で、まあ領収という

のは事業者のほうからの発行、事業者のほうがお金

をお支払いされるということでございますので、出

荷者のほうに残るのは出荷伝票という形になります

ので、そちらのほうを提出していただくことになり

ます。 

 それとあわしまして、先ほどお知らせのことで申

し上げましたけれども、そのほかに、チップ工場の

ほうには別途大きな張り紙をいたしまして周知も図
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る予定でございます。 

○17番（東 勝巳君） とにかく、補助金を出すん

ですから、やっぱりそういう補助金が活かされるよ

うな、林家に行ってここをこうすればいいんじゃな

いとかね、そういう実際の効果を。 

 まだたくさん来てないんじゃないですか。何件来

てますか、竹林。 

○農政課長（満薗健士郎君） 現在、１人の方が納

入されている状況でございます。 

 以上です。 

○17番（東 勝巳君） いや、僕はしてないから。 

 市長、少し考えてくださいよ。あのね、薩摩川内

の議員に会ったらね、薩摩川内は２円だというんで

すよ。倍なん。まあ倍ぐらいにして、役所に手続す

るのも負担にはならぬようにちょっと改善してくだ

さい。要望しときます。 

 あんまり時間がないから、次は鍼灸、マッサージ

助成。 

○議長（下迫田良信君） 東議員ちょっと。 

○17番（東 勝巳君） はい。 

○議長（下迫田良信君） ここで申し上げます。本

日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこ

れを延長いたします。御了承ください。 

 なお、ここでしばらく休憩をいたします。 

             休憩 午後４時53分 

             ───────── 

             再開 午後５時03分 

○議長（下迫田良信君） 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

○財政課長（中屋謙治君） 先ほど答え保留してお

りました、年少扶養控除の関係でございます。 

 一般財源からの関係でございますが、市県民税、

影響額が9,000万円ということで先ほど影響額答弁

したかと思いますが、このうち市民税分がおよそ

5,700万円かと思います。影響額5,700万円でござい

ますが、これにかかわります一般財源化、25年度が

子宮頸がんの防止にかかわりますワクチンの関係、

それから妊婦健康診査、これが全額公費で見られる

ようになったという、こういったことがございます。

この部分が、25年度分だけで1,600万円余りでござ

います。 

 24年度までに児童手当、この地方負担分、こうい

ったものが4,500万円ほどございましたんで、合計

しましていうと、一般財源化の影響額が6,100万円

余りという、こういうことで財源の調整はされてお

るという、こういうことで御理解いただきたいと思

います。 

 終わります。 

○17番（東 勝巳君） もう時間がないからあれで

すけど、私がわからんかったんは、基準財政収入額

でその75％をカットされるのかということを聞いた

んだけど、そうじゃないみたいですね。まあ、それ

はちょっとまた後で教えてください。 

 補助金はね、やっぱりもっと心がこもることをし

てほしいですね。住宅リフォームにしても竹林にし

ても、関係者に説明をして補助が生きるようなあれ

を、この制度でこんなふうに何カ所里山がきれいに

なったとか、そういう実績が残って、補助金を受け

た人が喜ぶような施策をやってほしいです。これは

要望しときます。 

 それから次、鍼灸、マッサージの助成ですけど、

これも、私が住宅リフォームよりもたくさん質問し

たんですよね。もう時間が。したんだけど、なかな

かほげずに、これはもうたしか県下で一番最後だっ

たと思う。塚田さんが踏み切ったけど。 

 踏み切って、人並みに鍼灸助成を始めたんだけど、

もう内容がまた非常にお粗末で。 

○議長（下迫田良信君） 東議員、ちょっとマイク

を入れてください。 

○17番（東 勝巳君） これ。 

○議長（下迫田良信君） もうちょっと上に。 

○17番（東 勝巳君） はい。 

 お粗末で、結局病院に行ってる人はだめというこ

とだった。あと、鍼灸師さんに聞くとね、もう65歳

になって病院に行かん人はおっとかいちゅう言う人

もいるけど、病院に行った行かないをどうして判断

するのかなというのもあるんですけど、今この鍼灸、

マッサージの券がもらえますよね。あれを受け取っ

てる人は何人いますか。予算はどのくらい使ってい

ますか。 
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○福祉課長（東 浩二君） 現在、平成24年度の実

績でございますけれども、延べで972人の方が利用

されていらっしゃいます。972人です。金額として

は、58万3,200円というような実績になっておりま

す。そして、利用者の実数でございますけれども、

43名ということでございます。 

○17番（東 勝巳君） 43名。 

○福祉課長（東 浩二君） はい。 

○17番（東 勝巳君） 43名の人が970回使ったこ

と。 

○福祉課長（東 浩二君） はい。１人当たり年間

60回までは利用できるということでございますので、

そのようなことでございます。 

○17番（東 勝巳君） もう大体高齢化率が30％超

えたというから、まあ9,000人ぐらいいるのかな。

そのうち今43名しか適用してないちゅうのは、まあ

少ないと思うんだけど、やっぱりよそ並みに、そう

いう医者に行ってる人はだめと言わないで適用でき

ないもんですか。そうすると相当大変なのかね、役

所のほうは。 

 こんなふうに制限してるところはあるのかどうか、

まあ調べていないんだけど、いちき串木野だけじゃ

ないかなと思ったりしてるんですけど、やっぱり医

者にも行って、そして鍼灸も併用。病院ではそうい

う病院があるんですよね。鍼灸もあわせて治療して

早く健康になるということもあるんだけど。医師の

証明があればと言ってもね、医師は証明を出さない

し。出さないと思いますよ。だから、病院に行って

る行かないの判断もなかなか難しいんじゃないかと

思うんだけれど、それを外してもらえないかという

のが質問です。 

○市長（田畑誠一君） はり灸及びマッサージ施術

料の助成制度の改善についてであります。 

 本市の制度では、入院、通院をしている方につい

ては、主治医と十分相談の上、医療保険を活用して

いただくこととしております。他市の状況を見ます

と、対象者について国保被保険者並びに後期高齢者

医療対象者に限っているところや、70歳以上などの

年齢制限を設けているところもあります。 

 また、本市の利用状況は、平成24年度の利用者実

数が43名で、58万円の助成を行っているところであ

ります。入院、通院という制限を撤廃いたしますと、

現在の予算額は90万円ですが、実績は58万円ですね。

90万円ですが、これをこの入院、通院の制限を撤廃

しますと、1,450万円が見込まれます。したがいま

して、現在の16倍ぐらいにかさむことになります。

現在の厳しい財政状況から見ますと、現段階では厳

しい状況だと考えております。 

 先ほどの子育て支援の話とやっぱり同じように、

私は思うんですけど、全体でこれを捉えるべきだと

思っております。今、この高齢者のこの福祉に関し

ましては、鍼灸の助成はもちろんですけれども、そ

のほかに、訪問給食サービス事業とか、生きがい対

応型デイサービス事業とか、寝たきりの方々への介

護手当の支給事業など、総合的に実施をしている面

もございます。御理解をいただきたいと思います。 

○17番（東 勝巳君） 90万円組んで58万円しか使

ってないわけでしょう。という説明でしたけど、医

師の証明で券をもらってる人はいますか。 

○福祉課長（東 浩二君） 医療機関からの証明を

もらって、そして鍼灸マッサージを行っている者が

いますかというようなことで、これは年間900件ぐ

らいそういう実績があるようでございます。 

○17番（東 勝巳君） 人員は。 

○福祉課長（東 浩二君） 人数は。失礼しました。

ちょっと先ほどの訂正いたします。月66件平均で、

年間792件というようなことでございます。人数に

ついてはちょっと押さえておりません。件数で押さ

えております。 

○17番（東 勝巳君） 件数。全体が四十何名です

からね。 

 今のところ改善はちょっと難しいということです

かね。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど申し上げましたとお

り、他市の例もいろいろ申し上げましたが、入院、

通院をしておられる方につきましては、主治医と十

分相談をしていただいて医療保険を活用していただ

きたいというふうに思います。 

 今の改善の話でありますが、先ほど申し上げまし

たとおり、高齢者の福祉施策として訪問給食サービ
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スとか生きがい対応型デイサービス事業とかいろい

ろ申し上げましたが、高齢者福祉政策全体としてい

ろんな角度から支援を、助成をさせていただいてお

ります。現在のそういったことも考え、現在の財政

状況から見れば、しばらくこの状況で。まあ、この

状況を御理解いただきたいと思います。 

○17番（東 勝巳君） もう制度始まって古いです

から、やっぱり検討して、改善のできるところは改

善をしていただきたいというふうに思います。 

 それから次は、このダイオキシンの関係ですけど、

ダイオキシンは青酸カリの１万倍の急性毒性がある

というふうに書いてありますが、もともと戦争で米

軍が使った、これ枯れ葉剤に含まれているとか、多

くのこの胎児に奇形の原因となったとか、高い発が

ん性があるということで、国でそれが、このダイオ

キシンを少なくする対策をいろいろやっておりまし

て、平成11年７月にダイオキシン類対策特別措置法

ができて、平成12年の１月15日から運用をされてい

ます。 

 その中に、ダイオキシン類に関する検討体制の整

備とか、健康及び環境への影響の実態把握、国民へ

の的確な情報提供と情報公開と、それから、汚染状

況の調査測定義務というのがあって、特定施設の設

置者に測定を、これは大気、水質、底質、土壌、こ

ういうものの測定、土壌にあっては調査指標以上の

場合は必要な調査を実施することとしていますとい

う、いろいろこの法に基づく対応、情報公開とか調

査義務がうたわれていますけど、この串木野環境セ

ンター周辺の、これは主に環境センターでダイオキ

シンが出るんだけど、塩化ビニールを燃やすとダイ

オキシンが出ると言われていますが、この表で見ま

すと、楠原の山林が一番高いんですね。32ピコグラ

ムちゅうんですか、わからないんですけど。それか

ら、その次に高いのが福薗地区の水田。これは32ピ

コグラムですかね。それと、ここは環境センターの

周辺の数字ですけど、荒川の水田とかえびすヶ丘公

園の測定なんかでは、えびすヶ丘は1.5と、20倍高

いんですね。環境センターの関係だと思うんだけど、

その福薗の水田とか楠原の山林とかは20倍ぐらい高

いわけですけど、聞くところによると、人の健康へ

の影響という点では基準がどうこうということはな

いわけですけれども、同じ市内でやっぱ環境センタ

ーの周辺がほかのところからさらに10倍、20倍高い

というのは、やっぱりこれは基準がどうであれ問題

があるんじゃないかというように思います。 

 それから、この法律ではね、今言ったように、大

気、水質、土壌とありますけど、これはほとんど土

壌ですかね。山林、畑地、畑地、水田と。で、私が

思うに、これが福薗地区の水田であれば、水質は、

水田をするなら環境センターの下の環境センターの

北側の水田ちゅうのがあるんですよ。北側の水田は

ね、近いけど、煙突から降ってくるダイオキシンが

影響あるでしょうけど、水は関係ないんです。水は、

北側はもっと上流のほうで頭首工井堰があって、そ

れでとるから、ずっともっと下流のほうが今の最終

処分場の堆積場の影響を受けるんですね。と、福薗

のその田んぼというのは、これは何か19年度から要

望があり測定箇所にしたっていうんだけど、環境セ

ンターの関係じゃ大六野川に井堰が、センターの下

流に三つぐらいありますかね。ここの水質、ここの

田んぼの調査をしなければいけないけど、ずっとも

う下流のほうのここは田んぼになってる。下流でも

32と高いんですけど、検査地点が、我々が見ておか

しいと。 

 それと、今度市来にも最終処分場、まあ25億円ぐ

らいかけるんですかね、大規模なのをつくりますけ

ど、それもその水の流れはちょうど芋ノ原に、今度

は伊倉ケ迫の水源が塩が出るということで、川上か

ら水を揚げてこっちに流すんですけど、市内に。今

したんですけど、ここんところは、今の市来の川上

の最終処分場のすぐ下ですよね、伏流水なんだけど。

まあ安全であればいいけど、福島のこの放射能、貯

水槽で地下につくった貯水槽は二重にゴムシートを

したけど全部漏ってるんですね。漏って今もうあそ

こは全部使っていないんですけど、この今の環境セ

ンターのゴムシートも二重じゃないと思うんですよ。

敷いてあるんだけど、底が破れて漏ったとしても、

下の水質を調査しなければわからないわけですね。 

 ですからやはり、すぐ下流の水質とかすぐ下流の

水田とか、こういうのを検査しなければ対象になら
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ないと。しかも、ずっと下流の福薗のこれは非常に

高いわけですから、もっと近くはもっと高いんじゃ

ないかという、まあ類推ですけどね、なんだけれど、

どうしてこのようになってるのか。 

 ほんで、こん前予算委員会で言うたら、地元の団

体が要請しないと検査はできないということだった

んですけど、この環境センターの関係でこういう水

田やら山林が高い数値を示しているという指摘する

わけだから、その要望がなくても、市の環境行政の

側が相談をして、そこをやはり調査すべきじゃない

かというふうに、私思うんですけど、その辺はちょ

っとよくわかりません。 

 そして、これはもうほとんど水質じゃなくて土地、

土壌だけだけど、水質とかそういうのは検査しない

でいいのかというのは、この法律のダイオキシン類

対策特別措置法に基づく調査公開だと思うんだけれ

ど、水質とか大気とかというのはないですね。その

辺を説明を。 

○生活環境課長（住廣和信君） ダイオキシンの関

係でございますが、今議員お持ちの資料につきまし

ては、これは土壌の調査をいたしました結果であり

ます。で、土壌のサンプリングした場所といいます

のも、今仰せのところであります。 

 で、水質につきましては、環境センターの処分場

があります、そこから出ます放流水、要するに川に

流す寸前の水、そこのダイオキシンの調査を行って

おります。それと、大気に関しましては、環境セン

ターから出ます煙突のところで排ガス、これの測定

が義務づけられておりまして、これについても調査

を行っております。 

 それで、確かに地域性がこのダイオキシンについ

てありまして、先ほどおっしゃられましたように荒

川とかえびすヶ丘で引っかかったりとかありますけ

れども、これは地域のその土壌の特性によりまして

高いところもあれば低いところもあるということで、

多少変動があることはありますが、経年的に見てい

きますと、過去におきましても、高い30を超える数

値もありますし、低いところでもあります。今の福

薗の地区のところにおきましても、32というのもあ

りますけれども27という部分も出てきますし、鏑楠

の山林につきましても26とか21とかいう数字で変動

がございますので、まあ長年で見ていきますと大き

な変化は出てないと。 

 それから、放流水につきましては、串木野の最終

処分場の放流水で言いますと、これは非常に数字が

細かいんですけれども、平成24年度の８月に調査を

しておりますけれども、0.000054というぐらいの非

常に少ない値が出ておりますので、議員の御心配に

なっておられます体への影響というのは考えにくい

と。 

 まあ、ここにおきますところの基準といいますの

が大体1,000ピコグラムが環境基準になっておりま

すので、これに対しまして先ほどの福薗地区が32と

いうぐらいでありますので、まあ1,000の中の32と

いうことで、非常に少ない値だというふうにこちら

としては考えているところであります。 

 以上です。 

○17番（東 勝巳君） まあ、高い低いもですけど

ね、やっぱ環境センターに一番近いところ、一番影

響のあるところを何ではからんのかなと。大六野川

の水質とか。大六野川の中に井堰が三つかあります

よね。そこが一番近いんだから。それから、環境セ

ンターから、ゴムシートを敷いてあるけど、福島の

例じゃないけど、それが破れたらどこに出てくるか

わからんでしょう。だからそういう点では、下流の

水質とか土壌とかね、そういう直近のところを調査

しないと、ダイオキシンの実際の状況はつかめない

んじゃないかと思うんだけど、そういうのはちょっ

とおかしいのかな。遠いところを調査して。 

○生活環境課長（住廣和信君） 水質につきまして

は、ただいま申し上げましたように、放流水、一番

近いところでの計測を行っておりますが、それ以外

にも、地下水としまして、放流水の大六野川の上流

側と下流側のほうで２カ所でダイオキシンをはかっ

ておりまして、その数値につきましては、上流側と

下流側において差異のない数値が出ておりますので、

これについては地下水への影響はないと、出ていな

いんではないかというふうに考えているところであ

ります。 

○17番（東 勝巳君） 希望しない調査はできない
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とおっしゃってるよね、何か団体のあれが。それは、

環境行政のほうがやっぱりそういう場所を選定して、

納得のいくような、この遠いところじゃなくて近い

ところをはかっていくというのが必要じゃないのか

なと。何も地元から要望がなくても行政の側として、

そういう危険性があるかないか調査をするべきでは

ないかと思うんですけど、御意見ありますか。 

○生活環境課長（住廣和信君） 串木野の環境セン

ターを設置するに当たりまして、生福地区、冠岳地

区の自治公民館長さん、それから婦人会長さん等含

めました環境センター周辺協議会というものを設置

しておりまして、ここの設置の段階で、やはりその

ダイオキシンの問題とか、先ほどおっしゃられまし

たように、法定で計測する検査と、それから、自主

的に任意で行う検査があります。で、その辺につき

ましては、周辺協議会の中でどこをはかるかという

ことを、まあ当然行政としてはからなければならな

い部分もありますので、それについてはどこのポイ

ントがいいかというような部分で協議会と協議をし

て決めさしていただいていると。それと、任意の部

分につきましても、やはり地元のほうからの要望と

いうことでそのポイントを決めて、こちらのほうで

採取をしていると。 

 それで、個人からの要望でできないかということ

につきましては、先ほど申しましたように、やはり

その周辺協議会というものを立ち上げておりまして、

周辺協議会の中で、先ほど出ましたけれども、福薗

の水田については、やはりここもはかったほうがい

いんではないかという部分から、地元の要望を取り

入れましてはかっているところでありまして、こち

らとしましても、やはりその地元からの要望があれ

ば、当然それに対応するだけのことはやっていきた

いというふうに考えておりますので、そういったと

ころにつきましては、周辺協議会を通じて出してい

ただけるのが一番ベストではないかというふうに考

えております。 

 以上です。 

○17番（東 勝巳君） もう時間がないですが、あ

のね、地域の公民館の皆さんじゃ知らない。知らな

いし、こういう表もね、もらったことないです。僕

にくれちゅうか、まあ今度やるんだけどね。 

 もっと情報公開で、その関係の地域の人たちがわ

かるようにやっぱりして。そうしないと協議会でも

意見は上がってこないと思う。知らんて言ってます

から。今後検討してほしいというように思います。

よろしいですか。 

○生活環境課長（住廣和信君） ただいまのその資

料につきましては、先ほど話しました周辺協議会の

ほうから要望がありまして、周辺協議会の委員の皆

さん方はお持ちです。といいますのがやはり、その

構成されておられますのが自治公民館長であり婦人

会長さん方でありますので、その地域のことをよく

御存じであるということから委員になっていただい

ておりますので、やはりそこのところを中心に検討

していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○17番（東 勝巳君） それから、次は公共施設の

この洋式トイレの総点検の改善ですけど、これは住

民からの意見もあったし、こん前、市民と語る会の

席上でも出たので。 

 もう高齢化30％ですからね、高齢化率が。ますま

す今後高齢者が増えるわけですけど、今度やっぱり

洋式と。和式トイレではやっぱり用を足せないとい

うのがあるので、総点検をして改善してほしいんだ

けど、現状について、それから改善について説明を

ください。 

○市長（田畑誠一君） 市内の公共施設のトイレの

便器設置の状況でありますけれども、118施設のう

ち、洋式便器のある施設が85カ所、和式便器のみの

施設が33カ所であります。 

 これまでも、多目的トイレの設置や洋式便器への

改修を進めてきたところであり、平成24年度は地域

支え合い体制づくり事業を活用して、交流センター

６カ所に10基、高齢者福祉センターに３基の改修を

終えたところであります。 

 今後とも、このような補助事業なども活用しなが

ら、高齢者の利用頻度の高い施設や多目的トイレの

ない施設から順次改修を進めていきたいと考えてお

ります。きのう原口議員にも御答弁申し上げました

が、できるだけ早める形で整備をしていきたいとい
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うふうに思っております。 

○17番（東 勝巳君） 今洋式がないとこは何カ所

あります。 

○財政課長（中屋謙治君） 洋式のないところ、す

なわち和式便器のみの施設というのは33カ所でござ

います。 

○17番（東 勝巳君） それはどんなふうになりま

す。解決は。 

○財政課長（中屋謙治君） 33カ所、主には公園が

多いようでございます。公園それから墓地、こうい

ったところが33カ所に入っておるようでございます。 

 今後につきましては、先ほど市長が申し上げまし

たように、補助事業等も活用しながら、高齢者の利

用頻度の高い施設あるいは多目的トイレのない施設、

こういったところから順次整備をしていきたい、こ

のような考え方でございます。 

○17番（東 勝巳君） まあ、高齢化がどんどん進

みますから、できるだけ早く設置ができるようにお

願いしておきたいと思います。 

 それから７番目、日出町北側の防災対策ですけど、

これは、昭和34年ですかね、プリマハムの誘致のと

きに２万坪を無償提供するために土地造成をしたん

ですけど、例のその日出町の北側の一帯は、今のグ

ラウンドがあるちょっと南ですけどね、水田地帯で、

もう池みたいになって、水がね。で、苦情が出て、

あそこ、低地を上げる必要があったんですけど、本

当はよそから持ってきてあそこは上げればよかった

んですけど、当時の役所は、まあ節約の意味もあっ

たんですかね、日出町の北側の里山、宅地、あそこ

をカットしてそこを埋めて、今海上保安部の宿舎と

かあの辺ができたんですよね。 

 ほいで、個人名で言う、そこの一番問題は、北側

の中に福田サイゾウさんていううちがあって、そん

次に迫キヨトさんという人、そん次に西袴田長太郎

さん、また３軒のところが一番ひどくて、カットし

たために、崖上ではなかったのに崖上になったんで

すね。里山がずっとあって、その手前に宅地があっ

て道路があったんですけど、迫キヨトさんは、まあ

私友達で長いおつき合いがあって、若い時代あそこ

がたまり場だったのでよく知ってるんですけど。彼

は下の水田も自分の里山も宅地も市に売って、別に

家を移転をしたんですね。で、残ったのは東側、福

田サイゾウさん。そん次は迫キヨトさん、それから

西側の長太郎さん。西袴田長太郎さんは、まあまあ

住宅はよかったんですけど、農地があってね、農地

がこう、もう豆腐を切ったようにこう切ってあって、

ほいでもう崖が崩れたら大変だから、そこの道路脇

をずっと周辺に雨水がその崖に行かないようにして

農地を守ってあるんですけど。それから、東側の福

田サイゾウさんは、もう故人ですけど、私もかかわ

って、まあ住宅でしたからね、下からずっと石垣で

今防災工事をして、今もう息子さんが住んでますけ

ど。 

 それから、その中間にあります生活道路は、結局

カットしたもんだから崖上になったんですね。で、

それはしょっちゅう壊れて、私も何回か応急措置を

してもらってきているんですけど、数年前、元都市

計画課長の古薗さんのお父さんの百二さんが日出町

の出身なので、百二さんもちょっと口をついてもら

って、舗装して何とかしたんだけど、その舗装した

下のほうはね、またコンクリートの石垣がもうちょ

っと壊れそうになって、今度また応急措置をしても

らったんだけど、やっぱり怖いちゅうんですね。お

客さんも来て、ここはもうしっちゃえりゃすれば、

もう高いですからね。だから、何とか安心ができる

ような道路にしてくれないかというような相談なん

ですけど、御意見があれば。質問したいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 日出町北側のこの防災対策

についてであります。 

 日出町北側の生活道路につきましては、以前路肩

が崩れたため、Ｌ型擁壁を設置して補修を行ってお

ります。しかし近年、このＬ型擁壁部分の張りコン

クリートがずれている状況であります。私も見に行

きました。雨水等の洗掘を防ぎ、これ以上侵食され

ないように補修を行いたいと考えております。 

 なお、今後の対策ですけれども、現場の地質状況

はしらすですよね、あそこは。地質状況の把握をし

ながら、境界の問題等も調査をして、法面を安定さ

せる工法なども含めて検討してまいりたいというふ

うに考えてます。 
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○17番（東 勝巳君） 私も昔からかかわってきた

ところで、議会でも何回か質問したんですけど、も

う職員もね、誰も知った人いない。昭和34年のころ

のことですからね、知った人はいないから、ちょっ

と質問してね、引き継ぎをしとかんと、後々大変だ

なと思ってしたんだけど。 

 やっぱり今の、百二さんがかかわって舗装してま

あまあ車は入りますけど、下がちょっとこう弱くて、

崖がね、弱いので、怖いちゅうんですね。いつ壊れ

るかわからんていうように不安があるので、ぜひ補

強して、安心して通るようにしていただきたいと思

うんですけど、それでよろしいんですか。今は応急

措置を、土のうが積んでありますよね。あそこんと

ころをもっとようしてから、安心して使えるように。 

 まあ、みんな知らないから、こっちに土地を買う

て広げたらいいとか、向こうに回り道を自分で土地

を買うて道路をつくったらいいとか、まあそんな、

職員が知らないからでしょうけど言うんだけど、特

殊なそういう事情で、崖上でないところがそういう

企業誘致の関係で崖上にさせられて、そこがちょっ

といろいろ危険が発生しているので、そこんとこ理

解してもらって、ぜひ。 

 これまでもずっと応急措置は市のほうでしてもら

ってした経過がありますから、ぜひ安心して通れる

ようにしてほしいと思います。よろしいですか。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど申し上げましたとお

り、以前路肩が崩れたためそのＬ型の擁壁を設置し

て補修を行ってるんですけど、このＬ型の擁壁部分

の張りコンクリートがずれております。私も見に行

きました。ですから、この部分については、雨水等

の洗掘を防ぎ、これ以上侵食されないように補修を

したいと考えてます。 

 なお、今後の対策については、しらすという特殊

な土壌でありますので、その地質の調査とか地質の

状況の把握とか、それから境界などの調査とかいろ

いろ検討して、法面を安定させる工法などはないも

のか、その辺について検討してまいりたいと考えて

ます。 

○17番（東 勝巳君） もう時間がなくなりました

けど、今度、最後の市来一般廃棄物利用エネルギー

センターの問題ですけど、まあ午前中もちょっと同

僚議員から質問がありましたが。 

 これに使った経費について資料を要求して出して

もらったんですけど、14億4,280万4,000円かな、こ

れが全体なのか。吉川教授なんかの人件費とか、ま

あそれ以前のもいろいろあるけど、わからんかもし

らんけど、市来の皆さんがこのつくる前にあちこち

調査に行ったりしたんだけど、この中にそういう人

件費、その額も全部含まれていて、あとに残るのは、

裁判費用の問題がどうなるかわからんけど、それと

解体の経費ですね。それだけがここに残ってんのか

な。さっき、午前中は何か２億4,000万円とかあっ

たが、２億4,000万円は、この中にその補助金は入

ってんじゃないかと思うんだけど、これプラス２億

4,000万円が使った経費になるんですかね。 

○生活環境課長（住廣和信君） お尋ねの吉川教授

の人件費とか云々という部分ですが、恐らくその分

は、東京工業大学と共同研究を結んでおりまして、

それが約1,000万円あるわけですけれども、その中

で賄われているんではなかろうかというふうに考え

ております。それで、それの経費につきましては、

この表の中に1,031万2,000円という形で表記してあ

りますので、その中で入ってると。あと、その旅費

等につきましては、以前の分につきましては、合併

前のもんにつきましては、細かい資料がありません

ので把握はしていないところであります。 

 それとあと、２億5,000万円の件ですが、それは、

今この資料にありますのは直接かかわりました工事

費とか、あと修繕、委託料、そういったものであり

まして、２億5,000万円近くといいますのは、今朝

出ました、約１億円は解体費用、それから、あと１

億4,000万円は補助金の返還額、そういったもので

ありまして、当然この資料の中には含まれておりま

せんので御理解いただきたいと思います。 

○議長（下迫田良信君） あと20秒ですから、でき

るだけ早めに。 

○17番（東 勝巳君） 新しい費用を出していただ

きたいと思うんです。今のも含めて、実際幾ら要っ

たかというのを。これもわからんから。今１億円と、

その１億4,000万円ですか。それで全額になるんで
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すか。裁判もまだ残ってるんでしょう、裁判費用も。

そういうのがまだ後で残っているという理解でよろ

しいのかな。だから、今わかる経費について、その

事業費だけじゃなくて、ぜひ資料としてね、出して

ほしいと思います。 

 そして、時間がありませんから、９月議会に継続

でまた質問します。確認をしてください、資料は。 

○生活環境課長（住廣和信君） 出しました資料は、

これまでかかった経費ということで、平成24年度ま

での経費を出してあります。 

 あと、１億円といいますのは解体費用でありまし

て、今後かかるであろうという予測ですね。それと

あと、１億4,000万円といいますのは補助金の返還

額でありまして、それについては、補助金それから

起債、そういったものの返済については、ここの資

料の中には直接建設に関係ありませんでしたので入

れてありませんでしたので、また資料として出した

いと思います。 

○議長（下迫田良信君） 課長、質問人がおっしゃ

るのは、吉川教授と学生が来たときのそういう諸経

費は出てないのかということも含んでありますから。 

○生活環境課長（住廣和信君） 先ほど説明しまし

たように、共同研究というのを委託をしておられる

わけなんですが、その中で恐らく、こちらへ来られ

る費用、宿泊費用、それから学生の旅費、そういっ

たものは賄われているというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（下迫田良信君） 課長、要はかかった費用

を全てもう１回出してくれということですから。わ

かる範囲で。 

 よろしいですか。 

○17番（東 勝巳君） はい、終わります。 

○議長（下迫田良信君） 以上で本日の日程は終了

しました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（下迫田良信君） 本日は、これで散会しま

す。 

         散会 午後５時46分 

 

 


